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１ 鳥羽市防災会議の構成 

 

   会    長      鳥羽市長 

   委    員（３３名） 陸上自衛隊第３３普通科連隊重迫撃砲中隊長 

               鳥羽海上保安部長 

鳥羽警察署長 

南勢志摩地域活性化局長 

志摩建設事務所長 

               伊勢農林水産事務所長 

               鳥羽市副市長 

                〃 教育長 

                 〃  会計管理者 

                               〃 企画財政課長 

 〃 総務課長 

                〃 市民課長 

                〃 税務課長 

                〃 健康福祉課長 

                〃 環境課長 

                〃 農水商工課長 

                〃 観光課長 

〃 建設課長 

〃 定期船課長 

                〃 水道課長 

                〃 教育委員会総務課長 

                〃 消防長 

                〃 議会事務局長 

                〃 消防団長 

               西日本電信電話株式会社 三重支店設備部長 

               中部電力株式会社 伊勢営業所長 

               志摩医師会 

               近畿日本鉄道株式会社 鳥羽駅長 

               鳥羽商工会議所会頭 

               鳥羽市自治会連合会長 

               鳥羽市人権擁護委員 

鳥羽市民生委員・児童委員協議会 

三重大学大学院工学研究科准教授 
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２ 鳥羽市防災会議条例   （昭和３８年３月３０日条例第８号） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づ

き鳥羽市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目

的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 鳥羽市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する

事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は市長をもって充てる。 

３ 会長は会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

(２) 三重県の知事の部内職員のうちから市長が任命する者 

(３) 三重県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

(４) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

(５) 教育長 

(６) 消防長及び消防団長 

(７) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

(８) その他市長が特に必要と認め任命する者 

６ 前項に掲げる委員の定数は、３５名以内とする。 

７ 第５項第７号及び第８号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

その前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、三重県の職員、市の職員、関係指定公共機関

の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任

されるものとする。 
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（議事等） 

第５条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事

項は、会長が防災会議にはかって定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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３ 鳥羽市災害対策本部条例      （昭和３８年３月３０日条例第９号） 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条第７項の規 

定に基づき鳥羽市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け災害対策本部長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 （部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 （現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を 

 置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指

名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部長の事務を掌理する。 

（雑則） 

第５条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長

が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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４ 鳥羽市災害対策本部に関する規則 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、鳥羽市災害対策本部条例（昭和３８年条例第９号）第５条の規定に 

基づき、鳥羽市災害対策本部（以下「本部」という。）に設置する部及びその他必要な事 

項について定めることを目的とする。 

 （部の設置等） 

第２条 本部に設置する部及びその事務分掌は別表のとおりとする。 

２ 別表に定めるもののほか、当該各部は主管に属する行政財産その他の被害調査 

を行うものとする。 

（災害対策連絡会議） 

第３条 災害の予防及び災害応急対策の円滑な実施を図るため、災害対策連絡会議を設置 

する。 

２ 災害対策連絡会議は本部長が総理し、副本部長及び各部長をもって組織する。 

 （任命） 

第４条 災害対策副本部長、部長その他の災害対策本部員は別に任免するものの 

ほか、別表に定めるところによってそれぞれ任命したものとみなす。 

 （職務代理） 

第５条 本部長に事故があるときは副本部長が、各部長に事故があるときは部員のうちか

ら本部長が指名する者が、それぞれの職務を代理するものとする。 

（他の規定等の準用） 

第６条 各部の事務分掌については、第２条に定めるもののほか、鳥羽市役所処務規則（昭

和３５年規則第２号）第３条の規定を準用する。 

  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 別 表 省 略 

      （鳥羽市地域防災計画風水害等対策編第３部第１章災害対策本部機能の確保

に記載につき） 
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５ 鳥羽市地震災害警戒本部条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号。以下「法」

という。）第１８条第４項の規定に基づき、鳥羽市地震災害警戒本部（以下「警戒本部」

という。）の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （組織） 

第２条 地震災害警戒本部長（以下「本部長」という。）は、警戒本部の事務を総括し、所

部の職員を指揮監督する。 

２ 警戒本部に地震災害警戒副本部長（以下「副本部長」という。）、地震災害警戒本部員

（以下「本部員」という。）その他の職員を置くことができる。 

３ 副本部長は、本部員のうちから市長が任命する。 

４ 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 (1) 三重県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

 (2) 市の教育委員会の教育長 

 (3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

 (4) 市の区域において業務を行う法第２条第７号に規定する指定公共機関又は同条第８

号に規定する指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が任命する者 

６ 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。 

７ 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員（以下「本部職員」という。）は、市の職

員のうちから、市長が任命する。 

８ 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。 

 （部） 

第３条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。 

２ 前項の部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。 

３ 第１項の部に部長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。 

４ 前項の部長に事故があるときは、第１項の部に属する本部員のうちから前項の部長が

あらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

 （雑則） 

第４条 前３条に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は、本部長が定

める。 

 附則 

 この条例は、平成１４年６月２５日から施行する。 

 

 

 



 

7 

 

６ 鳥羽市地震災害警戒本部運営要領 

 

第１ 総  則 

１ 目 的 

  この要領は、大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）（以下「法」とい

う。）第１８条及び鳥羽市地震災害警戒本部条例（平成１４年鳥羽市条例第２４号）第４

条に基づき、鳥羽市地震災害警戒本部（以下「市警戒本部」という。）の運営に関し、必

要な事項を定め、地震防災応急対策等の迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。 

 

２ 市警戒本部の所掌事務 

  市警戒本部は次の業務を行う。なお各部の所掌事務は別表１のとおりとする。 

(1) 地震防災応急対策にかかる事項 

① 地震予知情報等の地震情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項 

② 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

③ 応急の救護を要すると認められる者の救護及び保護 

④ 施設及び設備の整備、点検に関する事項 

⑤ 犯罪の予防、交通の規制、その他社会秩序の維持に関する事項 

⑥ 緊急輸送の確保に関する事項 

⑦ 食料、医薬品の確保、保健衛生に関する措置等に関する事項 

⑧ その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項 

(2) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する地震防災応急対策

等の連絡調整に関する事項 

(3) その他法令により、市警戒本部の権限に属する事項 

 

第２ 鳥羽市地震災害警戒本部の構成 

 市警戒本部は、東海地震の地震防災対策強化地域に東海地震予知情報及び警戒宣言が発

令された場合に、防災関係機関が実施する地震防災応急対策の連絡調整及び緊急対策を推

進するため、直ちに設置する。市警戒本部に関し必要な事項は、鳥羽市地震災害警戒本部

条例（平成１４年鳥羽市条例第２４号）に定めるもののほか、その実施細目については、

次のとおりとする。 

１ 市警戒本部及び支部の構成 

(1) 市警戒本部の構成 

  ① 総合対策室 

    総合対策室は、本部長、副本部長、本部員により構成され市警戒本部の意思決定

を行う。 

 ② 副本部長 

    地震災害警戒副本部長は、副市長、教育長、会計管理者をもって充てる。 
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    副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたとき

は副市長、教育長、会計管理者の順位によりその職務を代理する。 

  ③ 部 

    市警戒本部に置く部は次のとおりとする。 

    総務部、企画財政部、市民部、税務部、健康福祉部、環境部、農水商工部、観光

部、建設部、定期船部、水道部、教育部、消防部、議会部 

(2) 本部員 

  ① 地震災害警戒本部員は別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

  ② 市職員以外の本部員は、それぞれの所属する機関と市警戒本部との連絡調整にあ

たるため、必要に応じ市警戒本部に参集し、又はその補助者を警戒本部へ派遣する

ことができる。また、本部長は、市職員以外の本部員又はその代理者の市警戒本部

への派遣を要請することができる。 

(3) 事務局 

   事務局は、地震防災応急対策実施状況の取りまとめ、市民への情報伝達、その他市

警戒本部の総括事務を行う。 

(4) 市警戒本部支部の構成 

  ア 支部の設置及び所管区域 

  （ア）地震防災応急対策を推進するため、各連絡所に市警戒本部支部を置く。 

  （イ）支部に支部長を置き、本部長が指名する職員が当たる。 

  （ウ）支部の所管区域は、当該連絡所の所管する区域とする。 

  イ 支部の活動 

    支部の組織、所掌事務等の活動内容については市警戒本部の活動内容に準じて、

各支部の運営要領において定めることとするがその概要は以下のとおりとする。 

  （ア）地域の避難状況、地震防災応急対策に係る情報を収集し、市警戒本部に連絡す

る。 

  （イ）市警戒本部と連携のうえ、その他の対策に関する諸活動を実施する。 

  ウ 支部の設置及び廃止 

    支部の設置及び廃止の基準は、市警戒本部に準ずるものとする。 

(5) 市警戒本部及び支部の組織等 

   市警戒本部及び支部の組織等については、別図のとおりとする。 

 

２ 市警戒本部の設置及び廃止 

 (1) 設置及び廃止 

   市警戒本部は、東海地震の警戒宣言発令と同時に設置し、地震発生に伴い市災害対

策本部が設置されたとき、又は警戒宣言が取り消されたとき、廃止する。 

(2) 市警戒本部の設置及び廃止の通知 

   市警戒本部を設置し、又は廃止したときは、直ちに次に掲げるもののうち必要と認
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める者に通知するものとする。ただし地震発生に伴い市災害対策本部が設置された場

合には廃止の通知は行わないものとする。 

  ア 県の地震災害警戒本部 

  イ 県の地震災害警戒本部伊勢支部 

  ウ 防災関係機関 

  エ その他必要と認める機関 

 

３ 市災害対策本部への引継 

  地震発生に伴い市災害対策本部が設置されたときは、市警戒本部は、実施した地震防

災応急対策の状況、その他災害応急対策に参考となる事項を市災害対策本部へ引き継ぐ

ものとする。 

 

４ その他 

(1) 標  識 

   市警戒本部の設置を示すために、次の標識板を本部、支部の正面入口、庁舎玄関等

に掲げるものとする。なお、大きさは、掲示する場所により適宜決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥 

羽 

市 

地 

震 

災 

害 

警 

戒 

本 

部 
鳥 

羽 

市 

地 

震 

災 

害 

警 

戒 

本 

部 

○ 

○ 

支 

部 
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(2) 腕章及び名札 

  市警戒本部の活動に従事するものは、次図に示す腕章及び名札を帯用するものとす

る。 

ア 腕 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 名札 

 

 

 

(3) 服  装 

   地震防災応急対策に従事する職員の服装は、原則として防災服又は各課で統一され

た作業服を着用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

鳥 羽 市 

地 震 災 害 警 戒 本 部 

本 部 長 

鳥 羽 市 

地 震 災 害 警 戒 本 部 

副 本 部 長 

鳥 羽 市 

地 震 災 害 警 戒 本 部 

○ ○ 部 長 

鳥 羽 市 

 

地 震 災 害 警 戒 本 部 

 

鳥 羽 市 地 震 災 害 警 戒 本 部 

職 名 又 は 所 属 機 関 名 

氏         名 
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 〔別 図〕               総合対策室 

市警戒本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支部組織図 

 

 

 

 

第３ 配備体制 

１ 配備体制 

 (1) 東海地震観測情報が発表されたとき 

   情報の伝達、収集にあたるため準備体制をとる。なお、配備編成については、各部

で事前に計画しておくものとする。 

 (2) 東海地震注意情報が発表されたとき 

   社会的混乱等の発生を防止し、地震関係情報、応急対策等に係る情報の伝達、収集

にあたるため、警戒体制をとり、市警戒本部の設置準備を行う。なお、配備編成につ

いては、各部で事前に計画しておくものとする。 

 (3) 警戒宣言が発令されたとき 

   地震防災応急対策等を実施するため、非常体制をとり、直ちに市警戒本部を設置す

【本部会議】 

本部長 〔市長〕 

副 本 部 長 

〔副市長、教育長、会計管理者〕 

本  部  員 

〔  各 部 長  〕 

指定地方行政機関 

指 定 公 共 機 関  

指定地方公共機関 

【市職員以外の本部員】 

総務部 

【事務局】 

支  部  長 

〔本部長が指名する職員〕 
支 部 職 員 
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る。 

２ 配備要員 

 (1) 配備要員の編成計画 

   各部長及び支部長は、配備基準に基づき各部別の配備編成計画をたて、職員に徹底

するとともに、その業務についても周知しておくものとする。ただし、消防部につい

ては、別途計画によるものとする。 

 (2) 配備要員の届出 

   各部長及び支部長は、毎年４月１日現在でその所轄内の配備計画に基づく災害配備

要員数を様式第１号により４月１０日までに総務部長に届け出るものとする。 

 (3) 配備要員の非常参集 

   職員は、自己の属する配備計画を熟知しておき、勤務時間外・休日等に東海地震注

意情報、予知情報、警戒宣言発令を知ったときは次の登庁基準に従って登庁し、所定

の配備につくものとする。 

 ア 準備体制（東海地震観測情報発表時）における登庁基準 

     各部長及び支部長は、連絡体制を確認し、速やかに連絡がとれるよう準備する。 

 イ 警戒体制（東海地震注意情報発表時）における登庁基準 

     各部長及び支部長は、所属職員の中から編成し、すみやかに所属機関に登庁する。 

 ウ 非常体制（東海地震予知情報及び警戒宣言発令時）における登庁基準 

（ア）離島在住者以外の職員は、すみやかに所属機関に登庁し、所定の配備につくも

のとする。 

 （イ）市外在住者も所属機関に登庁することに努める。 

 （ウ）離島在住職員は各支部（連絡所）に登庁し支部長を補佐する。 

  （エ）所属機関に登庁不可能な者は、最寄りの市施設へ参集する。 

 

参 考 

１ 東海地震に関する情報 

  この情報には、「東海地震予知情報」、「東海地震注意情報」、の「東海地震に関連する

調査情報」３種類がある。 

・「東海地震予知情報」……東海地震が発生するおそれがあると認められ、内閣総理

大臣から「警戒宣言」が発せられた場合に発表される情報です。東海地震が発生す

るおそれがあると判断した観測データの状況等、科学的根拠について発表します。 

この情報で示されるカラーレベルは、「赤」です。 

・「東海地震注意情報」……観測された現象が東海地震の前兆現象である可能性が高

まった場合に発表される情報です。 

この情報で示されるカラーレベルは、「黄」です。 

・「東海地震に関連する調査情報（臨時）」……観測データに通常とは異なる変化が観

測された場合に発表される情報です。その変化の原因についての調査の状況を発表
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します。 

この情報で示されるカラーレベルは、「青」です。 

・「東海地震に関連する調査情報（定例）」……毎月の定例の地震防災対策強化地域判

定会（以下、判定会）で評価した調査結果を発表します。 

この情報で示されるカラーレベルは、「青」です。 

 

２ 東海地震警戒宣言 

・ 警戒宣言とは、気象庁長官が大規模地震対策特別措置法（以下「大震法」という。）

第３条第１項に規定する地震防災対策強化地域に対して、気象庁長官から地震予知

情報の報告を受けた場合において、内閣総理大臣は大震法第９条により地震防災応

急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて警戒宣言を発す

る。 

 

第４ 市警戒本部の活動 

   市警戒本部が設置された場合、所定の配備下にある市の各機関は、相互の連携を密

にし迅速適切なる地震防災応急対策活動を推進する必要があるので、市警戒本部の中

枢にあたる本部会議の運営等について次のとおり定める。 

 １ 市警戒本部等の開設 

   総務部は、効率的な地震防災応急対策活動を推進し、防災対策についての協議・調

整を行うため市警戒本部を開設する。 

   市警戒本部及び市警戒本部会議は、総務課会議室に開設する。 

 ２ 市警戒本部（総務課会議室）の準備 

   総務部は、机・椅子等備品の配置、照明器具及び通信施設等速やかに本部室等の開

設準備を行うものとする。 

 ３ 本部会議 

   本部長は、必要の都度本部会議を招集し地震防災応急対策の基本的事項について決

定を行う。 

   (1) 本部会議の内容 

    ア 第１回会議に付する内容 

    ・ 市警戒本部の体制の決定（総務部） 

    ・ 警戒宣言、地震予知情報等の報告（総務部） 

    ・ 道路交通の状況（総務部・建設部） 

    ・ ライフライン、鉄道交通等の状況説明（総務部、水道部） 

    ・ その他、当面の地震応急対策の決定（本部長等） 

    イ 第２回目以降の会議に付する事項 

    ・ 収集した避難情報等の報告（総務部、税務部、消防部） 

    ・ 道路交通状況（総務部・建設部） 
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    ・ライフライン、鉄道交通等の状況説明（関係各部） 

    ・医療、救護体制について（健康福祉部） 

    ・各部の応急措置事項についての報告及び決定（関係各部） 

    ・その他 

  (2) 本部会議の運営 

   ア 本部員の出席については、補助者の同伴も可とする。 

   イ 本部員が会議資料を提出する場合の部数は２０部とする。 

   ウ 本部員は会議終了後、部内各部に本部長の指示事項・会議の決定事項及び各種情

報等を伝達するとともに地震防災応急対策指導を行う。 

   エ 会議の事務は総務部が行う。 

４ 本部連絡員 

  本部が設置された場合、各部は状況に応じて本部連絡員を派遣することとする。なお、

本部連絡員は本部室に待機し、次の任務にあたるものとする。 

(1) 本部会議に出席中の本部員との連絡 

(2) 総務部との連絡調整 

(3) 各部及び支部との連絡調整 

(4) その他必要な事項 

 

第５ 情報の伝達 

   東海地震予知情報、警戒宣言等の情報の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消 防 庁 

気 象 台 

県 

(防災対策部) 

市 

(総務部) 

各 部 長 

 

市長、副市長、 

教育長、会計管理者 

各 部 員 

 

防災関係機関 

 市    民 

（ 防 災 行 政 無 線 ） 
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第６ 情報の収集 

 地震防災応急対策情報等の収集及び伝達は、特に重要な業務であることを考慮し、各機

関は協力して次により活動するものとする。 

 １ 情報の収集、伝達と資料の作成 

   (1) 東海地震注意情報の収集、伝達 

    地震予知に関する情報等の収集、伝達及び広報を行う。防災機関等と地震関連情

報について相互に伝達し連絡を取りあうものとする。 

    なお、作成した資料で必要なものは市長、副市長、教育長、会計管理者、各課長

等に配布する。 

   (2) 警戒宣言発令時の収集・伝達 

    警戒本部各部及び各支部は、それぞれの所掌事務に関する情報の収集・伝達に努

めるとともに、関係機関との連絡を密にし、必要な情報は直ちに総務部に報告する

ものとする。 

 

 ２ 報告書の種類 

   (1) 報告書の種類 

種     類 内      容 様   式 

避 難 状 況 報 告 
詳細が不明であっても、 

その概要を報告する。 
様式第２号 

地震防災応急対策 

実施状況報告 

詳細が不明であっても、 

その概要を報告する。 
様式第２号 

  (2) 支部（連絡所）の報告事項 

     支部は、管轄区域内の避難情報及び地震防災応急対策実施状況を取りまとめ、本

部（総務部）へ報告するものとする。 

   (3) 報告書の提出先 

    ア 総務部の取扱事項 

報 告 先 種    類 方 法 備       考 

 

本部長等 

への報告 

地震予知情報 

避難状況 

地震防災応急 

対策実施状況 

報告書 

（口頭） 

 

津地方気象台、県等から伝達

のあった地震関連情報及び各

部、各支部から収集した報告

等を逐次本部長、副本部長、

総務部長へ報告する。 

本部会議 

への報告 

地震予知情報 

避難状況 

地震防災応急 

対策実施状況 

報告書 

（口頭） 
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県警戒本 

部長（知事） 

への報告 

避難状況 

地震防災応急 

対策実施状況 

報告書 

大震法第２８条第１項に基づ

く報告を県警戒本部支部（伊

勢支部）を経由して行う。 

    イ 各部の取扱事項 

       収集した報告は、法令・通達等で定められているものについては、各部が直接、

県警戒本部へ所定の方法で報告（通知）するものとする。 

 ３ 情報の掲示 

    収集した情報は、できる限り市警戒本部に掲示するものとする。 

     また、掲示は市警戒本部の掲示板及び壁等を利用し、次の内容について行うものと

する。 

 

掲 示 事 項 掲  示  内  容 掲示担当 備 考 

交  通  図 
鉄道等交通機関運行状況・ 

道路及び定期航路の状況等 

建 設 部 

定 期 船 部 

 

避 難 等 の 

 

状     況 

避難状況 

総 務 部 

税 務 部 

消 防 部 

 

その他地震防災 

応急対策実施 

状況 

各部における地震防災応急

対策の状況 
各 部 

 

 

第７ 広 報 

 東海地震予知情報及び警戒宣言発令時等における人心安定のための広報及び広聴・報道

機関への取材協力について、市の各機関は地震防災応急対策推進と併せて総務部の行う次

の広報・広聴活動に積極的に協力するものとする。 

 １ 住民に対する広報 

 （１）広報事項 

    総務部及び市の各機関は、県広報担当機関と協力して、次の内容について広報を

行うものとする。 

   ア 地震予知情報及び市の防災対策 

   イ 市民の士気・相互協力精神の高揚 

   ウ 避難指示・勧告及び注意事項 

   エ 地震防災応急対策の実施状況 

   オ 道路・交通の状況 

   カ その他必要事項 
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 （２）広報の方法 

   ア 防災行政無線・広報車・舟艇等からの呼びかけ 

   イ テレビ・ラジオ・新聞等の利用 

   ウ その他 

 （３）広聴活動 

    必要に応じ、住民の要望を聞くための広聴活動を行うものとする。広聴活動に関

する事務は総務部において行う。 

 ２ 報道機関に対する発表及び協力 

   収集した地震関連情報や市の対策を報道機関に発表する場合は、原則として総務部

が各部と連絡調整のもとに市記者クラブに対して行うものとする。 

   この場合、各部が総務部へ引き継ぐ資料の部数は１部とし、必要に応じ総務部が資

料の増刷等を行うものとする。 

   なお、重要な事項については総務部立会いのもとに各部が行うものとする。 

   また、放送局から庁内にテレビ・ラジオの放送施設を臨時的に設置したい旨の申込

を受けたときは、総務部が便宜を図り取材に協力するものとする。 

 

第８ その他 

 １ 緊急車両確認証明書等 

   大震法第２４条に基づき三重県公安委員会が交通規制を行った場合における緊急車

両確認証明書等の交付申請は、緊急輸送を必要とする各部及び各支部において、鳥羽

警察署で行い、緊急輸送確認証明書等の交付を受けるものとする。 

 ２ 警戒本部要員の確保 

   市警戒本部における要員の動員計画は、次のとおりとする。 

  (1) 動員計画 

    市警戒本部及び支部における動員計画は、第３の１の配備体制に基づき実施する

ものとし、その内容を部員に徹底しておくものとする。 

  (2) 応援職員の動員 

    市警戒本部の各部長及び支部長は、地震防災応急対策活動を実施するにあたり他

部の職員の応援を受けようとするときは、様式第３号により総務部長に要請するも

のとする。 

    総務部長は、各部長及び支部長から職員応援要請があった場合は、災害の状況を

勘案して所要の職員の動員について調整するものとする。 

    この場合は、派遣職員は、配備された組織に入り、各部長及び支部長の指揮下に

入るものとする。 

    なお、災害緊急時の要請確保が予め困難であると判断される部、支部、あるいは

要員の絶対数が明らかに不足する部、支部にあっては、事前に総務部による応援要

員確保を図っておくものとする。 
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別表 １ 市警戒本部の所掌事務一覧表 
 

部 
 

 
部長 
 

 
所掌事務 

 

 
部員 
 

 
総務部 
 

 
総務課長 

 

１ 本部長、副本部長の秘書に関するこ

と。（以下、「関すること。」を省略） 

２ 災害対策と市行政全般の調整 

３ その他本部長の特命事項 

４ 警戒本部の事務局の総括及び処理 

５ 支部の運営 

６ 地震情報等の連絡並びに避難状況等

の収集 

７ 関係機関及び各部との連絡及び調整 

８ 防災行政無線の通信の確保 

９ 広報広聴活動 

10 報道活動 

11 職員の招集及び配置 

12 各部の増員派遣要請に応じた人員

の派遣 

13 県警戒本部との連絡 

14 災害救助用臨時専用電話の施設 

15 車両確保及び配車 

16 市有財産営造物の災害 
 

 
総務課員 
監査委員事務
局職員 
選挙管理委員
会職員 

 
企画財政部 

 

 
企画財政課長  
 

 

１ 災害関係費の予算 

２ 災害関係経費の出納 
 

 
企画財政課員  
会計課員 

 
市民部 
 

 
市民課長 
 

 

１ 炊き出し、その他による食品の給与 

２ 陸上における救助物資等の輸送 
 

 
市民課員 

 
税務部 

 
税務課長 

 

避難所の開設及び運営 
 

 
税務課員 

 
健康福祉部 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
健康福祉課長 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 災害救助法（昭和 22 年法律第 118

号）の適用及び運用 

２ 社会福祉施設の災害対策 

３ 児童福祉施設開設運営 

４ 要援護者対策 

５ 医療救護班の編成及び派遣 

６ 衛生材料、医薬品・防疫薬品等の供給 

７ 食品衛生 

８ 入院治療を要するものの収容 

９ 衣料、寝具及び日用品の調達及び 

配分 
  

 
健康福祉課員 
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部 
 

 
部長 
 

 
所掌事務 

 

 
部員 
 

 
環境部 
 

 
環境課長 
 

 

１ 災害ごみ処理対策 

２ し尿処理対策 
 

 
環境課員 
 

 
農水商工部 
 
 

 
農水商工課長 
 
 

 

１ 農作物の応急技術対策 

２ 耕地の応急復旧及びかん水防除 

３ 被災農作物の種苗対策 

４ 家畜伝染病予防 

５ 罹災家畜収容 

６ 林業関係機関との連絡調整 

７ 農道等の応急復旧 

８ 水産業関係機関との連絡調整 

９ 漁業調査船による救援物資の輸送 

10 漁港施設等の応急補修 
 

 
農水商工課員 
 
 
 

観光部 観光課長 観光施設及び観光客への情報提供 観光課員 
 
建設部 
 
 
 
 
 
 

 
建設課長 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 道路パトロールの実施と応急措置 

２ 道路及び橋りょうの応急補修 

３ 道路情報の把握と提供 

４ 異常時における運行事前規制 

５ 河川の応急補修 

６ 砂防施設等の応急補修 

７ 湾岸施設及び海岸堤防の応急補修 

８ 応急土木物資の需給調整 

９ 都市公園施設、市民広場の応急補修 

10 港湾施設の応急復旧 
 

 
建設課員 
 
 
 
 
 

 
定期船部 

 
定期船課長 

１ 船舶の確保及び配船 

２ 海上における救助物資等の輸送 
定期船課員 

水道部 水道課長 

１ 応急対策（応急給水・復旧）の体制

整備 

２ 下水の仮排水及びし尿の応急処理体

制の整備  

 
 
 
水道課員 
 

教育部 
教育委員会事
務局総務課長 

１ 部内及び関係機関との連絡調整 

２ 公立学校施設の災害 

３ 教職員の災害対策のための動員確保 

４ 園児児童生徒の連絡調整 

５ 園児児童生徒に対する避難 

６ 園児児童生徒の保健管理 

７ 学校給食の対策 

教育委員会事
務局職員 
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部 
 

 
部長 
 

 
所掌事務 

 

 
部員 
 

教育部 

（続き） 

教育委員会事

務局総務課長 

８ 公民館等社会教育施設の災害対策 

９ 文化財災害対策 

10 社会体育施設の災害対策 

教育委員会事

務局職員 

 
 
消防部 
 

 
消防長  １ 消防部隊の出動及び運用 

２ 災害及び気象情報の収集並びに連絡

通報 

３ 消防団との連絡調整 

４ 消防通信 

５ 消防用資機材の補給整備 

６ 災害関係の広報活動 

 
消防本部職員 
消防署職員  

議会部 議会事務局長 １ 議会との連絡調整 議会事務局職員 

（注） 1 地震警戒活動の必要度に応じて、本部長の指示により、各部の応援体制をとる

ものとする。 

      2 本部長から警戒活動の拠点を指定された職員は別に定める配置とする。 
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別表 ２ 

鳥 羽 市 地 震 災 害 警 戒 本 部 条 例 

 第２条第５項第１号から第４号に定める本部員 

 

本 部 長 鳥 羽 市 長   大震法１８条 

副 本 部 長   鳥 羽 市 副 市 長   ５項３号適用者 

        鳥 羽 市 教 育 長   ５項２号適用者 

        鳥 羽 市 会 計 管 理 者   ５項３号適用者 

本 部 員 鳥 羽 市 総 務 課 長   ５項３号適用者 

鳥 羽 市 企 画 財 政 課 長      〃 

鳥 羽 市 健 康 福 祉 課 長      〃 

鳥 羽 市 環 境 課 長      〃 

鳥 羽 市 税 務 課 長      〃 

鳥 羽 市 市 民 課 長      〃 

鳥 羽 市 農 水 商 工 課 長      〃 

鳥 羽 市 観 光 課 長      〃 

鳥 羽 市 建 設 課 長      〃 

鳥 羽 市 定 期 船 課 長      〃 

鳥 羽 市 水 道 課 長      〃 

鳥羽市教育委員会総務課長      〃 

鳥 羽 市 消 防 長      〃 

鳥 羽 市 議 会 事 務 局 長       〃 

 

鳥 羽 海 上 保 安 部 

三 重 県 警 察 官   ５項１号適用者 

志 摩 建 設 事 務 所 

鳥 羽 市 消 防 団 長   ５項３号適用者 

東海旅客鉄道株式会社   ５項４号適用（大震法２条７号） 

近畿日本鉄道株式会社      〃 

西日本電信電話株式会社      〃 

三 重 交 通 株 式 会 社      〃 

中 部 電 力 株 式 会 社      〃 

鳥羽市自治会連合会長 

鳥 羽 商 工 会 議 所    
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（様式第１号） 

災害配備要員数 

 

   年   月   日現在 

部 名            部 

 

部   名 

（所属名） 

事 務 職 員 技 術 職 員 そ 

の 

他 

計 
準備

体制 

警戒

体制 

非常

体制 男 女 計 男 女 計 

企画財政部 
           

総務部 
           

市民部 
           

税務部 
           

健康福祉部 
           

環境部 
           

農水商工部 
           

観光部 
           

建設部 
           

定期船部 
           

水道部 
           

教育部 
           

消防部 
           

議会部 
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（様式第２号） 

地 震 防 災 応 急 対 策 実 施 状 況 報 告 書 

報告日時  

機 関 名  

報 告 者  

 

避 

 

難 

 

状 

 

況 

① 

 

避

難

経

過 

危険事態、異常事態の発生状況  

 

 

 

措置事項等  

 

 

 

② 

避

難

の

完

了 

避難場所 
避難人数及び救護

を要する人数 
救護、保護等に必要な措置等 

   

   

   

   

地 

震 

防 

災 

 

応 

急 

対 

策 

③地震予知情報の伝達及び避難の

勧告 
 

④消防、水防その他応急措置  

⑤応急の救護を要すると認められ

る者の救護、保護 
 

⑥施設及び設備の整備及び点検  

⑦犯罪の予防、交通の規制その他 

 社会秩序の維持 
 

⑧緊急輸送の確保  

⑨食料、医薬品等の確保及び清掃、

防疫の実施に必要な体制の整備 
 

⑩その他災害の発生の防除又は軽

減を図るための措置 
 

備 考  
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（様式第３号） 

職 員 応 援 要 請 調 書 

 

総 務 部 長  様 

年  月  日 

部 長 

動 員 期 間  月   日 ～   月  日  （    日間） 

勤務（従事）場所 

 

作 業 内 容  

 

応 援 の 職 種  

 

男 

 

 

女 

 

 

別 

男     人 

女     人 

携 帯 品  

 

集合時間、場所  

 

その他の参考事項 
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７ 災害救助法の適用基準 

  市町村において、災害救助法が適用される災害の程度は、次の各号のいずれかに該当 

する場合である。 

 (1) 

市町村の区域内の人口 
住 家 が 
滅失した
世帯の数 

市町村の区域内の人口 
住 家 が 
滅失した
世帯の数 

 5,000人未満 ３０  50,000 人以上～100,000人未満 ８０ 

 5,000人以上～15,000人未満 ４０ 100,000  〃 ～300,000 〃 １００ 

15,000 〃  ～30,000 〃 ５０ 300,000 人以上 １５０ 

30,000 〃  ～50,000 〃 ６０   

 

 (2) 

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

1,000,000人未満 １，０００ 

1,000,000人以上～2,000,000人未満 １，５００ 

2,000,000 〃 ～3,000,000 〃 ２，０００ 

3,000,000人以上 ２，５００ 

 

市町村の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

5,000人未満 １５ 

5,000人以上～ 15,000人未満 ２０ 

 15,000 〃 ～  30,000 〃 ２５ 

 30,000 〃 ～  50,000 〃 ３０ 

        50,000 〃 ～ 100,000 〃 ４０ 

  100,000 〃 ～ 300,000 〃 ５０ 

300,000人以上 ７５ 

 

 (3) 多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じたとき 

※ 滅失世帯の算定にあたっては、住家が半壊し、又は半焼する等著しく損傷した世帯 

は２世帯をもって、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することが 

できない状態となった世帯は３世帯をもってそれぞれ住家が滅失した一の世帯とみな 

す。 

  

 

 

 

 

 

 

で、かつ 

のとき 
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８ 災害救助法の救助の程度と期間 

援助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

避難所の 

設置 

災害により現に

被害を受け、又は

受けるおそれの

ある者を収容す

る。 

（基本額） 

避難所設置費 

１人１日当たり 

310円以内 

（加算額） 

冬季別に定める額を加算 

高齢者等の要援護者等を

収容する「福祉避難所」を

設置した場合、当該地域に

おける通常の実費を支出

でき、上記を超える額を加

算できる。 

災害発生の日から

７日以内 

１ 費用は、避難所の

設置、維持及び管理 

のための賃金職員等

雇上費、消耗器材費、

建物等の使用謝金、

借上費又は購入費、

光熱水費並びに仮設

便所等の設置費を含

む。 

２ 避難にあたっての

輸送費は別途計上 

応急仮設住 

宅の供与 

住家が全壊、全焼

又は流失し、居住

する住家がない

者であって、自ら

の資力では住宅

を得ることがで

きない者 

１ 規格１戸当たり平均

29.7㎡（９坪）を基準とす

る。 

２ 限度額１戸当たり

2,530,000円以内 

３ 同一敷地内等に概ね 

50戸以上設置した場合は、

集会等に利用するための

施設を設置できる。（規模、

費用は別に定めるところ

による） 

災害発生の日から

20日以内着工 

１ 平均１戸当たり

29.7㎡、2,530,000 

円以内であればよ

い。 

２ 高齢者等の要援護

者等を数人以上収容

する「福祉仮設住宅」

を設置できる。 

３ 供与期間最高２年

以内 

４ 民間賃貸住宅の借

り上げによる設置も

対象とする。 

炊き出しそ 

の他による 

食品の給与 

１ 避難所に収

容された者 

２ 全半壊（焼）、

流出、床上浸水 

で炊事できな

い者 

１人１日当たり 

1,040 円以内 

災害発生の日から

７日以内 

食品給与のための

総経費を延給食日数

で除した金額が限度

額以内であればよい

（1食は1/3日） 

飲料水の 

供給 

現に飲料水を得

ることができな

い者 

（飲料水及び炊

事のための水で 

あること。） 

当該地域における通常の 

実費 

災害発生の日から

７日以内 

輸送費、人件費は

別途計上 
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援助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

被服、寝具そ

の他生活必

需品の給与

又は貸与 

全半壊（焼）、

流出、床上浸水等

により、生活上必

要な被服、寝具、

その他生活必需

品を喪失、又は毀

損し、直ちに日常

生活を営むこと

が困難な者 

１ 夏季（４月～９月）冬季

（10月～３月）の季別は災

害発生の日をもって決定

する。 

２ 下記の金額の範囲内 

災害の発生の日か

ら10日以内 

１ 備蓄物資の価格は

年度当初の評価額 

２ 現物給付に限る 

こと 

 

区  分 １ 人 

世帯 
2 人 

世帯 
3 人 

世帯 
4 人 

世帯 
5 人 

世帯 
６  人 以 上 １ 
人増すごとに加

算 

全壊全焼  

流失 

夏 17,800 22,900 33,700 40,400 51,200 7,500 

冬 29,400 38,100 53,100 62,100 78,100 10,700 

半壊半焼 

床上浸水 

夏 5,800 7,800 11,700 14,200 18,000 2,500 

冬 9,400 12,300 1,400 20,600 26,100 3,400 

医   療 医療の途を失った

者 

（応急的処置） 

１ 救護班…使用した薬剤、

治療材料、医療器具破損

等の実費 

２ 病院又は診療所…国民健

康保険診療報酬の額以内 

３ 施術者 

協定料金の額以内 

災害の発生の日

から14日以内 

患者等の移送費

は、別途計上 

助   産 災害発生の日以前

又は以後７日以内に

分べんした者であっ

て災害のため助産の

途を失った者（出産

のみならず、死産及

び流産を含み現に助

産を要する状態にあ

る者） 

 

１ 救護班等による場合は、

使用した衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合は、慣

行料金の100分の80以内の

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分べんした日か

ら７日以内 

妊婦等の移送費は、

別途計上 



 

28 

 

援助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

被災者の 

救助 

１ 現に生命、身体

が危険な状態にあ

る者 

２ 生死不明な状態

にある者 

当該地域における通常の実

費 

災害発生の日か

ら３日以内 

１ 期間内に生死が明

らかにならない場合

は、以後「死体の捜

索」として取り扱う。 

２ 輸送費、人件費は、

別途計上 

被災した 

住宅の応急 

修理 

１ 住宅が半壊（焼）

し、自らの 

資力により応急修

理をすることがで

きない者 

２ 大規模な補修を

行わなければ居住

することが困難で

ある程度に住家が

半壊（焼）した者 

居室、炊事場及び便所等日

常生活に必要最小限度の部分

１世帯当たり 

547,000 円以内 

災害発生の日か

ら 1ヵ月以内 

 

学用品の 

給与 

住宅の全壊（焼）

流失半壊（焼）又は

床上浸水により学用

品を喪失又は毀損

し、就学上支障のあ

る小学校児童、中学

校生徒及び高等学校

等生徒。 

１ 教科書及び教科書以外の

教材で教育委員会に届出又

はその承認を受けて使用し

ている教材、又は正規の授

業で使用している教材実費 

２ 文房具及び通学用品は、

１人当たり次の金額以内 

小学生児童4,100 円 

中学生生徒4,400 円 

高等学校等生徒4,800 円 

災害発生の日か

ら 

（教科書） 

１ヵ月以内 

（文房具及び通

学用品） 

15日以内 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は

個々の実情に応じて

支給する。 

埋葬 災害の際死亡した

者を対象にして実際

に埋葬を実施する者

に支給 

１ 体当たり 

大人（12歳以上） 

206,000 円以内 

小人（12歳未満） 

164,800 円以内 

 

 

 

 

 

災害発生の日か

ら10日以内 

災害発生の日以前に

死亡した者であっても

対象となる。 
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援助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

死体の捜索 行方不明の状態に

あり、かつ、四囲の

事情によりすでに死

亡していると推定さ

れる者 

当該地域における通常の実

費 

災害発生の日か

ら10日以内 

１ 輸送費、人件費は、

別途計上 

２ 災害発生後３日を

経過したものは一応

死亡した者と推定し

ている。 

死体の処理 災害の際死亡した

者について、死体に

関する処理（埋葬を

除く。）をする。 

（洗浄、消毒等） 

１体当り 3,400円以内 

一  既存建物借上費 

時  通常の実費 

保  既存建物以外 

存  １体当り 5,200円以内 

 

検 救護班以外は慣行料金 

案  

災害発生の日か

ら 10日以内 

１ 検案は原則として

救護班 

２ 輸送費、人件費は、

別途計上 

３ 死体の一時保存に

ドライアイスの購

入費等が必要な場

合は当該地域にお

ける通常の実費を

加算できる。 

障 害 物 の 

除去 

居室、炊事場、玄

関等に障害物が運び

こまれているため生

活に支障をきたして

いる場合で自力で除

去することのできな

い者 

１世帯当り 

133,900 円以内 

災害発生の日か

ら10日以内 

  

輸送費及び 

賃金職員等 

雇上費 

１ 被災者の避難 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 

６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整

理配分 

当該地域における通常の実

費 

救助の実施が認

められる期間以

内 
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援助の種類 範 囲 費用の限度額 期 間 備 考 

実費弁償 災害救助法施

行令第10条第１

号から第４号ま

でに規定する者 

災害救助法等第７条第１

項の規定により救助に関す

る業務に従事させた都道府

県知事の総括する都道府県

の常勤の職員で当該業務に

従事した者に相当するもの

の給与を考慮して定める。 

救助の実施が認

められる期間内 

時間外勤務手当及び

旅費は別途に定める額 

 

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、内閣総理大臣に協議し、

その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 
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９ 応急仮設住宅建設候補地一覧表 

◎ 組立ハウス ２ＤＫ ９型 （９坪タイプ） 

№ 町 地番 通称名 面積 高さ 所有者 棟 戸 備考 

1 神島町 13他 旧教員住宅跡地 270.00 ㎡ 30.0ｍ 市有地 1 棟 3 戸  

2 答志町 480他 旧答志小学校跡地 780.00 ㎡ 23.0ｍ 市有地 1 棟 6 戸  

3 答志町 980-1他 椿公園 2,170.00 ㎡ 19.0ｍ 市有地 4 棟 16 戸  

4 桃取町 284 ふれあい前広場 930.00 ㎡ 5.0ｍ 鳥羽市 3 棟 12 戸  

5 菅島町 300他 菅島小学校グランド 3,040.00 ㎡ 9.0ｍ 市有地 6 棟 30 戸  

6 坂手町 933他 旧坂手小学校グランド 2,670.00 ㎡ 27.0ｍ 市有地 4 棟 24 戸  

7 堅神町 805-3他 鳥羽小学校グランド 6,900.00 ㎡ 9.0ｍ 市有地 14 棟 76 戸  

8 池上町 14-9他 池上公園 3,560.00 ㎡ 19.0ｍ 市有地 12 棟 58 戸  

9 池上町 560-3 池上公民館広場 450.00 ㎡ 28.0ｍ 市有地 1 棟 4 戸  

10 池上町 1-1他 鳥羽商船第２体育館廻 2,800.00 ㎡ 15.0ｍ 鳥羽商船高専 6 棟 32 戸 
現 地 は

屋内町 

11 小浜町 97-1他 旧小浜小グランド 1,530.00 ㎡ 11.0ｍ 市有地 2 棟 12 戸  

12 一丁目 
20-63他 美台第一公園 230.00 ㎡ 23.0ｍ 市有地 

2 棟 9 戸 
 

20-98他 美台第二公園 800.00 ㎡ 20.0ｍ 市有地  

13 三丁目 1719-1他 
城山公園 中段 900.00 ㎡ 19.0ｍ 市有地 

3 棟 18 戸 
 

城山公園 上段 1,900.00 ㎡ 24.0ｍ 市有地  

14 三丁目 
1698-3他 旧鳥羽小学校グランド上 3,800.00 ㎡ 40.0ｍ 市有地 

7 棟 42 戸 
 

1634-1他 旧鳥羽小学校グランド下 1,400.00 ㎡ 32.0ｍ 市有地  

15 安楽島町 377 安楽島小学校グランド 5,500.00 ㎡ 15.0ｍ 市有地 8 棟 46 戸  

16 安楽島町 1451-19他 鳥羽東中学校グランド 16,800.00 ㎡ 36.0ｍ 市有地 35 棟 188 戸  

17 安楽島町   東中横開発駐車場 3,000.00 ㎡ 27.0ｍ 市有地 3 棟 18 戸  

18 幸丘   公園     市有地 2 棟 8 戸  

19 若杉町   警察官舎跡地     市有地 2 棟 8 戸  

20 岩倉町 106-6 加茂中学校 6,000.00 ㎡ 10.0ｍ 市有地 13 棟 68 戸  

21 岩倉町 433-6 旧隔離病舎跡地 900.00 ㎡ 6.0ｍ 市有地 2 棟 8 戸  

22 松尾町 304-75他 松尾工業団地 13,000.00 ㎡ 17.0ｍ 開発公社 25 棟 150 戸  

23 浦村町本浦 1763他 鏡浦小グランド 7,900.00 ㎡ 13.0ｍ 市有地 14 棟 80 戸  

24 石鏡町 338-38 旧石鏡保育所園庭 2,000.00 ㎡ 25.0ｍ 市有地 3 棟 14 戸  

25 国崎町 301他 旧国崎保育所跡地 750.00 ㎡ 25.0ｍ 市有地 2 棟 10 戸  

26 相差町 1910 長岡中学校グランド 3,700.00 ㎡ 9.0ｍ 市有地 8 棟 40 戸  

27 千賀町 85-2 旧旭分校跡地 750.00 ㎡ 28.0ｍ 市有地 2 棟 8 戸  

合 計 185 棟 988 戸  
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１０ 水防（消防団）の組織及び管轄地域一覧表 

 

分  団  名 部数 定員 水 防 地 域 電話番号 連 絡 先 

団本部 ０ １１ 市内一円 25－7012 研修センター 

 

鳥羽分団 

 

２ 

 

３０ 

鳥羽 1 丁目～5 丁

目 

堅神、池上、屋内、 

小浜 

25－7012 

25－5938 

研修センター 

旧 2部格納庫 

加茂分団 第 1部  

 

 

６ 

 

 

 

１０７ 

松尾 26－4299 格納庫 

第 2部 岩倉 25－2774 格納庫 

第 3部 河内 25－5098 格納庫 

第 4部 船津、幸丘、若杉 25－6879 格納庫 

第 5部 
安楽島、高丘 

大明西、大明東 
25－7509 格納庫 

第 6部 白木 25－6107 格納庫 

長岡分団 第 1部  

 

５ 

 

 

１０３ 

相差 33－7099 漁協相差支所 

第 2部 国崎 33－7269 格納庫 

第 3部 畔蛸 33－6010 格納庫 

第 4部 千賀 33－6073 旧漁協千賀支

所 

第 5部 堅子 33－7474 格納庫 

鏡浦分団 第 1部  

３ 

 

５５ 

今浦 32－5935 格納庫 

第 2部 本浦 32－5758 格納庫 

第 3部 石鏡 32－5971 格納庫 

答志分団 ４ ６０ 
答志 37－2868 格納庫 

和具 37－2870 格納庫 

桃取分団  ３ ３６ 桃取 37－3421 格納庫 

菅島分団  ３ ６０ 菅島 34－2016 格納庫 

神島分団  ４ ４３ 神島 38－2336 格納庫 

坂手分団  ２ ２１ 坂手 26－4091 格納庫 

    計 ３２ ５１０    
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１１ 危険物取扱施設一覧表 

【屋内貯蔵所】  

番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

1 株式会社アワヘイ 鳥羽市堅神町 1018－3 

 鳥羽海上保安部  

（鳥羽運輸総合庁舎） 

第 2,3,4石油類(10.1Kl) 
鳥羽市鳥羽一丁目 2383－28 

3 第 1,2,3,4石油類(7.45Kl) 

4 鳥羽ドック株式会社 鳥羽市安楽島町 1075－57 

 
奥 田 商 店 

第 2,3,4石油類(4.2Kl) 
鳥羽市浦村町 416－20 

6 第 2石油類(8.0Kl) 

7 シンフォニアテクノロジー 

伊勢製作所（鳥羽工場） 

第 1～4・アルコール類(7.9Kl) 
鳥羽市鳥羽一丁目 19－1 

8 第 1,2,3,4石油類(4.918Kl) 

9 鳥羽磯部漁業協同組合 (浦村支所） 鳥羽市浦村町 1237-2 

10 鳥羽磯部漁業協同組合（菅島支所） 鳥羽市菅島町 305 

11 政吉屋商店 鳥羽市坂手町 369-1 

12 株式会社ホーペック 鳥羽市松尾町 1002-1 

 

【屋内タンク貯蔵所】 ※印は休止施設 

番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

1 鳥羽市民文化会館 鳥羽市鳥羽三丁目 8-3 

※2 有限会社杉原水産（ラ･コスタリカ） 鳥羽市浦村町 147 

3 鳥羽市岩倉水源地 鳥羽市岩倉町 217 

4 鳥羽磯部漁業協同組合（坂手支所） 鳥羽市坂手町 82-1 

5 料理の宿 銀鱗 鳥羽市浦村町 1208-5 

6 鳥羽磯部漁業協同組合（答志支所） 鳥羽市答志町 241-1 

※7 鳥羽磯部漁業協同組合（相差支所） 鳥羽市相差町漁港内 

8 鳥羽磯部漁業協同組合（相差支所） 鳥羽市相差町漁港内 

9 

丸 武 石 油 

第 2石油類(6.804Kl) 

鳥羽市答志町 241-1 
10 第 3石油類(5.175Kl) 

 

2 

5 
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【屋外タンク貯蔵所】  ※印は休止施設 

番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

1 

有限会社 猪 島 

第 2石油類(2.2Kl) 

鳥羽市浦村町 1183-4 

2 第 3石油類(2.1Kl) 

3 上野観光株式会社（鳥羽グランドホテル） 鳥羽市小浜町 239-9 

4 有限会社鳥羽小浜荘（鳥羽小浜荘） 鳥羽市小浜町 288 

5 料亭旅館 海 楽 園 鳥羽市小浜町 299-40 

6 株式会社アワヘイ(幸積丸) 鳥羽市安楽島町 1222-15 

7 

株式会社アワヘイ 

第 2石油類(198.0Kl) 

鳥羽市安楽島町 1130 

8 第 2石油類(110.0Kl) 

9 第 3石油類(198.0Kl) 

10 第 3石油類(198.0Kl) 

11 鳥羽磯部漁業協同組合（桃取町支所） 鳥羽市桃取町 221地先 

12 
シンフォニア商事株式会社 

（シンフォニアテクノロジー株式会社伊勢製作所鳥羽工場） 
鳥羽市鳥羽一丁目 19-1 

※13  ＪＲグループ健康保険組合（鳥羽浦荘） 鳥羽市安楽島町 1075-16 

14 

株式会社柴山芳之助商店 

(№1  軽油  30Kl) 

鳥羽市安楽島町 1092 

15 (№5  軽油  35Kl) 

16 (№8  軽油  35Kl) 

17 (№10 重油 198Kl) 

18 (№11 灯油 145Kl) 

19 (№7  軽油  35Kl) 

20 株式会社鶴田石材（菅島工場） 鳥羽市菅島町 429-1 

※21 

鳥羽石油株式会社 

(灯油  50Kl) 

鳥羽市安楽島町 1412-1 

※22 (軽油  50Kl) 

23 (軽油 180Kl) 

鳥羽市安楽島町 1091・1093 

24 (灯油 130Kl) 

25 (重油 200Kl) 鳥羽市安楽島町 1091  
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番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

26 鳥羽シーサイドホテル株式会社（鳥羽シーサイドホテル） 鳥羽市安楽島町 1084 

27 鳥羽磯部漁業協同組合（菅島支所） 鳥羽市菅島町 305 

28 株式会社ホーペック 鳥羽市松尾町 1002-1 

29 一般財団法人鳥羽市開発公社（カキ殻粉砕工場） 鳥羽市浦村町春尻 826 

30 湯快リゾート株式会社（リゾートホテル鳥羽彩朝楽） 鳥羽市小浜町 610-1 

31 

上 村 石 油 

(灯油 20Kl) 

鳥羽市相差町 1127-1 

32 (重油 20Kl) 

33 相差石油（畔蛸給油所） 鳥羽市畔蛸町 78 

34 有限会社まるに 鳥羽市石鏡町 1709-9 

※35 有限会社美しま（ニュー美しま） 鳥羽市坂手町 1069 

36 鳥羽磯部漁業協同組合（答志支所） 鳥羽市答志町 241-1 

37 丸 武 石 油 鳥羽市答志町 241 

38 

鳥羽磯部漁業協同組合（和具浦支所） 

(重油 10Kl) 

鳥羽市答志町 895-3 

39 (軽油 50Kl) 

40 

鳥羽磯部漁業協同組合（菅島支所） 

(重油 29Kl) 

鳥羽市菅島町 305 

41 (軽油 50Kl) 

42 有限会社新八屋（新八屋） 鳥羽市石鏡町 338-1 

43 

株式会社慶泉（五感の宿慶泉） 

(重油 20Kl) 

鳥羽市国崎町 740 

44 (軽油 20Kl) 

45 

有限会社城山石油 

(重油 30Kl) 

鳥羽市浦村町 1826-40他 

46 (軽油 19Kl) 

47 有限会社新屋（ホテル芭新萃） 鳥羽市浦村町 1850-33 

48 有限会社ホテル浦島（サン浦島） 鳥羽市浦村町 1254 

49 

鳥羽石油株式会社(配送センター) 

(重油 50Kl) 

鳥羽市鳥羽四丁目 2388-18 

50 (軽・灯油 60Kl) 
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番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

51 伊勢志摩リゾートマネージメント株式会社（鳥羽国際ホテル） 鳥羽市鳥羽一丁目 23-1 

52 鳥羽磯部漁業協同組合（本所） 鳥羽市答志町舟越漁港 

53 鳥羽磯部漁業協同組合（菅島支所） 鳥羽市菅島町 307-16 

54 鳥羽磯部漁業協同組合（国崎支所） 鳥羽市国崎町 410－1 

 

【地下タンク貯蔵所】  ※印は休止施設  

番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

※1 旧鳥羽警察署 鳥羽市船津町 273 

※2 シンフォニアテクニロジー株式会社伊勢製作所（鳥羽寮）  鳥羽市池上町 23-5 

3 ダイヤ燃商株式会社 鳥羽市鳥羽一丁目 65-5 

4   鳥羽海上保安部（鳥羽運輸総合庁舎） 鳥羽市鳥羽一丁目 2383-28 

5    有限会社扇芳閣（扇芳閣） 鳥羽市鳥羽二丁目 660 

6 株式会社胡蝶蘭(胡蝶蘭） 鳥羽市小浜町 237-1 

7 国家公務員共済組合連合会鳥羽保養所（いそぶえ荘） 鳥羽市安楽島町 1075 

8 鳥羽志勢広域連合（鳥羽志勢クリーンセンター） 鳥羽市白木町 247-10 

9 ＴＳＣホリスティック株式会社 

(タラサ志摩ホテル＆リゾート) 

(重油 10Kl) 

鳥羽市浦村町白浜 1826－1 
10 (軽油 15Kl) 

11 株式会社戸田家（戸田家） 鳥羽市鳥羽一丁目 24-26 

12 西日本電信電話株式会社（ＮＴＴ鳥羽ビル） 鳥羽市鳥羽三丁目 7-7 

13 伊勢湾フェリー株式会社（鳥羽営業所） 鳥羽市鳥羽三丁目 1484-111 

14 株式会社志摩ビーチホテル（志摩ビーチホテル） 鳥羽市相差町 1522-40 

15 ㈱鳥羽ショッピングプラザ（鳥羽ショッピングプラザ） 鳥羽市大明西町 1-1 

16 伊勢米穀企業組合（鳥羽営業所） 鳥羽市大明東町 19-1 

17 鳥羽シーサイドホテル株式会社（鳥羽シーサイドホテル） 鳥羽市安楽島町 1084 

※18 鳥羽船員保険保養所 （マリンパール鳥羽） 鳥羽市安楽島町 1200-31 

19 かんぽの宿鳥羽 鳥羽市安楽島町 1200-7 

20 藤田グリーンサービス㈱（ウィスタリアンライフクラブ鳥羽） 鳥羽市安楽島町 1045-17 

21 ホンダ健康保険組合鈴鹿支部（健康増進センター鳥羽荘） 鳥羽市安楽島町 1045-45 
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番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

22 池の浦観光ホテル株式会社（ＤＯＭＩＮＧＯ） 鳥羽市安楽島町 1061-14 

※23 森ビル観光株式会社（ホテルラフォーレ鳥羽）   鳥羽市安楽島町 1075-10 

24 住友電装株式会社（鳥羽研修センター） 鳥羽市安楽島町 1075-9 

※25 シャープ健康保険組合（鳥羽保養所） 鳥羽市安楽島町 607-92 

26  鳥羽ビューホテル有限会社（鳥羽ビューホテル花真珠） 鳥羽市安楽島町 1075-98 

※27 出光興産株式会社愛知製油所 保養所 鳥羽市安楽島町 1075-71 

※28 鳥羽ロイヤルホテル有限会社（鳥羽ロイヤルホテル） 鳥羽市安楽島町 1075-73 

29 リゾートトラスト株式会社（エクシブ鳥羽アネックス） 鳥羽市安楽島町 169-2 

30 リゾートトラスト株式会社（エクシブ鳥羽） 鳥羽市安楽島町 212-2 

31 鳥羽市汚水処理場 鳥羽市松尾町 1240-3 

32 有限会社秀丸（ホテル秀丸） 鳥羽市石鏡町 392 

33 株式会社石鏡第一ホテル(石鏡第一ホテル） 鳥羽市石鏡町 338-5 

34  有限会社豊浜（リゾートホテル豊浜） 鳥羽市相差町 1471 

35 
株式会社鳥羽水族館（鳥羽水族館） 

(重油 20Kl) 
鳥羽市鳥羽三丁目 1484-112 

36  (重油 20Kl) 

37 株式会社サン浦島（サン浦島） 鳥羽市浦村町 1215-5 

38  鳥羽磯部漁業協同組合（神島支所） 鳥羽市神島町 

39  リゾートトラスト株式会社（エクシブ鳥羽テルメゾン） 鳥羽市安楽島町 169-2 

40 社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会(ひだまり) 鳥羽市大明東町 2090－416 

41 鳥羽警察署 鳥羽市松尾町 74-4 

42 株式会社アワヘイ 鳥羽市安楽島町 1140－1 

43 リゾートトラスト株式会社（エクシブ鳥羽別邸） 鳥羽市安楽島町字ニエ 212－1他 

 

【移動タンク貯蔵所】 

番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

1 

株式会社アワヘイ（配送センター） 

第 1,2,3石油類 

鳥羽市安楽島町 1140－1 
2 第 3石油類 

3 有限会社猪島 第 2石油類 鳥羽市浦村町 1559－9 
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番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

4 株式会社柴山芳之助商店 第 2,3石油類 鳥羽市鳥羽四丁目 1034-22 

5 鳥羽石油株式会社（配送センター） 第 2石油類 鳥羽市鳥羽四丁目 2388-18 

6 鳥羽石油株式会社 第 2石油類 鳥羽市安楽島町 1412-1 

7 鳥羽石油株式会社（配送センター） 第 2石油類 鳥羽市鳥羽四丁目 2388-18 

8 鳥羽石油株式会社 第 2,3石油類 鳥羽市安楽島町 1412-1 

9 丸 武 石 油 第 2石油類 鳥羽市答志町 1427 

10 

株式会社柴山芳之助商店 

第 2,3石油類 

鳥羽市鳥羽四丁目 1034-22 
11 第 2,3石油類 

12 上  村  石  油 第 2,3石油類 鳥羽市相差町 1127-1 

13 奥  田  商  店 第 2石油類 鳥羽市浦村町 414-20 

14 
有限会社城山石油 

第 2石油類 
鳥羽市浦村町 1826-40 

15 第 3石油類 

16 有限会社まるに 第 2石油類 鳥羽市浦村町字大吉 1707-9 

17 
株式会社アワヘイ（配送センター） 

第 2石油類 
鳥羽市安楽島町 1140-1 

18 第 2石油類 

19 丸  武 石 油 第 2石油類 鳥羽市答志町 1427 

20 有限会社 朝雲館 第 2,3石油類 鳥羽市小浜町小井筒 286-4 

 

【簡易タンク貯蔵所】  

番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

1 鳥羽磯部漁業協同組合（小浜支所） 鳥羽市小浜町 647-25 

2 鳥羽磯部漁業協同組合（菅島支所） 鳥羽市菅島町 305 

3 鳥羽磯部漁業協同組合（坂手支所） 鳥羽市坂手町 82-1 

 

【給油取扱所】  

番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

1 株式会社アワヘイ（アルファステーション堅神給油所） 鳥羽市堅神町 1018-3 

2 有限会社浜口石油 鳥羽市堅神町 712-1 
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番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

3 
シンフォニア商事株式会社 

（シンフォニアテクノロジー株式会社伊勢製作所鳥羽工場） 
鳥羽市鳥羽一丁目 19-1 

4 三重交通商事株式会社（鳥羽給油所） 鳥羽市鳥羽一丁目 2383-21 

5 株式会社アワヘイ（本社鳥羽給油所） 鳥羽市鳥羽三丁目 32-12 

6 鳥羽石油株式会社（鳥羽給油所） 鳥羽市鳥羽四丁目 1-3 

7 株式会社柴山芳之助商店（鳥羽海岸通給油所） 鳥羽市鳥羽四丁目 14-7 

8 鳥羽石油株式会社（エクスプレス鳥羽給油所） 鳥羽市安楽島町 1412-1 

9 伊藤忠エネクス株式会社（辻村石油店） 鳥羽市船津町 510-2 

※10 株式会社慶泉（五感の宿慶泉） 鳥羽市国崎町 740 

11 石川商工株式会社(鳥羽生コン工場) 鳥羽市松尾町 998-1 

12 相差石油（畔蛸給油所） 鳥羽市畔蛸町 78 

13 長岡屋石油 鳥羽市畔蛸町 68 

14 有限会社ナカヤマ石油（相差中央給油所) 鳥羽市相差町 1030-2 

15 上 村 石 油  鳥羽市相差町 1127-4 

16 有限会社猪 島 鳥羽市浦村町 1482 

17 有限会社城山石油 鳥羽市浦村町 1826-40 

18 鶴田石材株式会社（菅島工場） 鳥羽市菅島町 429-1 

 

【船舶給油取扱所】  

番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

1 鳥羽磯部漁業協同組合（小浜支所） 鳥羽市小浜町 647-25 

2 三重交通商事株式会社（志摩マリンレジャー） 鳥羽市鳥羽一丁目 2383-4 

3 伊勢湾フェリー株式会社（鳥羽営業所） 鳥羽市鳥羽三丁目 1484-111 

4 鳥羽磯部漁業協同組合（浦村支所） 鳥羽市浦村町 1237-2 

5 鳥羽磯部漁業協同組合（相差支所） 鳥羽市相差町漁港敷地内 

6 鳥羽磯部漁業協同組合（国崎支所） 鳥羽市国崎町 410 

7 鳥羽磯部漁業協同組合（坂手支所） 鳥羽市坂手町 82-1 

8 鳥羽磯部漁業協同組合（桃取町支所） 鳥羽市桃取町 221地先 
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番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

9 鳥羽磯部漁業協同組合（菅島支所） 鳥羽市菅島町 305 

10 鳥羽磯部漁業協同組合（和具浦支所） 鳥羽市答志町 895-3 

11 鳥羽磯部漁業協同組合（答志支所） 鳥羽市答志町大答志 

12 鳥羽磯部漁業協同組合（答志支所） 鳥羽市答志町 241-1 

13 丸 武 石 油 鳥羽市答志町 241 

14 鳥羽磯部漁業協同組合（神島支所） 鳥羽市神島町 602-28 

15 株式会社ユニマットプレシャス（鳥羽マリーナ） 鳥羽市千賀町字釜ヶ谷 58 

 

【一般取扱所】  

番 号 事    業   所   名 設 置 場 所 

1 株式会社柴山芳之助商店 鳥羽市安楽島町 1092 

2 ダイヤ燃商株式会社 鳥羽市鳥羽一丁目 65-5 

3 株式会社柴山芳之助商店 鳥羽市鳥羽三丁目 1479-2 

4 株式会社アワヘイ 鳥羽市安楽島町 1139 

5 株式会社アワヘイ（配送センター） 鳥羽市安楽島町 1129 

6 鳥羽石油株式会社 鳥羽市安楽島町 1091・1093 

※7 鳥羽石油株式会社 鳥羽市安楽島町 1412-1 

8 伊勢米穀企業組合（鳥羽営業所） 鳥羽市大明東町 19-1 

9 奥 田 商 店 鳥羽市浦村町 416-23 

10 上 村 石 油 鳥羽市相差町 1127-1 

11 丸 武 石 油 鳥羽市答志町 241 

12 鳥羽志勢広域連合（鳥羽志勢クリーンセンター） 鳥羽市白木町 247-10 

13 鳥羽磯部漁業協同組合（和具浦支所） 鳥羽市答志町 892-1 

14 株式会社アワヘイ（幸積丸） 鳥羽市安楽島町 1222-15 

15 株式会社鳥羽水族館（鳥羽水族館） 鳥羽市鳥羽三丁目 1484-112・119 

16 鳥羽磯部漁業協同組合（神島支所） 鳥羽市神島町地先 

17 有限会社城山石油 鳥羽市浦村町 1826—40 

18 株式会社コメリ（鳥羽店） 鳥羽市安楽島町 1433-2 
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番 号 事    業   所   名 設 置 場 所 

19 鳥羽石油株式会社（配送センター） 鳥羽市鳥羽四丁目 2388-18 

20 鳥羽磯部漁業協同組合（答志支所） 鳥羽市答志町 241-1 

  

【高圧ガス（LP ガス）販売所】  

番 号 事  業  所  名 設 置 場 所 

1 株式会社アワヘイ 鳥羽市堅神町 1018－3 

2 池 田 商 店(竹葉屋) 鳥羽市坂手町 195 

3 伊勢米穀企業組合（鳥羽営業所） 鳥羽市大明東町 19－1 

4 奥 田 商 店 鳥羽市浦村町 416－24 

5 杉原プロパン 鳥羽市浦村町 1333 

6 有限会社すきや 鳥羽市鳥羽一丁目 3－13 

7 田  畑  商  店 鳥羽市相差町 647 

8 鳥羽磯部漁業協同組合 鳥羽市鳥羽四丁目 2360－16 

9 鳥羽石油株式会社 鳥羽市鳥羽四丁目 1－3 

10 鳥羽石油株式会社(神島販売所) 鳥羽市神島町 608 

11 有限会社中村松兵衛商店 鳥羽市鳥羽三丁目 31－26 

12 中 由 商 店 鳥羽市答志町 228－2 

13 浜 口 商 店 鳥羽市答志町 186－4 

14 はりまや商店 鳥羽市鳥羽三丁目 28－16 

15 福  寿  丸 鳥羽市桃取町向地 531-１ 

16 政吉屋商店 鳥羽市坂手町 138 

17 ○一丸一商店 鳥羽市相差町 1070-1 

18 有限会社まるに 鳥羽市石鏡町 317 

19 山 本 商 店 鳥羽市答志町 1112-1 

20 白髭商店（長岡ガス配送センター） 鳥羽市相差町 2010-6 

21 名古屋プロパン瓦斯株式会社（鳥羽営業所） 鳥羽市船津町小石代 1217 
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１２ 防災上注意すべき自然的社会的条件（三重県地域防災計画より抜粋） 

  

(1) 山崩れ・がけ崩れ注意箇所 

１－１ 山腹崩壊危険地区 

危険地区

番号 
位 置 

予
想
さ
れ
る 

 
 

災 

害 

名 

面積 

（ha） 

 

公 共 施 設 等 

市

町 

地

区 
大字 字 

５０
戸
以
上 

人 
 

家 

４９
～
１０
戸 

9
～
5
戸 

4
戸
以
下 

（
道
路
除
く
） 

公
共
施
設 

道 
 

路 

211 １ 桃取町 中ノ谷 山腹崩壊 2     1  

〃 ２ 〃 小 浜 〃 1  25    市 

〃 ３ 〃 宮 谷 〃 1 50     市 

〃 ４ 〃 〃 〃 1  25    市 

〃 ５ 〃 高 地 〃 2 60     県・市 

〃 ６ 答志町 和 具 〃 1  25    市 

〃 ７ 〃 〃 〃 1 50     市 

〃 ８ 菅島町 トウマ 〃 2  30    市 

〃 ９ 〃 雉子ヶ谷 〃 2 50     市 

〃 10 小浜町 堂ノ上 〃 7 150     市 

〃 11 〃 広 畑 〃 1  30    市 

〃 12 〃 新吾谷 〃 1  21    市 

〃 13 鳥羽四丁目 樋の谷狐塚 〃 4 125     市 

〃 14 鳥羽二丁目 八軒屋ノ上 〃 1  16    市 

〃 15 〃 宮ノ谷 〃 6 80     市 

〃 16 浦村町 村 内 〃 2 80    1 市 

〃 17 坂手町 白 石 〃 1  30   2 市 

〃 18 答志町 亜須浜 〃 3 50     市 

〃 19 〃 西 湖 〃 2 85     市 

〃 20 〃 寺 浜 〃 1  15    市 

〃 21 鳥羽三丁目  〃 1  40    市 

〃 22 船津町 下 場 〃 1  12    市 

〃 23 河内町 杉ヶ瀬 〃 6  30    国・市 

〃 24 〃 寺街道 〃 2  30    市 

〃 25 菅島町 中村谷 〃 1  10    市 

〃 26 池上町  〃 1  20   1 市 
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危険地区

番号 
位 置 

予
想
さ
れ
る 

 
 

災 

害 

名 

面積 

（ha） 

 

公 共 施 設 等 

市

町 

地

区 
大字 字 

５０
戸
以
上 

人 
 

家 

４９
～
１０
戸 

9
～
5
戸 

4
戸
以
下 

（
道
路
除
く
） 

公
共
施
設 

道 
 

路 

211 27 〃  〃 1  20   2 市 

〃 28 安楽島町 安久志 〃 1  10    市 

〃 29 〃  〃 1  20    市 

〃 30 松尾町 南 〃 1  30    市 

〃 31 石鏡町  〃 1  10   1 市 

〃 32 答志町 城 山 〃 1  11    市 

〃 33 安楽島町 寺 山 〃 1  25   2 市 

〃 34 答志町 八幡山 〃 1   6  1 市 

〃 35 菅島町 中 山 〃 1   5   市 

〃 36 本浦町 村 内 〃 2 100     市 

〃 37 安楽島町 大 潟 〃 4  35    市 

〃 38 〃 焼 立 〃 1  27    市 

〃 39 河内町 辰ノ口 〃 1    3  市 

〃 40 神島町 中ノ山 〃 1  38     

〃 41 二丁目 八軒屋の上 〃 1  10     

〃 42 菅島町 城 山 〃 1     1 市 

〃 43 神島町 棒 瀬 〃 1     1  

〃 44 答志町 殿 山 〃 1    4  市 

〃 45 桃取町 清水谷 〃 1    2  県 

〃 46 答志町和具 築 上 〃 1  12    市 

〃 47 四丁目 藤之郷 〃 2  10     

〃 48 浦村町 向井 〃 1   7    
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１－２ 崩壊土砂流出危険地区 

危険地区

番号 
位 置 

予
想
さ
れ
る 

災 

害 

名 

面積 

（ha） 

 

公 共 施 設 等 

市

町 

地

区 
大字 字 

５０
戸
以
上 

人 
 

家 

４９
～
１０
戸 

9
～
5
戸 

4
戸
以
下 

（
道
路
除
く
） 

公
共
施
設 

道 
 

路 

211 １ 菅島町 ﾈﾑﾗﾀﾞﾆ 土砂流出 0.3  30    市 

〃 ２ 〃 オダニ 〃 0.3  15     

 

(2) 砂防指定地内の渓流 

 水系名 渓流名 字名 

４５８ 加茂川 寺谷川 船津 

４５９ 加茂川 ちょろん谷 船津 

４６０ 加茂川 奥河内 奥河内 

４６１ 加茂川 落口川北 船津町 

４６２  九作谷 坂手町 

４６３  寺ノ上 坂手町 

４６４  細谷 桃取町 

４６５  樋の山西 鳥羽４丁目 

４６６  樋の山東 鳥羽町 

４６７  奥谷南 鳥羽町 

４６８  奥谷中 鳥羽町 

４６９  奥谷北 鳥羽４丁目 

４７０  洞院谷 鳥羽２丁目 

４７１  裏萩山東 鳥羽町 

４７２  裏萩山西 鳥羽町 

４７３  長平谷 桃取町 

４７４  大答志 向地 
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(3) 急傾斜地崩壊危険箇所 

３－１ 自然がけ 

箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 
人家戸

数（戸） 

公共

施設 大字 小字 
傾 斜 度

（度） 

延 長

（ｍ） 

高 さ

（ｍ） 

1101700 神島１   50 490 20 74 有り 

1101701 神島２   50 150 20 12 有り 

1101702 神島３   50 170 20 18 有り 

1101703 答志１   40 140 10 0 有り 

1101704 答志３   60 130 10 15 有り 

1101705 答志４   50 310 10 39 有り 

1101706 答志５   50 150 10 10 有り 

1101707 答志６   60 500 10 54 有り 

1101708 答志７   50 180 30 13 有り 

1101709 答志８   55 100 20 29 有り 

1101710 答志９   60 170 15 8 有り 

1101711 和具１   60 390 20 42 有り 

1101712 和具２   50 150 10 19 有り 

1101713 和具３   40 270 10 5  

1101714 和具４   60 80 8 7  

1101715 和具５   60 70 10 0  

1101716 桃取１   50 150 10 0  

1101717 桃取２   45 220 10 6 有り 

1101718 桃取３   45 520 20 45 有り 

1101719 桃取４   50 520 20 61 有り 

1101721 桃取６   52 160 10 14 有り 

1101722 桃取７   50 180 10 18 有り 

1101723 桃取８   40 240 25 29 有り 

1101724 桃取９   45 320 15 39 有り 

1101725 桃取１０   50 40 10 0 有り 

1101726 菅島１   60 530 20 81 有り 

1101727 菅島２   50 270 30 46 有り 

1101728 菅島３   50 320 20 54 有り 

1101729 菅島４   60 680 20 96 有り 

1101730 菅島５  50 150 20 15 有り 
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箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 
人家戸

数（戸） 

公共

施設 大字 小字 
傾 斜 度

（度） 

延 長

（ｍ） 

高 さ

（ｍ） 

1101731 菅島６   50 120 30 17 有り 

1101732 坂手１   60 70 30 35  

1101733 坂手２   50 510 25 121 有り 

1101734 坂手３   45 240 20 71 有り 

1101735 坂手４   50 370 15 18 有り 

1101736 小浜１   55 340 20 46 有り 

1101737 小浜１１   50 50 30 4 有り 

1101738 小浜２   40 100 20 10 有り 

1101739 小浜３   60 270 10 28 有り 

1101740 小浜４   55 760 15 48 有り 

1101741 小浜５   40 220 20 21 有り 

1101742 小浜６   40 200 20 27 有り 

1101743 小浜７   40 190 20 15 有り 

1101744 小浜８   50 290 15 11 有り 

1101745 小浜９   55 110 10 5 有り 

1101746 小浜１０   50 230 15 44  

1101747 池上１   35 780 50 136 有り 

1101748 池上２   60 180 20 35 有り 

1101749 池上３   35 550 50 111 有り 

1101750 鳥羽二１   50 360 15 17 有り 

1101751 鳥羽二２   50 230 15 27  

1101752 鳥羽二３   50 780 30 108 有り 

1101753 鳥羽二４   45 400 55 58 有り 

1101754 鳥羽二５   40 460 20 42 有り 

1101755 鳥羽二６   40 80 20 9 有り 

1101756 鳥羽二７   40 500 20 39 有り 

1101757 鳥羽二８   30 120 10 11 有り 

1101758 鳥羽二９   50 90 15 25  

1101759 鳥羽三１   40 200 20 12 有り 

1101760 鳥羽三２   40 250 20 40 有り 

1101761 鳥羽三３   40 500 20 111 有り 

1101763 鳥羽四２   40 380 20 46 有り 

 



 

47 

 

箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 
人家戸

数（戸） 

公共

施設 大字 小字 
傾 斜 度

（度） 

延 長

（ｍ） 

高 さ

（ｍ） 

1101764 鳥羽四３   40 570 20 62 有り 

1101765 鳥羽四５   40 100 10 10 有り 

1101766 鳥羽四６   40 230 20 14 有り 

1101767 鳥羽五１   45 400 15 13 有り 

1101768 鳥羽五２   60 140 10 13 有り 

1101769 鳥羽五３   50 140 15 6 有り 

1101770 鳥羽五４   45 200 20 14 有り 

1101771 安楽島１   55 120 15 12 有り 

1101772 安楽島２   60 380 15 19 有り 

1101774 安楽島４   60 400 40 24 有り 

1101775 安楽島５   50 210 10 5  

1101776 安楽島６   40 150 10 7 有り 

1101777 安楽島７   40 210 10 8  

1101778 船津１   55 120 17 15 有り 

1101779 船津２   50 70 18 5 有り 

1101780 河内１   55 360 20 16 有り 

1101781 河内２   50 530 20 26 有り 

1101782 河内３   55 160 15 8  

1101783 河内４   50 440 25 16 有り 

1101784 河内５   50 150 25 6 有り 

1101785 岩倉１   50 420 10 22 有り 

1101786 岩倉２   70 380 15 17 有り 

1101787 松尾１   45 120 5 6 有り 

1101788 松尾２   40 180 20 17 有り 

1101789 松尾３   50 130 20 7 有り 

1101790 松尾４   70 150 15 9 有り 

1101791 松尾５  川合 40 360 20 24 有り 

1101792 白木１   35 180 17 10 有り 

1101793 白木２   40 160 17 10 有り 

1101794 今浦１  今浦 45 330 20 23 有り 

1101796 今浦３  今浦 45 210 20 21 有り 

1101797 今浦４  今浦 45 100 15 8  

 



 

48 

 

箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 
人家戸

数（戸） 

公共

施設 大字 小字 
傾 斜 度

（度） 

延 長

（ｍ） 

高 さ

（ｍ） 

1101798 本浦１  本浦 45 320 20 33 有り 

1101799 本浦２  本浦 45 330 28 23 有り 

1101800 本浦３  本浦 45 330 30 17 有り 

1101801 石鏡１   45 130 28 12 有り 

1101802 石鏡２   45 300 28 70 有り 

1101803 石鏡３   45 130 30 34 有り 

1101804 石鏡４   45 140 35 24 有り 

1101805 石鏡５   45 180 35 38 有り 

1101806 石鏡６   47 90 22 5 有り 

1101807 石鏡７   47 80 22 13  

1101808 国崎１   45 150 15 10 有り 

1101809 国崎２   55 90 20 6 有り 

1101810 国崎３   55 110 20 14 有り 

1101811 相差１   40 350 7 14 有り 

1101813 千賀１   45 440 20 21 有り 

1101814 堅子１   50 350 15 29 有り 

1101815 堅子２   55 160 20 24 有り 

1102362 神島   70 50 8 9 有り 

1102363 小浜   55 85 18 9 有り 

1102364 小浜   60 75 15 5 有り 

1102365 三丁目   50 50 8 8 有り 

1102366 船津   30 100 15 9 有り 

1102367 石鏡   50 150 6 16  

1102368 坂手   30 110 10 35  

1103387 神島１   50 160 60 0  

1103388 答志１   45 110 70 0  

1103389 答志２   40 260 80 0 有り 

1103390 答志３   45 110 30 7 有り 

1103391 浦村１  今浦 80 160 20 7 有り 

1103392 鳥羽一丁目１   70 180 10 1 有り 

1103393 鳥羽一丁目２   80 330 27 20 有り 

1103394 鳥羽一丁目３   70 320 32 22 有り 
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箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 
人家戸

数（戸） 

公共

施設 大字 小字 
傾 斜 度

（度） 

延 長

（ｍ） 

高 さ

（ｍ） 

1103395 菅島１   40 80 20 0 有り 

1103396 菅島２  上福浦 40 70 40 0  

1103397 浦村２  本浦 45 200 16 4 有り 

1103398 堅神１   70 160 30 5 有り 

1103399 堅神２   60 220 32 8 有り 

1103400 堅神３   60 340 28 6 有り 

1103401 池上１   70 360 20 0  

1103402 鳥羽二丁目１   60 220 32 0 有り 

1103403 鳥羽二丁目２   70 310 40 2 有り 

1103404 安楽島１   70 870 16 9 有り 

1103405 安楽島２   60 150 44 48 有り 

1103406 鳥羽五丁目１   70 160 56 17 有り 

1103407 船津町１   60 280 35 9 有り 

1103408 船津１   70 175 26 8 有り 

1103409 安楽島３   80 260 8 8 有り 

1103410 安楽島４   60 300 18 8 有り 

1103411 鳥羽市１   80 125 12 7  

1103412 浦村３  向井 50 290 62 5 有り 

1103413 船津２   45 140 44 8 有り 

1103414 岩倉１   45 110 28 10 有り 

1103415 若杉１   45 250 16 5 有り 

1103416 船津３   45 80 22 3 有り 

1103417 岩倉町１  世古池 50 180 14 7 有り 

1103418 安楽島５   45 210 42 10  

1103419 浦村４  大吉 60 430 8 0 有り 

1103420 河内３  奥河内 90 230 20 6 有り 

1103421 松尾１  畑ヶ茶屋 30 240 16 6 有り 

1103422 松尾２   30 130 28 5 有り 

1103423 鏡浦１  鏡浦 60 135 30 9 有り 

1103424 石鏡１   60 260 60 3 有り 

1103425 石鏡２   80 60 22 0  

1103426 松尾３   60 230 48 0 有り 

 



 

50 

 

箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 
人家戸

数（戸） 

公共

施設 大字 小字 
傾 斜 度

（度） 

延 長

（ｍ） 

高 さ

（ｍ） 

1103427 松尾４   50 470 28 20 有り 

1103428 白木１   50 150 84 0 有り 

1103429 松尾５   60 190 31 0  

1103430 松尾６  道仏 50 140 16 4 有り 

1103431 国崎１   40 80 18 0  

1103432 国崎２   60 120 18 0 有り 

1103433 国崎３  国崎 70 300 20 4 有り 

1103434 国崎４  国崎 60 90 10 0 有り 

1103435 国崎５  国崎 80 310 20 5 有り 

1103436 国崎６  国崎 50 150 20 2 有り 

1103437 千賀１   60 120 28 0 有り 

1103438 相差１   80 250 15 0 有り 

1103439 相差２  相差 60 120 10 5 有り 

1103440 相差３  相差 40 90 14 0  

1103441 相差４   30 70 18 0  

1103442 相差５  鵜塚 80 110 28 2 有り 

1103443 神島２   60 90 60 0 有り 

1103444 答志４   40 260 80 6 有り 

1103445 鳥羽一丁目４   70 215 40 0  

1103446 鳥羽一丁目５   70 85 36 0 有り 

1103447 坂手１   50 100 35 0  

1103448 菅島３   40 110 20 0 有り 

1103449 堅神町１   60 90 28 5 有り 

1103450 安楽島６   70 140 22 0 有り 

1103451 石鏡３   60 150 76 5 有り 

1103452 安楽島７   60 225 74 0 有り 

1103453 安楽島８   70 140 46 0 有り 

1103454 安楽島９   60 100 48 0 有り 

1103455 安楽島１０   70 110 38 0  

1103456 安楽島１１   60 200 30 0 有り 

1103457 安楽島１２   70 70 8 0  

1103458 安楽島１３   70 80 50 0 有り 
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箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 
人家戸

数（戸） 

公共

施設 大字 小字 
傾 斜 度

（度） 

延 長

（ｍ） 

高 さ

（ｍ） 

1103459 浦村５  向井 45 70 12 0 有り 

1103460 浦村６   45 100 20 1 有り 

1103461 池上２   80 200 30 28 有り 

1103462 石鏡４   80 300 6 1  

1103463 浦村７   68 140 12 0 有り 

1103464 石鏡５   30 100 12 0  

1103465 石鏡６   45 100 25 3 有り 

1103466 小浜１   70 115 24 0  

1103467 鳥羽一丁目６   70 200 10 2 有り 

1103468 安楽島１４   60 160 18 0 有り 

1103469 浦村８   60 140 46 0 有り 

1103470 神島３   60 70 30 0 有り 

1103471 鳥羽一丁目７   60 90 24 0 有り 

1103472 小浜２   60 250 18 3 有り 

1103473 船津４   50 125 18 1 有り 

1103474 安楽島１５   60 90 16 0  

1103475 浦村９   45 130 12 0 有り 

1103476 小浜３   80 95 38 8  

1103477 安楽島１６   60 180 36 5 有り 

1103478 浦村１０ 今浦  80 20 14 0 有り 

1103479 松尾７   50 150 40 1 有り 

1103480 鳥羽一丁目８   80 160 40 6 有り 

1103481 菅島４   40 70 60 6 有り 

2102480 河内２１ 小田  40 120 22 3 有り 

2102481 答志１   30 100 20 1 有り 

2102482 堅神１   70 150 68 2 有り 

2102483 堅神２   60 120 42 2 有り 

2102484 船津１   60 150 16 1 有り 

2102485 安楽島１   80 60 12 3 有り 

2102486 船津２   85 160 80 2 有り 

2102487 安楽島２   60 115 32 2 有り 

2102488 幸丘１   50 50 66 3 有り 
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箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 
人家戸

数（戸） 

公共

施設 大字 小字 
傾 斜 度

（度） 

延 長

（ｍ） 

高 さ

（ｍ） 

2102489 河内２２ 登  60 80 20 1 有り 

2102490 河内２３ 登  80 100 14 2 有り 

2102491 岩倉１   30 30 14 2 有り 

2102492 浦村１   45 70 50 2 有り 

2102493 浦村２   45 70 18 1 有り 

2102494 浦村３   60 50 12 1  

2102495 浦村４   45 170 64 1 有り 

2102496 河内２４ 奥河内  50 50 48 1 有り 

2102497 河内２５ 奥河内  60 40 20 1  

2102498 松尾１   45 100 29 1 有り 

2102499 松尾２ 畑ヶ茶屋  80 90 5 1 有り 

2102500 松尾３   45 60 30 1 有り 

2102501 浦村５ 今浦  75 50 12 2 有り 

2102502 浦村６ 鏡浦  70 210 26 3 有り 

2102503 浦村７ 鏡浦  60 85 14 1  

2102504 白木１   50 100 56 1 有り 

2102505 小浜１   70 100 26 1 有り 

2102506 白木２   50 170 33 2 有り 

2102507 松尾４   60 300 40 3 有り 

2102508 松尾５   50 90 18 1 有り 

2102509 松尾６ 道仏  50 130 40 1 有り 

2102510 相差１ 藻先  70 80 23 1 有り 

2102511 相差２ 藻先  70 160 26 1 有り 

2102512 小浜２   60 140 20 3 有り 

2102513 菅島１   50 80 30 2 有り 

2102514 岩倉２ 里地  30 90 20 2 有り 

2102515 浦村８ 本浦  45 60 16 2 有り 

2102516 白木３   70 150 40 1 有り 

2102517 松尾７   50 190 22 3 有り 

2102518 相差３ 藻先  80 70 12 1 有り 

2102519 相差４ 藻先  50 110 28 3 有り 

2102520 安楽島３   80 150 36 1 有り 

 



 

53 

 

箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 
人家戸

数（戸） 

公共

施設 大字 小字 
傾 斜 度

（度） 

延 長

（ｍ） 

高 さ

（ｍ） 

2102521 小浜３   70 125 42 1 有り 

2102522 鳥羽二丁目１   60 100 48 1  

2102523 鳥羽三丁目１   60 65 12 3 有り 

2102524 屋内１   70 120 36 4 有り 

2102525 鳥羽一丁目１   70 275 64 2 有り 

2102526 鳥羽一丁目２   70 345 32 1 有り 

2102527 鳥羽二丁目２   70 135 44 1 有り 

2102528 堅神３   80 95 16 2  

2102529 小浜４   55 220 30 4 有り 

2102530 菅島２   65 80 25 2 有り 

2102531 河内２６ 奥河内  30 40 60 1 有り 

2102532 河内２７ 奥河内  70 65 15 1 有り 

2102533 河内２８ 奥河内  45 30 22 3 有り 

2102534 松尾８ 畑ヶ茶屋  80 125 20 1 有り 

2102535 浦村９ 今浦  60 110 16 1 有り 

2102536 浦村１０ 本浦  45 65 14 2 有り 

2102537 浦村１１ 今浦  30 60 88 4 有り 

2102538 船津３   50 80 14 1 有り 

2102539 船津４   50 60 80 3 有り 

2102540 船津５   50 110 42 4 有り 

2102541 安楽島４   60 90 22 3 有り 

2102542 河内２９ 登  50 100 40 1  

2102543 安楽島５   60 160 18 4 有り 

2102544 河内３０ 中河内  45 200 60 4 有り 

2102545 浦村１２ 向井  50 80 18 2 有り 

2102546 安楽島６   70 400 20 4 有り 

2102547 答志１   40 50 20 1 有り 

2102548 答志２   40 150 80 1 有り 
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３－２ 人工がけ 

箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 
人家戸

数（戸） 

公共

施設 大字 小字 
傾 斜 度

（度） 

延 長

（ｍ） 

高 さ

（ｍ） 

1200057 池上４   45 170 20 26 有り 

1200058 鳥羽１   60 120 22 0 有り 

1200059 鳥羽２   50 240 30 4 有り 

1200060 鳥羽３   40 85 30 15 有り 

1200061 鳥羽１７   55 980 35 42 有り 

1200062 鳥羽４   50 80 15 13  

1200063 鳥羽５   50 60 20 10 有り 

1200064 鳥羽６   50 70 15 20 有り 

1200065 鳥羽７   40 60 15 14  

1200066 鳥羽８   40 80 15 5  

1200067 鳥羽９   60 80 15 18 有り 

1200068 鳥羽１０   40 90 15 16 有り 

1200070 鳥羽１２   40 80 12 4  

1200071 船津３   35 60 16 5 有り 

1200072 鳥羽１３   45 60 15 5  

1200073 鳥羽１４   45 370 15 0  

1200074 安楽島８   40 130 30 9 有り 

1200075 鳥羽１５   40 480 15 33 有り 

1200076 鳥羽１６   45 60 30 1 有り 

1200077 石鏡８   45 70 30 2  

1200078 石鏡９   45 80 15 15  

1200079 石鏡１０   45 80 10 13  

1200080 石鏡１１   45 100 35 6  

1200081 石鏡１２   45 30 15 5  

1200082 国崎４   50 110 15 3  

1200083 国崎５   50 80 8 9 有り 

1200084 国崎６   50 70 15 7 有り 

1200085 国崎７   50 80 10 8  

1200086 桃取１１   40 130 20 0  

1200108 さくらヶ丘   45 950 38 106 有り 

1200227 安楽島１   85 150 80 0  

1200228 安楽島２   70 160 34 17 有り 
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箇所番号 箇所名 

位 置 地 形 
人家戸

数（戸） 

公共

施設 大字 小字 
傾 斜 度

（度） 

延 長

（ｍ） 

高 さ

（ｍ） 

1200229 安楽島３   60 300 8 15 有り 

1200230 安楽島４   60 85 36 8  

1200231 鳥羽一丁目１   70 135 26 0 有り 

1200232 鳥羽一丁目２   70 140 24 13 有り 

2200094 松尾１   80 120 20 3  

2200095 松尾２   30 120 10 3 有り 

2200096 白木１   60 190 35 4 有り 

2200097 堅神１   70 110 32 1 有り 

2200098 屋内１   80 80 36 2 有り 

(4) 地すべり危険箇所 

番号 
箇所

名 

位置 面積 

(ha) 
地域機関 予想される被害 

指定の

有無 
備考 

町 大字 

３７ 堅神 堅神  20.5 
志摩建設

部 

人家４７ 道路１７５ｍ 

公共物１ 紙漉川 
有 砂防室 

８３ 池上 池上  18.8 
志摩建設

部 

人家７４    紙漉川 

道路１７００ｍ  
有 砂防室 

８４ 中之郷 鳥羽  17.1 
志摩建設

部 

人家１１３   加茂川 

道路１７５０ｍ 
有 砂防室 

９５ 答志 答志 権現石 5.70 

伊勢農林水

産商工環境

事務所 

人家２５ 道路７２０ｍ 

農地０．３ｈａ  有 森林保全室 

(5) 土石流危険渓流 

対象番号 水系名 渓流名 字名 
流域面積 

（k㎡） 

人家

戸数 
渓流番号 

705 安楽島川 安楽島谷川 安楽島町 ０．０２ ６ ５６１７２ＩＣ 

706 加茂川 海道 白木町 ０．０３ １１ ５６００５ＩＢ 

707 加茂川 川合東 松尾町 ０．２４ ５ ５６００７ＩＢ 

708 加茂川 小菅谷 小田 ０．０５ ７ ５６００９ＩＢ 

709 加茂川 山神川東 中河内 ０．９１ ６ ５６０１３ＩＢ 

710 加茂川 山神川西 登 ０．６３ ５ ５６０１４ＩＢ 

711 加茂川 登 登 ０．０１ ６ ５６０１５ＩＢ 

712 加茂川 鳥羽河内川 登 ０．２１ ９ ５６０１６ＩＢ 

713 加茂川 熊倉川 登 ０．１５ ５ ５６０１７ＩＢ 
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対象番号 水系名 渓流名 字名 
流域面積 

（k㎡） 

人家

戸数 
渓流番号 

714 加茂川 熊倉 杉ヶ瀬 ０．０１ ７ ５６０１８ＩＢ 

715 加茂川 杉ヶ瀬 杉ヶ瀬 ０．０３ ５ ５６０１９ＩＢ 

716 加茂川 寺谷川 船津 ０．６８ ３５ ５６０２１ＩＢ 

717 加茂川 ちょろん川 船津 ０．０６ １５ ５６０２２ＩＢ 

718 加茂川 ゲバ 落口 ０．０３ ２ ５６０２３ＩＢ 

757 紙渡川 吉谷 鳥羽町 ０．０７ ２４ ５６０７１ＩＣ 

720 加茂川 玄畜 落口 ０．０４ １６ ５６０２５ＩＢ 

721 加茂川 落口川南 落口 ０．２２ ２１ ５６０２６ＩＢ 

722 加茂川 小掛 船津町 ０．０２ ２８ ５６０２９ＩＢ 

723 加茂川 柿ヶ谷南 船津町 ０．０３ １８ ５６０３０ＩＢ 

724 加茂川 赤崎川西 船津町 ０．０８ ４２ ５６０３１ＩＢ 

725 加茂川 柿ヶ谷北 船津町 ０．０３ １２ ５６０３２ＩＢ 

726 加茂川 樋の山 船津町 ０．０１ ７ ５６０３３ＩＢ 

727 加茂川 赤崎川東 船津町 ０．０１ ０ ５６０３４ＩＢ 

728 加茂川 安久志水路 安久志 ０．１２ ８ ５６０３５ＩＢ 

729 加茂川 加茂 小石代 ０．１７ １ ５６０４４ＩＢ 

730 加茂川 木場 安楽島町 ０．０３ ２３ ５６０４５ＩＢ 

731 加茂川 幸丘北 安楽島町 ０．２７ ３ ５６０４６ＩＢ 

732 加茂川 幸丘南 安楽島町 ０．０８ １ ５６０４７ＩＢ 

733 加茂川 城山 岩倉町 ０．０９ １２ ５６０４８ＩＢ 

734 加茂川 東地川 岩倉町 ０．０８ １ ５６０４９ＩＢ 

735 加茂川 カミヤリ川 松尾町 ０．１１ １ ５６００１ⅡＢ 

736 加茂川 白木南 白木町 ０．４５ ２ ５６００２ⅡＢ 

737 加茂川 白木中 白木町 ０．０２ ４ ５６００３ⅡＢ 

738 加茂川 白木北 白木町 ０．２２ ３ ５６００４ⅡＢ 

739 加茂川 川合西 松尾町 ０．１７ ３ ５６００６ⅡＢ 

740 加茂川 ソウサク川 川合 ０．０７ １ ５６００８ⅡＢ 

741 加茂川 風呂ノ谷 小田 ０．０５ ３ ５６０１０ⅡＢ 

742 加茂川 奥河内 奥河内 ０．１４ １ ５６０１１ⅡＢ 

743 加茂川 奥河内川 奥河内 ０．２２ １ ５６０１２ⅡＢ 

744 加茂川 河内 杉ヶ瀬 ０．０８ ４ ５６０２０ⅡＢ 

745 加茂川 落口川北 船津町 ０．９５ １ ５６０２７ⅡＢ 

746 加茂川 船津 落口 ０．０２ １ ５６０２８ⅡＢ 
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747 加茂川 橋の詰水路 安久志 ０．１５ ２ ５６０３６ⅡＢ 

748 加茂川 安楽島５ 安楽島町 ０．０４ ２ ５６０３８ⅡＢ 

749 加茂川 安楽島６ 安楽島町 ０．０３ ２ ５６０３９ⅡＢ 

750 加茂川 安楽島７ 安楽島町 ０．０１ １ ５６０４１ⅡＢ 

751 加茂川 安楽島８ 安楽島町 ０．０１ １ ５６０４２ⅡＢ 

752 加茂川 岩倉町 岩倉町 ０．０２ １ ５６０５０ⅡＢ 

753 加茂川 谷上川 松尾町 ０．０４ ３ ５６０５１ⅡＢ 

754 加茂川 岩倉２ 岩倉町 ０．０５ １ ５６５１１ⅡＢ 

755 紙漉川 堅神西 東河内 ０．０３ １０ ５６０７３ⅠＢ 

756 紙漉川 堅神東 東河内 ０．２９ １ ５６０７２ⅡＢ 

795  鳥羽北 鳥羽１丁目 ０．０３ ０ ５６０９９ⅠＣ 

758 大川 九作谷 坂手町 ０．０７ ４９ ５６１５７ⅠＣ 

759 大川 寺ノ上 坂手町 ０．０５ ５０ ５６１５８ⅠＣ 

760 谷川 谷川 坂手町 ０．０１ ２１ ５６１６０ⅠＣ 

761 中川 中川 鳥羽４丁目 ０．０３ ７ ５６０５２ⅠＣ 

762 堀通川 名残谷 堅田町 ０．０２ ０ ５６０８８ⅠＢ 

763 堀通川 北の谷 堅神町 ０．０２ ７ ５６０８９ⅠＢ 

764 堀通川 家持ヶ谷川 堅田町 ０．０１ １ ５６０８３ⅡＢ 

765 堀通川 伊勢路川支川 堅田町 ０．０１ １ ５６０８５ⅡＢ 

766 堀通川 堅田町１ 堅田町 ０．０７ １ ５６０８７ⅡＢ 

767 裏萩川 裏萩山西 鳥羽町 ０．０１ １０ ５６０６９ⅠＣ 

768 裏萩川 木石谷 鳥羽２丁目 ０．０２ １ ５６０９０ⅠＣ 

769 裏萩川 池上 鳥羽２丁目 ０．０２ １２ ５６０９１ⅠＣ 

770 裏萩川 谷ノ奥 小浜 ０．０３ １８ ５６１１３ⅠＣ 

771 裏萩川 細谷 桃取町 ０．０２ ３０ ５６１２５ⅠＣ 

772  樋ノ山狐塚東 鳥羽町 ０ ８ ５６０５３ＩＣ 

773  樋ノ山狐塚西 鳥羽町 ０．０３ １４ ５６０５４ⅠＣ 

774  乳母ヶ懐 鳥羽町 ０．０３ ８ ５６０５５ⅠＣ 

775  樋の山西 鳥羽４丁目 ０．１９ ５８ ５６０５６ⅠＣ 

776  樋の山東 鳥羽町 ０．０１ １１ ５６０５７ⅠＣ 

777  奥谷南 鳥羽町 ０．０４ １６ ５６０５８ⅠＣ 

778  奥谷中 鳥羽町 ０．０４ １９ ５６０５９ⅠＣ 

779  奥谷北 鳥羽４丁目 ０．０３ １６ ５６０６０ⅠＣ 
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780  清水谷 鳥羽３丁目 ０．０３ ３３ ５６０６１ⅠＣ 

781  洞院谷 鳥羽２丁目 ０．０５ ２２ ５６０６２ⅠＣ 

782  明慶川北 鳥羽２丁目 ０．０６ ４４ ５６０６３ⅠＣ 

783  常安寺 鳥羽２丁目 ０．０２ ２２ ５６０６４ⅠＣ 

784  明慶川南 鳥羽町 ０．０２ ６ ５６０６５ⅠＣ 

785  裏萩山東端 鳥羽町 ０．０６ ３０ ５６０６６ⅠＣ 

786  裏萩山東 鳥羽町 ０．０３ ２７ ５６０６７ⅠＣ 

787  裏萩山西 鳥羽町 ０．０１ ８ ５６０６８ⅠＣ 

788  裏萩山西端 鳥羽町 ０．０１ １２ ５６０７０ⅠＣ 

789  小田谷 鳥羽１丁目 ０．０１ １３ ５６０９３ⅠＣ 

790  八軒屋 鳥羽１丁目 ０．０１ １８ ５６０９４ⅠＣ 

791  馬の谷 鳥羽１丁目 ０．０１ １４ ５６０９５ⅠＣ 

792  キョウトウ 鳥羽１丁目 ０．０１ ２２ ５６０９６ⅠＣ 

793  浜辺南 鳥羽１丁目 ０．０２ ２６ ５６０９７ⅠＣ 

794  宮ノ谷 鳥羽１丁目 ０．０１ ２６ ５６０９８ⅠＣ 

833  神島北 神島町 ０．０２ １０２ ５６１４４ⅠＣ 

796  鳥羽１丁目１ 鳥羽１丁目 ０．０２ ２ ５６１０１ⅠＣ 

797  鳥羽１丁目２ 鳥羽１丁目 ０．０３ １ ５６１０２ⅠＣ 

798  鳥羽１丁目３ 鳥羽１丁目 ０．０２ １ ５６１０３ⅠＣ 

799  鳥羽南 鳥羽１丁目 ０．０３ １ ５６１０４ⅠＣ 

800  浜辺中西 浜辺 ０．０７ １４ ５６１０７ⅠＣ 

801  浜辺中東 浜辺 ０．０２ ６ ５６１０８ⅠＣ 

802  浜辺北 浜辺 ０．０２ １１ ５６１０９ⅠＣ 

803  広畑 広畑 ０．０４ １９ ５６１１０ⅠＣ 

804  小浜東 小浜 ０ １０ ５６１１１ⅠＣ 

805  小浜中 小浜 ０．０１ ３７ ５６１１２ⅠＣ 

806  小浜西 小浜 ０．０５ １０ ５６１１４ⅠＣ 

807  堂の上 小浜 ０．０１ ０ ５６１１５ⅠＣ 

808  池の上 小浜 ０．０１ １１ ５６１１６ⅠＣ 

809  里 小浜 ０．０１ １２ ５６１１７ⅠＣ 

810  小浜 小浜 ０ ８ ５６１１８ⅠＣ 

811  マナゴ谷 桃取町 ０．０１ ０ ５６１１９ⅠＣ 

812  中の谷 桃取町 ０．０３ ０ ５６１２０ⅠＣ 
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813  井上 桃取町 ０．１ ７９ ５６１２２ⅠＣ 

814  長平谷 桃取町 ０．０８ ４０ ５６１２３ⅠＣ 

815  宮谷 桃取町 ０．０５ ３３ ５６１２４ⅠＣ 

816  大答志 向地 ０．０１ １１ ５６１２６ⅠＣ 

817  桃取北 向地 ０．０３ ５ ５６１２７ⅠＣ 

818  答志西 答志町 ０．０２ ０ ５６１２９ⅠＣ 

819  答志東 答志町 ０．０１ １ ５６１３０ⅠＣ 

820  田尻西 答志町 ０．０３ １ ５６１３１ⅠＣ 

821  田尻東 答志町 ０．０１ １ ５６１３２ⅠＣ 

822  尻田東 答志町 ０．０３ ４ ５６１３３ⅠＣ 

823  築上西 答志町 ０．０１ １３ ５６１３４ⅠＣ 

824  谷ノ奥川 答志町 ０．０１ ２１ ５６１３５ⅠＣ 

825  築上東 答志町 ０．０１ ３３ ５６１３６ⅠＣ 

826  殿山 答志町 ０．０１ １ ５６１３７ⅠＣ 

827  西古山の谷 答志町 ０．０５ ７３ ５６１３８ⅠＣ 

828  本誓寺 答志町 ０．０２ ８０ ５６１３９ⅠＣ 

829  亜須浜 答志町 ０．０３ １２ ５６１４０ⅠＣ 

830  木答志 答志町 ０．０１ ６ ５６１４１ⅠＣ 

831  蛸蛉川 答志町 ０．０４ ２ ５６１４２ⅠＣ 

832  神島南 神島町 ０．０２ ９５ ５６１４３ⅠＣ 

871  桃取南 桃取町 ０．０２ ３ ５６１２１ⅡＣ 

834  東谷 菅島町 ０．０１ １４ ５６１４５ⅠＣ 

835  菅島北 菅島町 ０．０７ ２４ ５６１４６ⅠＣ 

836  菅島東 菅島町 ０．０１ １１ ５６１４７ⅠＣ 

837  中村谷 菅島町 ０．０１ １８ ５６１４８ⅠＣ 

838  竹の鼻 菅島町 ０．０１ １９ ５６１４９ⅠＣ 

839  打起東 菅島町 ０．０３ １０ ５６１５０ⅠＣ 

840  打起西 菅島町 ０．０４ １８ ５６１５１ⅠＣ 

841  菅島小 菅島町 ０．０９ １３ ５６１５２ⅠＣ 

842  菅島中 菅島町 ０．０４ １１ ５６１５３ⅠＣ 

843  菅島南西 菅島町 ０．０３ ５ ５６１５４ⅠＣ 

844  菅島西 菅島町 ０．０４ １ ５６１５５ⅠＣ 

845  次郎谷 坂手町 ０．０５ ５９ ５６１５９ⅠＣ 
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846  安楽島町１ 安楽島町 ０．０２ ０ ５６１６１ⅠＣ 

847  安久志１ 安久志 ０．０３ １ ５６１６２ⅠＣ 

848  安久志２ 安久志 ０．０５ ２５ ５６１６３ⅠＣ 

849  安楽島町２ 安楽島町 ０．０３ ０ ５６１６６ⅠＣ 

850  安楽島町３ 安楽島町 ０．０８ ０ ５６１６８ⅠＣ 

851  安楽島東 安楽島町 ０．０８ ０ ５６１７１ⅠＣ 

852  八反田川 安楽島町 ０．０９ ０ ５６１７５ⅠＣ 

853  桜ヶ丘北 安楽島町 ０．０６ ４３ ５６１７７ⅠＣ 

854  桜ヶ丘南 安楽島町 ０．１ ６０ ５６１７８ⅠＣ 

855  安楽島町４ 安楽島町 ０．０７ ０ ５６１８１ⅠＣ 

856  大永谷 今浦 ０．０４ ２ ５６１８６ⅠＣ 

857  エケガ谷 今浦 ０．０８ １９ ５６１８７ⅠＣ 

858  今浦 今浦 ０．０７ １８ ５６１８８ⅠＣ 

859  向井 本浦 ０．０２ １４ ５６１９０ⅠＣ 

860  大吉 本浦 ０．０３ ２０ ５６１９１ⅠＣ 

861  鍛ヶ谷川 浦村町 ０．０１ ０ ５６１９５ⅠＣ 

862  富山 石鏡町 ０．０１ ３０ ５６１９６ⅠＣ 

863  中山 石鏡町 ０．０１ ２９ ５６１９７ⅠＣ 

864  宮の谷 石鏡町 ０．０２ １９ ５６１９８ⅠＣ 

865  経塚 石鏡町 ０．０４ ２ ５６１９９ⅠＣ 

866  与八 石鏡町 ０．０４ ６ ５６２００ⅠＣ 

867  沙魚川 安楽島町 ０．０６ １３ ５６１７６ⅠＣ 

868  鳥羽２丁目 鳥羽２丁目 ０．０１ ４ ５６０９２ⅡＣ 

869  小浜町南 小浜 ０．０２ ４ ５６１０５ⅡＣ 

870  小浜町北 浜辺 ０．０５ ３ ５６１０６ⅡＣ 

872  大春川 桃取町 ０．０３ １ ５６１２８ⅡＣ 

873  坂手 坂手町 ０．０３ ４ ５６１５６ⅡＣ 

874  安久志３ 安久志 ０．０２ １ ５６１６４ⅡＣ 

875  安楽島町９ 安楽島町 ０．１６ １ ５６１６７ⅡＣ 

876  安楽島西 安楽島町 ０．０３ ４ ５６１７３ⅡＣ 

877  今浦 今浦 ０．０４ １ ５６１８９ⅡＣ 

878  浦村中 鏡浦 ０．０２ ４ ５６１９２ⅡＣ 

879  浦村東 鏡浦 ０．０８ ２ ５６１９３ⅡＣ 
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対象番号 水系名 渓流名 字名 
流域面積 

（k㎡） 

人家

戸数 
渓流番号 

880  小谷川 浦村町 ０．０１ ２ ５６１９４ⅡＣ 

881  大津川 国崎 ０．０３ １ ５６２０１ⅡＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

１３ 公用車一覧表 

登 録 番 号 車   名 種別・用途 所管課 駐車場所 

三重 581 せ 7163 ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ 軽乗用 総務課 市役所裏玄関駐車場 

三重  42 か 9930 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ 軽貨物 総務課 市役所裏玄関駐車場 

鳥羽市 う 5971 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｩﾃﾞｲ 原付 総務課 庁舎裏駐輪場 

三重 301 に 3778 ﾄﾖﾀﾌﾟﾘｳｽ 普通乗用 総務課 市民文化会館車庫 

三重 502 ね 9133 ﾄﾖﾀ ﾉｱ 小型乗用 総務課 市役所裏玄関駐車場 

三重  46 ひ 3178 ﾄﾖﾀ ｶﾛｰﾗ   小型乗用 税務課 市民文化会館裏 

三重  51 あ 6680 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ 軽乗用 税務課 市民文化会館裏 

三重 581 く 7220 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ 軽乗用 税務課 市民文化会館裏 

三重 400 さ 4711 ﾄﾖﾀ ｶﾛｰﾗ  ﾊﾞﾝ 小型貨物 市民課 市民文化会館車庫 

三重 400 と 2727 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 小型貨物 市民課 市民文化会館裏 

三重 41 よ 7683 ｽﾊﾞﾙ ﾌﾟﾚｵ 軽貨物 健康福祉課 ひだまり駐車場 

三重 400 さ 8533 ﾄﾖﾀ ｶﾛｰﾗ ﾊﾞﾝ  小型貨物 健康福祉課 市民文化会館裏 

三重 800 さ 2959 ﾆｯｻﾝ ﾊ-ﾄﾌﾙｻﾙ-ﾝ 普通特殊 健康福祉課 ひだまり駐車場 

三重 500 ぬ 7451 ﾄﾖﾀ ﾀｳﾝｴｰｽﾉｱ 小型乗用 健康福祉課 ひだまり駐車場 

三重 500 ぬ 8416 ﾄﾖﾀ ﾌｧﾝｶｰｺﾞﾃﾝ 小型乗用 健康福祉課 長岡診療所 

三重  41 を 3299 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗﾊﾞﾝ 軽貨物 健康福祉課 ひだまり駐車場 

三重 800 せ  529 ﾆｯｻﾝ車いす輸送車 特殊 健康福祉課 ひだまり駐車場 

三重 501 ま  398 ﾄﾖﾀ ﾉｱ 小型乗用 健康福祉課 ひだまり駐車場 

三重 580 け 1346 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ 軽乗用 健康福祉課 ひだまり駐車場 

三重 580 け 1347 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ 軽乗用 健康福祉課 ひだまり駐車場 

鳥羽市   う 5777 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｬｲﾛ X 原付 健康福祉課 坂手診療所 

三重 502 さ 9627 ｽｽﾞｷ ｿﾘｵ（鏡浦診） 小型乗用 健康福祉課 鏡浦診療所 

三重 502 そ 2209 ﾄﾖﾀ ﾉｱ 小型乗用 健康福祉課 ひだまり駐車場 

三重 480 せ 6573 ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨ 軽貨物 健康福祉課 ひだまり駐車場 

三重 800 す 8379 ﾆｯｻﾝ ｾﾚﾅ 小型特種 健康福祉課 ひだまり駐車場 

鳥羽市   Ａ 1084 ﾎﾝﾀﾞ ﾍﾞﾝﾘｨ 原付 健康福祉課 診療所 

三重 800 す 8801  ﾆｯｻﾝ車いす輸送車 特種 健康福祉課 ひだまり駐車場 

三重 480 た 7205  ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 軽貨物 健康福祉課 ひだまり駐車場 

三重 502 ひ 2570  ﾄﾖﾀ ﾉｱ 小型乗用 健康福祉課 ひだまり駐車場 

6FGL15  ﾄﾖﾀ ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 小型特殊 環境課 答志島清掃ｾﾝﾀ- 

SK07-3 ｺﾏﾂ ﾐﾆﾛｰﾀﾞ 小型特殊 環境課 鳥羽市清掃ｾﾝﾀ- 

三重 41 ぬ 888 ﾎﾝﾀﾞ 軽ﾄﾗｯｸ 軽貨物 環境課 鳥羽市清掃ｾﾝﾀ- 
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登 録 番 号 車   名 種別・用途 所管課 駐車場所 

三重 88 ほ 7733 ﾆｯｻﾝ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 塵芥車 環境課 鳥羽市清掃ｾﾝﾀ- 

三重  41 や 6731 ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｰ 軽貨物 環境課 答志島清掃ｾﾝﾀ- 

三重 800 さ 4072 いすゞ ｴﾙﾌ 塵芥車 環境課 鳥羽市清掃ｾﾝﾀ- 

三重  41 る 6278 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ 軽貨物 環境課 鳥羽市清掃ｾﾝﾀ- 

三重 400 す 8469 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ  ﾊﾞﾝ 小型貨物 環境課 市民文化会館横 

三重 100 さ 5107 日野 デュトロ 普通貨物 環境課 鳥羽市清掃ｾﾝﾀ- 

三重 100 さ 5108 日野 デュトロ 普通貨物 環境課 鳥羽市清掃ｾﾝﾀ- 

三重  42 あ 9380 ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｰ 軽貨物 環境課 答志島清掃ｾﾝﾀ- 

三重 480 か 1615 ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰ 軽貨物 環境課 市民文化会館横 

56P 00647 TCM ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ 小型特殊 環境課 リサイクルパーク 

320D-GLC-T6 油圧ｼｮﾍﾞﾙ(三菱建機) 大型特殊 環境課 鳥羽市清掃ｾﾝﾀ- 

FD20HC－14 小松 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 小型特殊 環境課 構内専用車＊ 

三重 400 て 5811 いすゞ ｴﾙﾌ 普通貨物 環境課 鳥羽市清掃ｾﾝﾀ- 

三重  46 ち 3748 ﾆｯｻﾝ ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ 小型貨物 農水商工課 園芸センター 

三重 41 ふ 3284 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄﾊﾞﾝ 普通貨物 農水商工課 市役所裏玄関駐車場 

三重 400 ち 2618 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 小型貨物 農水商工課 市役所裏玄関駐車場 

三重 480 こ 9118 ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨﾊﾞﾝ 軽貨物 農水商工課 市役所裏玄関駐車場 

三重 480 さ 1018 ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰﾊﾞﾝ 軽貨物 農水商工課 市役所裏玄関駐車場 

三重  50 も 3597 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾑﾆｰ 軽貨物 建設課 市役所裏玄関駐車場 

三重  41 る 8836 ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨ 軽貨物 建設課 市役所裏玄関駐車場 

三重 400 せ 8537 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 小型貨物 建設課 市役所駐輪場前 

三重 400 つ 2745 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 小型貨物 建設課 市役所裏玄関駐車場 

三重 480 く 3284 ﾎﾝﾀﾞ ｱｸﾃｨ 軽貨物 建設課 市役所裏玄関駐車場 

三重 480 さ 2539 ﾎﾝﾀﾞ ｱｸﾃｨﾊﾞﾝ 軽貨物 建設課  

三重 480 せ 6364 ﾎﾝﾀﾞ ｱｸﾃｨﾄﾗｯｸ 軽貨物 建設課 市役所裏玄関駐車場 

三重 880 あ 1333 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 軽特種（※） 建設課 市役所裏玄関駐車場 

三重 400 な  272 いすゞ ｴﾙﾌ 小型貨物 建設課  

三重 400 た 7041 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 小型貨物 水道課 市民の森管理棟前 

三重 480 き 9803 ﾎﾝﾀﾞ ｱｸﾃｨﾄﾗｯｸ 軽貨物 水道課 市民の森管理棟前 

三重 480 け 4616 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ 軽貨物 水道課 市民の森管理棟前 

三重 502 そ 8194 ﾆｯｻﾝ ｳｲﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ 小型貨物 水道課 市民の森管理棟前 

三重 480 こ 9212 ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨﾊﾞﾝ 軽貨物 水道課 桃取漁港 
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登 録 番 号 車   名 種別・用途 所管課 駐車場所 

三重 100 せ 4594 ﾄﾖﾀﾀﾞｲﾅ 普通貨物 水道課 市民の森管理棟前 

三重 480 て 6877 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ 軽貨物 水道課 市民の森管理棟前 

三重 480 て 7058 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ 軽貨物 水道課 市民の森管理棟前 

三重  80 あ  154 ﾀﾞｲﾊﾂ 軽特殊 消防本部 神島分団車庫 

三重 88 ふ 8086 ﾆｯｻﾝ 消防車 消防本部 鳥羽分団第１部車庫 

三重 800 さ 1672 ﾏﾂﾀﾞ 消防車 消防本部 消防本部車庫 

三重 88 ほ 4527 ﾆｯｻﾝ 消防車 消防本部 鳥羽分団第２部車庫 

三重 88 ほ 8630 いすゞ 消防車 消防本部 長岡分団第３部車庫 

三重 88 ま  567 いすゞ 消防車 消防本部 菅島分団第２部車庫 

三重  88 ま 3106 いすゞ 消防車 消防本部 消防本部車庫 

三重 88 ま 3124 ﾄﾖﾀ 消防車 消防本部 鏡浦分団第２部車庫 

三重 800 さ 1792 いすゞ 消防車 消防本部 答志分団第４部車庫 

三重 800 さ 4195 いすゞ 消防車 消防本部 神島分団第２部車庫 

三重 800 る 154 ｽﾊﾟﾙﾀﾝ 特殊ﾄﾚ-ﾗ 消防本部 消防本部車庫 

三重 800 さ 5864 ﾄﾖﾀ 消防車 消防本部 鏡浦分団第２部車庫 

三重 800 さ 5865 ﾄﾖﾀ 消防車 消防本部 加茂分団第 1 部車庫 

三重  80 あ 2953 ｽﾊﾞﾙ  特種 消防本部 長岡分団第５部車庫 

三重 800 さ 8663 ﾆｯｻﾝ 高規格救急車 消防本部 消防本部車庫 

三重 80 あ 3098 ｽﾊﾞﾙ  消防車 消防本部 菅島分団第１部車庫 

三重 800 す 722 ﾆｯｻﾝ 消防車 消防本部 長岡分団第３部車庫 

三重 880 あ  12 ｽﾊﾞﾙ  軽特種 消防本部 桃取分団第３部車庫 

三重 880 あ 214 ｽﾊﾞﾙ  軽特種 消防本部 加茂分団第６部車庫 

三重 800 す 3758 ﾄﾖﾀ 救急 消防本部 消防本部車庫 

三重 480 か  626 ﾀﾞｲﾊﾂ ｸﾙｰｽﾞ 軽貨物 消防本部 消防本部車庫 

三重 800 す 4228 ﾄﾖﾀ ｳｨｯｼｭ 消防車 消防本部 消防本部車庫 

三重 880 あ 512 ｽﾊﾞﾙ（千賀） 軽特種 消防本部 長岡分団第 4 分車庫 

三重 800 す 5474 ﾆｯｻﾝ 消防 消防本部 加茂分団第 3分団 

三重 880 あ 696 ｽﾊﾞﾙ 軽特種 消防本部 長岡分団第１部 

三重 800 す 6394 ﾆｯｻﾝ 消防車 消防本部 加茂分団第 2 部格納庫 

三重 88 あ 890 ｽﾊﾞﾙ 軽特種 消防本部 菅島分団格納庫 

三重 880 あ 889 ｽﾊﾞﾙ 軽特種 消防本部 答志分団第 1･3 格納庫 

三重 832 ち 119 日野 消防車 消防本部 消防本部車庫 

三重 301 ち 4258 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽ 普通乗用 消防本部 消防本部車庫 

三重 832 に 119 ﾎﾝﾀﾞﾌｨｯﾄ 消防 消防本部 消防本部車庫 
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登 録 番 号 車   名 種別・用途 所管課 駐車場所 

三重 800 す 7341 ﾊｲｴｰｽｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ 普通乗用 消防本部 消防本部車庫 

三重 800 す 8021 ﾄﾖﾀ 消防車 消防本部 消防本部車庫 

三重 800 す 8107 いすゞ 消防 消防本部 加茂分団第５部 

三重 800 は 1747 日野（本部） 消防 消防本部  

三重 880 あ 1573 ﾀﾞｲﾊﾂ 消防 消防本部  

三重 800 す 9445 日野 消防 消防本部  

三重 880 あ 1658 ｽｽﾞｷ 特殊 消防本部  

三重 800 は 1881 日野 水槽付消防ﾎﾟﾝﾌﾟ  消防(10) 消防本部  

三重 800 す 9960 日野 消防車 消防本部 長岡分団第１部 

三重 880 あ 1776 ｽｽﾞｷ 軽特殊 消防本部 神島分団 

三重 800 せ  798 ﾆｯｻﾝ 消防車 消防本部  

三重 800 せ  799 ﾆｯｻﾝ 消防車 消防本部  

鳥羽市 免  137 ｽｽﾞｷ ﾚｯﾂ 50CC 原  付 教委総務課 答志小学校 

三重  46 ほ 3527 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ  ﾊﾞﾝ 小型貨物 教育委員会 市民の森管理棟前 

鳥羽市 免  136 ﾎﾝﾀﾞ 50CC 原  付 教委総務課 答志中学校 

鳥羽市  う 5972 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｩﾃﾞｲ 原  付 教委総務課 市民の森管理棟前 

三重 400 つ 2064 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 小型貨物 教委総務課 市民の森管理棟前 

三重 502 す 1297 ﾄﾖﾀ ﾉｱ 小型乗用 教委生涯学習課 市民の森管理棟前 

三重 480 さ 2392 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ 軽貨物 教委総務課  

三重 480 さ 7981 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ 軽貨物 教委総務課  

鳥羽市  う 6512 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾋﾟｯｸ 原  付 教委総務課 菅島小学校 

三重 200 は  378 三菱 ﾛｰｻﾞ 乗合（ｽｸｰﾙﾊﾞｽ） 教育委員会 かもめ幼稚園 

三重 200 さ 1714 三菱 ﾛｰｻﾞ 乗合（ｽｸｰﾙﾊﾞｽ） 教育委員会 弘道小学校 

三重 200 は  439 三菱 ﾛｰｻﾞ 乗合（ｽｸｰﾙﾊﾞｽ） 教育委員会 鳥羽東中学校 

三重 42 あ 9619 ﾀﾞｲﾊﾂ 軽貨物 定期船課 ﾏﾘﾝﾀｰﾐﾅﾙ駐車場 

02-8FDL15 ﾄﾖﾀ ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 小型特殊 定期船課 ﾏﾘﾝﾀｰﾐﾅﾙ構内 

三重 480 さ 1416 ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰﾊﾞﾝ 軽貨物 観光課 市役所裏玄関駐車場 

三重 400 な  44 ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 小型貨物 観光課 市役所裏玄関駐車場 

※緊急車両 



 

 

１４ 市有船舶等一覧 
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１５ 協定書及び覚書一覧表 

ＮＯ 協定名 締結年月日 協定内容 相手方 担当窓口 

1 「消防防災業務相互応援協定」 S45.12.20 火災又は非常災害時の相互応援 志摩５町と南勢町 消防本部 

2 「消防防災業務相互応援協定」 S48. 9. 4 火災又は非常災害時の相互応援 志摩広域消防組合 消防本部 

3 「三重県防災ヘリコプター応援協定」 H 5. 4. 1 
【改正：H19.3.1】災害時における防災ヘリコプ

ターの要請 
三重県、三重県各市町村、各消防組合 消防本部 

4 
「地震等災害時の相互応援に関する 

協定」 
H 9. 8.24 

【改正：H29.10.19】 

災害時における市町間の相互応援（食料、資機材

等の提供、職員の派遣等） 

１１市町（別府市・伊東市・熱海市・奈良

市・京都市・松江市・芦屋市・松山市・軽

井沢町・日光市）が加盟する国際特別都市

建設連盟による。 

企画財政課 

5 「三重県水道災害広域応援協定」 H 9.10.21 水道災害時における応援活動 三重県、三重県各市町村 水道課 

6 
「三重県内消防相互応援協定」 H10. 7. 1 

【改正：H19.3.1】非常災害又は火災時の相互  

応援 
三重県、三重県各市町、各消防組合 消防本部 

7 
「災害発生時における鳥羽市と鳥羽市

内郵便局の協力に関する協定」 
H30.1.10 

災害時における郵便局の車両、施設、避難所提供、

避難者リスト情報相互提供、郵便災害特別事務等 
鳥羽郵便局 総務課 

8 「三重県市町災害時応援協定」 H12. 9. 1 
災害時における県、市町村の相互応援（食料、  

資機材の提供、職員派遣等） 
三重県、三重県市長会、三重県町村会 総務課 

9 
「災害時における避難場所の相互の 

利用についての覚書」 
H13.12.19 

災害時における伊勢市又は鳥羽市の住民の避難

所の相互利用 
伊勢市 総務課 

10 

「三重県災害等廃棄物処理応援協定」 

及び「三重県災害等廃棄物処理応援協定

書に基づく覚書」 

H16.10.29 
災害時における県、市町村、各組合が、ごみ、し

尿等処理の相互応援活動 
三重県、三重県各市町村、各組合 環境課 

11 
「三重県災害等廃棄物処理応援協定書

に基づく覚書」 
H17. 3. 1 

上記、し尿処理経費の取り決め 

（1klあたり２，０００円） 
三重県、三重県各市町村、各組合 環境課 

12 
「災害時における応急生活物資供給等

の協力に関する協定」 
H18. 8.30 

災害時における市民生活のための応急生活物資

供給等の協力 
イオン㈱ 総務課 

13 「災害時協力協定」 H18. 9. 1 
災害時の被災者救援のため鳥羽丸等の運航及び

避難所等の支援 
鳥羽商船高等専門学校 

定期船課 

総務課 

14 

「災害救助用米穀等の緊急引渡しに 

ついての協定」 

 

H18.11. 1 

災害救助用米穀等の緊急引渡しの円滑化 三重県 農水商工課 
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ＮＯ 協定名 締結年月日 協定内容 相手方 担当窓口 

15 「維持管理の委託に関する協定」 H19. 3.30 
沿岸地域林地崩壊防止等緊急対策事業実施区域

の維持管理の委託 
三重県 農水商工課 

16 「水道災害等における応援協定」 H19. 8. 1 
大規模災害発生時、水道施設調査や応急復旧工事

の応援、復旧用資材等の供出 
鳥羽市水道組合 水道課 

17 
「災害時における鳥羽市とかんぽの宿

鳥羽との協力に関する協定」 
H19.10. 1 

【改正：H23.2.25】 

大規模災害の発生時、かんぽの宿鳥羽の避難所 

としての使用 

かんぽの宿鳥羽 総務課 

18 
「船舶による災害時等の協力に関する

協定」 
H19.12.27 

大規模災害発生時の船舶による消火活動、人員 

及び物資の輸送 
伊勢湾防災㈱ 定期船課 

19 「災害時における覚書」 H20. 4. 1 
大規模災害発生時、鳥羽高校体育館等の避難所 

としての使用 
県立鳥羽高校 総務課 

20 「災害時における災害復旧用オープン

スペースに関する協定」 
H20. 8.26 

大規模災害発生時、電気や通信の復旧活動のため

用地確保と使用 

鳥羽志勢広域連合、西日本電信電話㈱、中

部電力㈱ 
総務課 

21 

「災害時における帰宅困難者に対する

支援に関する協定」及び「災害時におけ

る石油類燃料の供給に関する協定」 

H20.10. 9 

東海・東南海・南海地震発生時、給油所を帰宅  

困難者への休憩所等としての支援・大規模地震 

災害の発生時、市が指定した場所への石油類燃料

の運搬供給 

三重県石油商業組合鳥羽支部 総務課 

22 

「災害時における物資供給に関する 

協定」及び「地域貢献型自動販売機の 

設置に関する覚書」 

H20.10. 9 

・大規模災害発生時に地域貢献型自動販売機の 

飲料水及びその他飲料水の無償提供 

・地域貢献型自動販売機の設置 

コカ・コーラセントラルジャパン㈱ 総務課 

23 「災害時における協定」 H21.12.25 
大規模災害の発生時、ＮＴＴ鳥羽ビル３棟１階 

旧窓口事務室等を避難所として使用 
西日本電信電話㈱ 総務課 

24 
「地震・津波・風水害等の災害応急工事

に関する協定」 
H22. 6. 4 

大規模災害の発生時、市の道路、河川、漁港等の

公共土木施設の調査・災害応急工事 
鳥羽商工会議所 建設課 

25 

「災害時の医療救護活動に関する協定」

及び「災害時の医療救護活動に関する 

協定書実施細目」 

H22.10. 1 
大規模災害の発生時、救護所等における志摩医師

会所属の医師や看護師の派遣要請 
志摩医師会 健康福祉課 

26 「災害時の情報交換に関する協定」 H23. 5.31 
中部地方整備局との各種情報交換、リエゾンの 

派遣 
国土交通省 総務課 

27 「災害時相互応援協定」 
H23.10.17 災害発生時における相互応援(救難・救護、医療、

災害応急措置、復旧、物資運搬等) 
岐阜県美濃市 総務課 
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ＮＯ 協定名 締結年月日 協定内容 相手方 担当窓口 

28 「災害時の葬祭業務に関する協定」 H24. 2.16 
災害時における棺おけ等の提供及び火葬業務等

の協力 
三重県葬祭業協同組合、鳥羽ひかり造花 環境課 

29 
「災害時における宿泊施設等の使用に

関する協定」 

H24. 2. 9

～ 

H24. 3. 8 

H24.12.27 

H28.12. 1 

津波の発生又はおそれがある場合に宿泊施設等

の敷地を津波避難場所として使用 

鳥羽国際ホテル、扇芳閣、鳥羽グランドホ

テル、湯快リゾート鳥羽彩朝楽、ガーデン

ヒルズ利平治、てんぐ山、サン浦島悠季の

里、与吉屋、中山かき直売所、ホテル芭新

萃、和風旅館新八屋、五感の宿慶泉、リゾ

ートヒルズ豊浜、ホテルクローバ「風薫」、

別館すずき、民宿旅館山川、御宿瀬乃崎、

陽光苑 

総務課 

30 
「災害時における物資供給に関する 

協定」 
H24. 3. 1 

大規模災害発生時又はおそれがある場合、物資の

被災地への供給 
NPO法人コメリ災害対策センター 総務課 

31 「災害時における協定」 H24. 4.17 
津波避難場所及び風水害避難所としての施設 

使用 
あしたば福祉会 総務課 

32 「災害時に備えた相互協力に関する 

申合せ」 
H24. 4.25 

災害が発生又はおそれがある場合、災害発生の 

防御又は拡大防止のための相互協力 
鳥羽警察署 総務課 

33 「災害時相互応援協定」(No.27参照) H24. 7. 4 
災害発生時における相互応援(救難・救護、医療、

災害応急措置、復旧、物資運搬等) 
長野県大町市 総務課 

34 
「大規模災害時発生時における相互 

協力に関する協定」 
H24. 7.12 

大規模災害時において相互協力（市庁舎施設一部

を海保使用許可、災害情報の相互提供など） 
鳥羽海上保安部 総務課 

35 「災害時相互応援協定」(No.27参照) H24.11. 6 
災害発生時における相互応援(救難・救護、医療、

災害応急措置、復旧、物資運搬等) 
長野県飯島町 総務課 

36 
「災害救助に必要な物資の調達に  

関する協定」 
H24.12.25 

災害救助に必要な物資の調達の範囲、要請の方

法、費用負担、情報交換等 
一般社団法人日本非常食推進機構 総務課 

37 「災害時相互応援協定」(No.27参照) H25. 1.18 
災害発生時における相互応援(救難・救護、医療、

災害応急措置、復旧、物資運搬等) 
兵庫県三田市 総務課 

38 
「災害時におけるＬＰガス等の調達に

関する協定」 
H25. 4. 1 

災害が発生又はおそれがある場合おけるＬＰｶﾞｽ

等の調達 
三重県鳥羽ＬＰガス協議会 総務課 

 

39 

 

「防災拠点災害対応機器備蓄に関する

覚書」 
H26. 2.18 

災害時におけるＬＰガス機器及び保管庫の無償

提供 
三重県ＬＰガス協会 総務課 
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ＮＯ 協定名 締結年月日 協定内容 相手方 担当窓口 

40 
「災害時等における軽油燃料の供給協

力に関する協定」 
H26. 6.20 

災害時の市の応急措置業務等に必要な軽油燃料

の供給協力 
石川商工㈱ 総務課 

41 
「災害時等におけるボランティア活動

に関する協定」 
H26. 8. 1 

災害時の市のボランティアセンターの設置及び

連携・協力等 
鳥羽市社会福祉協議会 市民課 

42 
「災害時における動物救護活動に関す

る協定」 
H27. 3.13 大規模災害時の動物救護に関する活動への協力 公益財団法人三重県獣医師会伊勢志摩支部 環境課 

43 
「L アラート(公共情報コモンズ)の運用

に係る覚書」 
H27. 5.14 

防災情報システムに入力した情報の Lアラート

への提供 
三重県 総務課 

44 
「災害時における帰宅困難者に対する

支援に関する協定」 
H27. 9.14 

災害時における帰宅困難者に対する一時休憩場

所、飲料水、トイレ等の提供 

宿泊事業所（戸田家、リゾートヒルズ豊浜、

鳥羽グランドホテル、扇芳閣、鳥羽国際ホ

テル、エクシブ鳥羽、サン浦島、鳥羽シー

サイドホテル、和光、錦海桜、芭新翠、胡

蝶蘭、花の小宿 重兵衛 

観光課 

45 
「災害時における避難行動要支援者(聴

覚障がい者)の支援に関する協定」 
H27.12.22 

支援を必要とする聴覚障がい者への支援(避難情

報等の伝達、安否確認、避難所における避難生活

上の支援及び支援物資の配布等) 

三重県 健康福祉課 

46 「災害時における協力に関する協定」 H28. 2.12 

 大規模災害時、下記業務の支援 

（１）三重県行政書士会による鳥羽市での被災者

支援相談窓口の設置 

（２）鳥羽市への三重県行政書士会の会員派遣 

（３）その他、鳥羽市が必要と認める業務 

三重県行政書士会 総務課 

47(1) 「災害時における避難所等施設利用等

に関する協定」 

H28. 5. 1 災害時において、避難場所及び避難所としての施

設利用等 

三重交通（株）、鳥羽シーサイドホテル 
総務課 

47(2) H31. 2.25 戸田家 

48 
「災害時における協定」 H28. 7. 1 

災害時において、風水害等避難所【土砂災害】と

しての施設利用 

松尾町内会 総務課 

49 鳥羽磯部漁業協同組合桃取支所 総務課 

50 「災害時の施設使用に関する覚書」 H29. 2.28 
災害時において進出拠点等として使用し、捜索・

救助活動等を行う関係機関が施設を使用 
鳥羽市開発公社 総務課 
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ＮＯ 協定名 締結年月日 協定内容 相手方 担当窓口 

51 
「災害時等におけるヘリコプター離発

着場の使用に関する協定」 
H29. 3.21 

災害時、救助・捜索等の救助活動を円滑に行うた

め、防災ヘリコプター等の離発着場として使用 
株式会社 ホーペック 総務課 

52 
「災害時における活動拠点提供の協力

に関する協定」 
H29. 4.18 

大規模災害発生時、災害救助等の活動拠点として

敷地使用 

シンフォニアテクノロジー株式会社伊勢製作所 

モーションコントロール機器工場（鳥羽） 
総務課 

53 
「災害発生時における福祉避難所の設

置運営に関する協定」 
H29.12.20 

災害発生時に市の要請により福祉避難所として

設置、運営 

鳥羽市社会福祉協議会、三重福祉会陽光苑、

恒心福祉会 あらしま苑 
総務課 

54 
「災害発生時における福祉避難所への

介護用品等の確保に関する協定」 
H29.12.20 

災害発生時の福祉避難所への食品供給や備品貸

与 
（株）安心クリエイト 健康福祉課 

55 
「災害時における緊急物資輸送等に関

する協定」 
H30. 1.10 

災害発生時の物資拠点から各避難所への物資輸

送 
三重県トラック協会南勢支部 総務課 

56 
「地域における協力に関する協定」 H30. 1.10 

郵便局の通常業務における高齢者等の見守り、道

路損傷、不法投棄情報の連絡 
鳥羽郵便局 総務課 

57 
「太陽光発電蓄電池式 LED灯の設置に関

する協定」 
H30. 4. 1 

鳥羽駅西駐車場における太陽光発電蓄電池式 LED

灯の設置に関する取り決め 
三交不動産株式会社 総務課 

58 
「災害時における地図製品等の供給等

に関する協定」 
H30. 7. 3 地図製品等の供給及び利用に関する協力 株式会社ゼンリン中部支社 総務課 

59 
「火災時における消防用水の確保に関

する協定」 
H30.11. 9 火災時における消防用水の供給 志摩生コンクリート協同組合 消防本部 

60 
「災害時における救援物資等拠点の運

営に関する協定」 
H30.11.27 

災害時の救援物資集積場所の提供と運営協力に

関する取り決め 
スギハラプロテック株式会社 総務課 

61 
「災害発生時における段ボール製品の

調達に関する協定」 
H30. 2. 5 

災害発生時における避難所の設営等に必要な段

ボール製品の調達 
八木段ボール株式会社 総務課 

62 
「災害時に係る情報発信等に関する協

定」 
R01. 6.17 

災害時のアクセス集中による閲覧不能の回避、ヤ

フーサイトでの避難情報・緊急情報の情報提供 
ヤフー株式会社 総務課 

63 
「災害時における資器材のレンタルに

関する協定」 
R01. 6.19 

災害発生時等におけるソーラーシステムハウス

やソーラーバイオトイレ等資器材の優先提供 
株式会社ダイワテック 総務課 

64 
「地域 BWAを利用した避難所 Wi-Fiに関

する提供機器と回線提供について」 
R01. 6.20 

避難所開設時の地域 BWA電波を使用した Wi-Fi端

末の提供と回線仕様 
株式会社ＺＴＶ 総務課 

65 
「鳥羽市ハザードマップ」協働発行に関

する協定」 
R01. 6.24 

広告募集のうえ「鳥羽市ハザードマップ」を作成

し、市内全世帯に配布 
株式会社ゼンリン津営業所 総務課 
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15-3 三重県防災ヘリコプター応援協定 

 

（趣 旨) 

第１条 この協定は、三重県内の別記市町及び消防事務に関する一部事務組合(以下「市町

等」という。)が災害による被害を最小限に防止するため、三重県が所有する防災ヘリコ

プター(以下「防災ヘリ」という。)の応援を求めることに関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

(協定区域) 

第２条 本協定に基づき市町等が防災ヘリの応援を求めることができる地域は、市町等の区

域とする。 

(災害の範囲) 

第３条 この協定において「災害」とは、消防組織法(昭和２２年法律第２２６号)第１条に

規定する水火災または地震等の災害をいう。 

(応援要請) 

第４条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)

の長が、次のいずれかに該当し、防災ヘリの活動を必要と判断する場合に、三重県知事(以

下「知事」という。)に対して行うものとする。 

（１） 災害が、隣接する市町等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

（２） 発災市町等の消防力によっては、防御が著しく困難と認められる場合 

（３） その他救急搬送等、緊急性があり、かつ、防災ヘリ以外に適切な手段がなく、防災

ヘリによる活動が最も有効な場合 

(応援要請の方法) 

第５条 応援要請は、三重県防災航空隊（以下「防災航空隊」という。）に電話等により、

次の事項を明らかにして行うものとする。 

（１） 災害の種別 

（２） 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

（３） 災害発生現場の気象状態 

（４） 災害発生現場の最高指揮者の職名・氏名及び連絡方法 

（５） 場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

（６） 応援に要する資器材の品目及び数量 

（７） その他の必要事項 
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15-4 地震等災害時の相互応援に関する協定 

国際特別都市建設連盟に加盟する市町間において，地震等による災害時の相

互応援について次のとおり協定を締結する。 

  

（趣旨） 

第１条 この協定は，国際特別都市建設連盟に加盟する都市（以下「加盟都市」

という。）相互の友好の精神に基づき，地震若しくはその他の災害が発生し，

又は発生のおそれがある場合，加盟都市間の相互応援に関する基本的な事項

について定めるものとする。 

（連絡窓口） 

第２条 災害時における相互応援を確実かつ円滑に行うため，国際特別都市建

設連盟規約第１２条第１項に規定する事務局（以下「連盟事務局」という。）

は，毎年１回，加盟都市の防災担当部署の連絡責任者，連絡先等を定めた名

簿を作成し，加盟都市に配付する。 

２ 加盟都市の防災担当部署は，地域防災計画その他参考資料を相互に交換す

る等，日頃の情報交換に努めるものとする。 

（応援体制） 

第３条 加盟都市を次の表に定めるブロックに分ける。 

 

 

 

 
 

 

２ ブロックに幹事都市及び副幹事都市を置き，ブロック構成都市の中から互

選により定める。ただし，連盟事務局所在都市は，幹事都市を兼ねることは

できないものとする。 

３ 加盟都市が災害等により被災した場合は，次に定めるところにより，応援

の要請を行うものとする。 

 (1) 連盟事務局所在都市 

 (2) 連盟事務局所在都市が被災した場合は，被災市町が属するブロックの幹

事都市 

 (3) 連盟事務局所在都市及び被災市町が属するブロックの幹事都市が被災し

た場合は，被災市町が属するブロックの副幹事都市 

ブロック名 構成市町 

西日本ブロック 別府市，松江市，松山市 

近畿ブロック 奈良市，京都市，芦屋市，鳥羽市 

東日本ブロック 伊東市，熱海市，軽井沢町，日光市 
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 (4) 前３号の都市のいずれも被災した場合は，他のブロックの幹事都市 

４ 前項の規定により応援の要請を受けた連盟事務局所在都市又は幹事都市若

しくは副幹事都市（以下「災害時事務局」という。）は，速やかに各ブロック

の幹事都市と応援体制について協議をする。 

 （相互応援の内容） 

第４条 相互応援の内容は，次のとおりとする。 

 (1) 食糧，飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

 (2) 被災者の救出，医療，防疫，施設等の応急復旧等に必要な資器材及び物

資の提供並びにあっせん 

 (3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

 (4) 救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣 

 (5) 被災者の一時収容のための施設等の提供及びあっせん 

 (6) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項 

 （応援の要請等） 

第５条 応援の要請は，応援を必要とする加盟都市が次の事項を明らかにし，

口頭で応援を要請し，その後速やかに文書を送付するものとする。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 前条第１号から第３号までに掲げる事項の応援を要請する場合にあって

は，物資等の品名，数量等 

 (3) 前条第４号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては，職員の職種

及び人員 

 (4) 応援を必要とする場所 

 (5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 前項の応援の要請の有無にかかわらず，加盟都市において大規模な災害が

発生したことが明らかな場合は，他の加盟都市は自主的な状況の判断に基づ

き応援を開始することができるものとする。 

３ 前項の規定により応援を開始した加盟都市は，速やかに災害時事務局に報

告するものとし，災害時事務局はその後の支援体制を各ブロックの幹事都市

と協議するものとする。 

 （指揮） 

第６条 第４条第４号の規定により派遣された職員は，応援要請市町長の指揮

の下に行動するものとする。 
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 （応援経費の負担） 

第７条 応援に要した経費は，法令その他特別に定めのある場合を除き，原則

として応援を受けた加盟都市の負担とする。ただし，応援を実施した加盟都

市が費用負担を行うこととした場合においては，この限りでない。 

（交流） 

第８条 加盟都市は，この協定を実効性のあるものとするため，平常時から地

域間交流に努めるものとする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めるもののほか必要な事項は，加盟都市が協議してこれ

を定めるものとする。 

２ この協定書の内容に疑義が生じた場合も前項と同様とする。 

 

附 則（平成９年８月２４日締結） 

 この協定は，平成９年８月２４日から実施する。 

 

附 則（平成２４年６月５日締結） 

 この協定は，平成２４年６月５日から実施する。 

 

附 則（平成２９年１０月１９日締結） 

 この協定は，平成２９年１０月１９日から実施する。 

 

この協定の締結を証するため，本書１１通を作成し，各市町長記名押印の上，

各自その１通を保有するものとする。 

  

 平成２９年１０月１９日 

 

        別府市長 

        伊東市長 

        熱海市長 

        奈良市長 

        京都市長 

        松江市長 

        芦屋市長 

        松山市長 

        軽井沢町長 

        日光市長 

        鳥羽市長
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15-5 三重県水道災害広域応援協定書 
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15-6 三重県内消防相互応援協定 

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号。以下「法」という。）第３９条

第 2 項の規定に基づき、三重県内の市町及び消防組合（以下「市町等」という。）が相互

の消防力を活用して災害による被害を最小限に防止することを目的とする。 

 

（協定区域） 

第２条 この協定区域は、三重県全域とする。 

 

（対象とする災害） 

第３条 この協定の対象とする災害とは、次の各号に定める災害とする。 

（１） 大規模又は特殊な災害及び事故等により被害が発生した市町等の消防力では災害

の防御が困難又は困難が予想される災害 

（２） 市町等の境界付近において、火災等の災害又は救急業務を必要とする事故が発生し、

被害の拡大防止等を図るため隣接する市町等の応援の必要がある災害 

 

（応援隊の編成） 

第４条 この協定に基づく消防の応援は、法第９条に規定する消防機関により構成される消

防隊、救助隊、救急隊、その他必要な部隊（以下、「応援隊」という。）によるものとする。

ただし、消防団の応援については、地域実情に応じて行い、その出動については市町の長、

消防長又は消防署長の命令によりものとし、この協定の経費負担に関する事項のみ適用す

るものとする。 

 

（応援要請） 

第５条 被災地の市町等の長（以下「受援側の長」という。）は、第３条第１号の災害が発

生した場合、他の市町等の長（以下「応援側の長」という。）に知事を通じて応援要請を

行うことができる。 

２ 知事は、前項に規定する要請があった場合、受援側の長、応援側の長及び代表消防機関

の長に対し必要な指導及び連絡調整を行うものとする。 

３ 受援側の長は、第３条第２号の災害が発生した場合、隣接する市町等の長に応援要請を

行うことができる。この場合において、隣接市町等の長（以下「隣接応援側の長」という。）

がその災害等の発生を覚知し、応援隊を派遣した時は、これを要請に基づく応援とみなす。 
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（いとまなき場合の応援） 

第６条 応援側の長は、第３条第１号の災害が発生した場合において、当該災害の規模に照

らし緊急を要し、前条第１項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要

請を待たないで、応援隊を出動させることができる。この場合、受援側の長から応援の

要請があったものとみなす。 

 

２ 知事又は代表消防機関の長は、第３条第１号の災害が発生した場合において、当該災害

の規模に照らし緊急を要し、前条第１項の要請を待ついとまがないと認められるときは、

同項の要請を待たないで、応援側の長に応援隊の出動を要請することができる。この場合、

受援側の長から応援の要請があったものとみなす。 

 

（応援要請方法等） 

第７条 応援要請方法等、この協定の実施に必要な事項は、三重県消防広域応援基本計画に

基づくものとする。 

 

２ 前項の計画に定めのない場合は、必要に応じて協定市町等の消防長が協議して定めるも

のとする。 

 

（応援隊の派遣） 

第８条 応援側の長は、第５条第１項、第３項又は第６条第２項の規定により応援要請を受

けたとき、応援側の市町等の消防力に支障が生ずる等の特別の理由がない場合のほかは応

援隊を派遣するものとする。 

 

２ 応援側の長は、第５条第１項又は第６条第２項の要請を受け応援隊を派遣する場合、知

事及び代表消防機関の長に対し、出動部隊、隊員の氏名、無線の呼び出し名称等必要な事

項について報告するものとする。 

 

（応援隊の指揮） 

第９条 応援隊の指揮は、受援側の長又はその委任を受けた者が応援隊の長を通じて行うも

のとする。ただし、緊急の場合は直接行うことができるものとする。 

 

２ 応援隊の長は、前項の規定により指揮を受け活動した場合、その結果について適宜、受

援側の長又はその委任を受けた者に報告するものとする。 

 

（経費負担） 

第 10条 この規定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号によるものとする。 

（１） 受援側の長が負担する経費 

   ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費、食料費 

   イ 当該応援のために特別に必要となった修理費 

   ウ 賞じゅつ金等（当該対象となるものが属する市町等の条例に基づき算出した額と 
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    する。） 

   エ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等（応援側の市町等に対し

て当該損害を対象とした保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控

除した額とする。） 

     ただし、応援側の市町等の重大な過失等に基づく損害賠償に要する経費は応援側

の市町等の負担とする。 

   オ その他応援活動中に調達した化学消火薬剤等資材費 

 

（２） 応援側の長又は隣接応援側の長が負担する経費 

  ア 旅費、出動手当 

  イ 公務災害補償に要する経費 

   ウ 被災地への移動中及び被災地からの帰還中に第三者に与えた損害の賠償に要す

る経費 

 

（事務局） 

第 11条 この協定の円滑な実施を図るため、本協定に関する事務局を三重県に置くものと

する。 

 

（疑義） 

第 12条 この協定の実施について疑義を生じたときは、その都度当事者間において協議し、

決定するものとする。 

 

２ 前項の協議において、必要なときは県において調整を図ることができるものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第 13条 この協定を締結した市町等が、当該市町等の間で締結しているこの協定以外の協

定とこの協定が競合する場合には、この協定を優先させるものとする。 

 

（代表消防機関） 

第 14条 この協定に規定する代表消防機関は、四日市市消防本部とする。 

２ 代表消防機関が、その任務を遂行できない場合には、津市消防本部又は知事が指名した

消防本部が代行消防機関としてその任務を遂行するものとする。 
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15-7 災害発生時における鳥羽市と鳥羽市内郵便局の協力に関する協定 
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15-8 三重県市町村災害時応援協定書
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15-9 災害時における避難場所の相互の利用についての覚書 
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15-10-(1) 三重県災害等廃棄物処理応援協定 
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15-10-(2)  三重県災害等廃棄物処理応援協定書に基づく覚書 
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15-11 三重県災害等廃棄物処理応援協定書に基づく覚書 

 

 

 

 

 

 

 

伊賀市長    今 岡 睦 之 

 

 

 

 

 

 

 

志摩市長    竹 内 千 尋 
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大紀町職務執行者   小 倉 文 也 

御薗村長     中 北 隆 敏 

度会町長     大 野 幸 茂 

 

 

 

 

 

奥伊勢広域行政組合 

管理者      古 屋   孟 

 

 

 

 

松阪地区広域衛生組合 

   管理者     下 村   猛 
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15-12 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書 

  

鳥羽市（以下「甲」という。）とイオン株式会社鳥羽店（以下「乙」という。）は地震、風

水害その他の大規模災害が発生し、または発生の恐れがある場合（以下「災害時」という。）

において、相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、応急生活物資供給等

の協力に関する事項について、次のとおり協定を締結する。 

（要請） 

第１条 甲は、災害時における物資の確保を図るため、物資を調達する必要があると認め

るときは、乙に対し、調達が可能な物資の供給を要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有または供給可

能な物資とする。 

（１）衣料・寝具類 

  （２）食料品 

  （３）日用品等 

  （４）その他甲が必要と認める物資 

（調達要請の方法等） 

第３条 前条に掲げる物資の調達要請は、原則として別紙１の文書により行うものとする。

ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭またはファクシミリ等で要請し、

その後すみやかに文書を交付するものとする。 

２ 甲と乙は連絡体制、連絡方法、連絡手段について、支障をきたさないよう常に点検、

改善に努めるものとする。 

（調達要請に基づく乙の措置） 

第４条 乙は甲からの第１条の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置

をとるものとする。 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の集積場所、運搬経路は、甲が状況に応じ指定するものとし、集積場所まで

の物資は、乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定す

る者が行うものとする。物資の引き渡し場所は甲が指定するものとし、甲は当該場所へ

職員を派遣し、調達物資を確認のうえこれを引き取るものとする。 

（物資の価格、支払い） 

第６条 第２条の物資調達の対価及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担する

ものとする。 

２ 物資の取引価格は、災害発生時直前における価格とし、その支払いについては、甲、

乙協議のうえすみやかに行うものとする。 

 

 



 

 

114 

 

（協議） 

第７条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して決める。 

（有効期間） 

第８条 この協定は、協定締結の日から効力を発し、甲又は乙が文書をもって、協定の終

了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

（雑則） 

第９条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲乙協議して決める。 

 

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙、記名捺印のうえ、各自その

１通を保有する。 

 

 

 平成 18年８月 30日 

 

        甲 三重県鳥羽市鳥羽３丁目１番１号 

          鳥羽市役所  

鳥羽市長  木田 久主一 

 

        乙 愛知県名古屋市中区錦２丁目４番１６号 

          イオン株式会社 

中部カンパニー 中南勢事業部 

          事業部長  檜皮 淳一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

115 

 

15-13 災害時協力協定 

 

 独立行政法人 国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校（以下「甲」という。）と

鳥羽市（以下「乙」という。）は、鳥羽市内に発生した大規模自然災害時等において、乙は

甲の協力を求め、防災対策を円滑に行うため協定を締結する。 

 

１．甲は、次の事項について協力する。 

（１）災害発生時における被災者を救援するため、鳥羽丸等所管する船舶を運航すること。 

（２）災害発生時における被災者を救援するための要員確保等体制を整備すること。 

（３）避難住民受け入れに伴う支援を行うこと。 

（４）救助要員の活動拠点や物資等の集積又は集配場所として支援すること。 

（５）その他必要に応じ、支援すること。 

２．この協定は、甲と乙が押印した日に発効する。 

ただし、甲と乙は本協定事項について疑義が生じた場合、協議しなければならない。 

本協定は 2 通作成し、両者 1 通ずつ保管する。 

 

平成１８年 ９月 １日 

 

      甲  鳥羽市池上町 1 番 1 号 

         独立行政法人 国立高等専門学校機構 

         鳥羽商船高等専門学校長 

                    山田 猛敏 

 

      乙  鳥羽市鳥羽三丁目 1 番 1 号 

         鳥羽市長 

                    木田 久主一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

116 

 

15-14 災害救助用米穀等の緊急引渡しについての協定書 

 

 三重県知事 野呂昭彦（以下「甲」という。）と三重県鳥羽市長 木田久主一（以下「乙」

という。）とは、災害救助法又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律（以下「国民保護法」という）が発動された場合に災害救助用米穀等（政府米、乾パ

ン、乾燥米飯）の緊急引渡しを円滑に実施するため、次の事項について協定し互いに誠意

をもってその履行を確約するものとする。 

記 

１  乙は災害地の罹災者並びに救助作業、災害防止及び緊急復旧作業の従事者に対し応急

食料の供給を実施する必要があると認めたときは、事前に甲に所定の手続きをし、甲の

指示を受けるものとする。ただし、乙が交通・通信の途絶のため事前に甲の指示を受け

られず、災害救助法又は国民保護法発動期間中に災害救助用米穀等の供給を実施する必

要とする場合は当該地域を管轄する三重農政事務所消費流通課長、地域第一課長、地域

第二課長又は政府指定倉庫の責任者に対し直接文書により要請し、緊急引渡しを実施す

ることができるものとし、事後すみやかに甲に所定の手続きをするものとする。 

   

２ 乙が１により緊急引渡しを要請し、災害救助用米穀等の引渡しを受けた場合は、乙は

速やかに倉庫別取引数量をとりまとめ当該米穀の全数量について、予定価格を基準とし

て総合食料局長が決定した価格により買受けするものとする。 

 

３ 乙は管内届出事業者その他に対して、災害救助用米穀等の供給の実施に関する必要な

措置を講じておくものとする。 

 

４ 甲は必要があると認めたときは、乙に対しその業務又は、経理の状況に関して質問、

帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき報告、若しくは資料の提出を求める

ことができるものとする。 

 

５ 甲が乙に販売する災害救助用米穀等の価格については、総合食料局長が、災害救助法

又は国民保護法が発動された直前の政府売渡予定価格を基準として決定することを原則

とし、決定された場合は、甲はすみやかに乙に通知するものとする。中間経費について

は、現品取扱業者と乙の間に別途契約を締結して精算するものとする。 

 

６ 災害救助用米穀等の売買代金の延納措置（以下「延納措置」という。）については、次

のとおりとし、担保及び金利は徴しないものとする。 

  ア 災害救助法が発動された場合 

延納措置の期間については、原則として３０日以内とする。ただし、次に掲げる用

件をすべて満たす場合においては、３ヶ月以内とする。 



 

 

117 

 

    これらの期間については、甲が乙と協議の上、決定するものする。 

（ア） 大規模な災害が発生し、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づき

政府が緊急災害対策本部又は非常災害対策本部を設置したこと 

（イ） 自衛隊の派遣が行われていること  

（ウ） 乙から３０日を超える延納措置を必要とする旨の要請があり、総合食料局長がや

むを得ないと認めること 

 イ 国民保護法が発動された場合 

延納措置の期間については、３ヶ月以内とし、甲が乙と協議の上決定するものとす

る。 

 

７ 災害救助用米穀等として引渡しを行うものは正品に限るものとし、事故品（損傷品等）

の引渡しは行なわないものとする。 

  ただし、乙が当該事故品の損傷等の程度が軽微であり、災害救助用米穀等として適当

であると認めた場合であって、当該倉庫に在庫する正品の不足を補うため乙からの引渡

し要請があった場合は、当該事故品の引渡しをできるものとする。 

 

８ この協定の期間は、平成１８年１１月１日から１年間とする。 

ただし、期間満了の１カ月前までに甲、乙いずれからも文書による申し立てがない

場合は、さらに１年間延長するものとし、以後これに準じて延長するものとする。 

 

９ この協定の証として、本書２通を作成し、甲、乙各々その１通を所持するものとする。 

 

 

平成１８年１１月１日 

 

 

 

                  甲  三重県知事    野 呂 昭 彦   

 

 

 

                     乙 三重県鳥羽市長  木 田 久主一 
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15-15 維持管理の委託に関する協定書 
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15-16 水道災害等における応援協定 

 

鳥羽市水道事業（以下「甲」という。）と鳥羽市水道組合（以下「乙」という。）とは、地震・

津波・渇水・事故等の災害（以下「災害」という。）が発生した場合を想定し、次のとおり協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の管理する水道施設（特に管路等）に災害が発生した際に、施設の機能

の確保、及び回復を速やかに実施し、２次災害の防止を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 甲及び乙は、災害が発生し、緊急を要する場合の定義は、以下のとおりとする。 

２ 災害が発生し、即時的な対応が求められ、対応の遅延により、被害拡大が予想される場

合。 

（対象となる災害） 

第３条 本協定書の対象となる災害は、災害発生により、水道施設の機能の確保が損なわれ、被

害拡大が予想される場合とする。 

（協力要請） 

第４条 甲は、乙の所属会員が所有する水道用資機材及び労力の応援が必要とするときは、乙に

協力を要請することができる。 

２ 前項の協力要請は、鳥羽市水道災害応援協定要請書（様式第１号）により行うものとす

る。ただし、緊急を要するときは、電話、その他の方法で要請することが出来る。 

（緊急応援体系図） 

第５条 甲、乙は、協力要請や情報共有のため、「緊急応援体系図」（様式第２号）を作成し、円

滑な運用に努める。 

２ 乙は、前項により作成した資料に変更が生じた場合は、その都度変更し、甲に提出する

ものとする。 

（調査、災害応急復旧工事等の実施） 

第６条 乙は前項の協力要請が甲から提出された場合は、直ちに「緊急応援体系図」に則り、甲

の指示に従い調査ならびに、災害応急復旧工事を実施するものとする。 

但し、緊急を要する場合で、連絡が不可能である場合は、乙の判断により、２次災害

の被害拡大を防止する為に、調査及び災害応急復旧工事を実施するものとする。 

２ 前項に規定する緊急を要する場合で連絡が不可能である場合に実施される２次災害の

被害拡大を防止するための災害応急復旧工事及び調査については、原則として被災後３

日以内に着手前の状況、施行数量等を写真及び計算書等で甲に報告し、甲は直ちに乙と

協議し要請書を作成するものとする。 
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（経費の負担） 

第７条 甲は、乙が、前条において実施された調査ならびに、災害応急復旧工事についての費用

は、所属会員から提出された資料の内容を確認し、鳥羽市水道課の積算基準により行う。 

２ 現場が危険であると判断したときは速やかに帰還すること。又、その後安全であると判

断したときは調査、復旧する。 

３ 実施された調査ならびに、災害応急復旧工事についての契約は、乙の所属会員と締結す

るものとする。 

（活動等の報告） 

第８条 本協定第６条に基づいて、乙の所属会員が調査ならびに、災害応急復工事を実施し、そ

の業務が完了したときは、災害活動報告書（様式第３号）をもって甲に速やかに、報告す

るものとする。 

（連絡責任者） 

第９条 甲及び乙は、要請事項の伝達を正確に行う為に、事前に連絡責任者を定めておくものと

する。 

２ 前項の規定により、甲は水道課長、乙は鳥羽市水道組合会長とする。 

（協定の有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から期間満了の日までとする。但し、期間満了

の日の３０日前までに、甲又は乙の一方から書面をもって協定終了の意思表示をしない

限り、期間満了の翌日から更に１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

（その他） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲

乙協議して定めるものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するもの

とする。 

 

平成１9 年８月１日 

 

甲   鳥羽市大明東町１番６号 

鳥羽市水道事業 

鳥羽市長 木田 久主一 ㊞ 

 

乙   鳥羽市安楽島町１２６３ 

鳥羽市水道組合 

会 長   ㈱木下水源  

代表取締役 木下 晃  ㊞ 
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（様式第１号） 

鳥羽市水道災害応援協定要請書 

  年  月  日 

 

鳥羽市水道組合 

会長       様 

 

鳥羽市水道事業 

鳥羽市長  

 

水道災害等における応援協定第４条により要請します。 

１． 場  所 

 

２． 状  況 

 

 

３． 要請内容 

 

４． そ の 他 

 

 

 

                                     

受 諾 書 

鳥羽市水道事業 

鳥羽市長       様 

 

上記の要請について同意し、水道災害等における応援協定第６条により作業

を実施します 

 

 

   年  月  日 

鳥羽市水道組合 

所属会員        
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（様式第２号）                   

緊急応援体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  ○会長  △副会長  ▲書記・会計 

 

 

 

 

 

 

（様式第３号） 

統括責任者 水道課長       

電 話 ０５９９－２６－２６４１ 

ＦＡＸ ０５９９－２６－５８７４ 

鳥羽市水道組合 会長 

電 話 ０５９９－２５－２５７８ 

ＦＡＸ ０５９９－２６－３８７８ 

地区責任者 

㈲鳥羽配管設備 

 

 

地区責任者 

㈲菅島建設 

地区責任者 

松本住宅設備舗 

鳥羽１地区 鳥羽２地区 離島地区 

鳥羽１地区 堅神、屋内、池上、１丁目～５丁目、幸丘、大明東、大明西、高丘、安楽島、船津、

幸丘、小浜、若杉、岩倉、松尾、河内、白木、 

鳥羽２地区 浦村，石鏡、国崎、相差、畔蛸、堅子、千賀 

離島地区  坂手、菅島，桃取、答志、神島 

○㈱木下水源 

坂倉電気工事 

㈲大進ハウジング 

㈲竹田工業所 

▲㈲鳥羽配管設備 

㈲中村松兵衛商店 

福原水道 

㈱マツダ建設 

上村工業 

久保田水道 

松井水道 

△松本住宅設備舗 

㈲菅島建設 

㈲中西水道 
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災 害 活 動 報 告 書 

 

鳥羽市水道事業 

鳥羽市長       様 

 

鳥羽市水道組合 

所属会員        

                                ㊞ 

 

 

日  時 

（  地区） 

  年  月  日（午前・午後 時～ 時） 

（地区名） 

位  置 

 

鳥羽市 

被害の状況 

 

 

 

 

 

周辺への影響 

 

 

 

 

災害応急復旧工事内容  

以上のとおり報告します 
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15-17 災害時における鳥羽市とかんぽの宿鳥羽との協力に関する協定 

 

 

鳥羽市（以下「甲」という。）と かんぽの宿 鳥羽（以下「乙」という。）とは 

災害時における協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的）  

第１条 この協定は、鳥羽市内に地震その他の災害が発生した場合において、乙が 

第３条に定める協力を甲に対して行い、災害救助対応を円滑に遂行することを 

目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この協定における｢災害｣とは、災害対策基本法 (昭和 36 年法律第 223 号) 

第２条１号に定める被害をいう。 

 

（協力の内容） 

第３条 乙は、鳥羽市内に災害が発生したときは、甲の要請に基づき、次の各号 

の協力を行うものとする。ただし、協力の範囲は乙の業務に支障を来さない範囲 

とする。 

(１) 屋内外における避難場所の提供 

(２) 浴場を開放しての入浴の提供 

(３) 炊き出しを中心とした非常食の提供  

(４) その他甲が可能とする協力 

 

２ 乙は、第２条に定める災害以外の災害について、甲の要請があった場合は 

可能な限り前項に準じて協力を行うものとする。 

 

（周知） 

第４条 乙は、乙の敷地内に「鳥羽市との協定による災害時避難場所」と明示した 

案内板を設置し、甲は、本協定の内容について市民に周知するものとする。 

 

（防災訓練への参加） 

第５条 乙は、甲が行う防災訓練に参加し、防災に関する知識等を習得し、災害時 

における対応に万全を期するよう努めるものとする。 

 

（連絡責任者） 

第６条 

この協定に関する連絡責任者は、甲においては総務課長、乙においては  



 

 

126 

 

支配人とする。 

 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙 

協議の上決定する。 

 

   この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者署名押印の上 

各１通を保有する。 

 

  

    平成１９年１０月 １日 

 

 

                甲  鳥羽市鳥羽三丁目１－１ 

                   鳥 羽 市 長 木 田 久主一 

 

 

                乙  鳥羽市安楽島町１２００－７ 

                   かんぽの宿 鳥羽 

                   総 支 配 人 杉 下 周 平 
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15-18 船舶による災害時等の協力に関する協定 
 

鳥羽市（以下「甲」という。）と伊勢湾防災株式会社（以下「乙」という。）とは、災害

時等における協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36年 11月 15日法律第 223号）に定められた

災害及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16年６月

18日法律第 112号）に定められた武力攻撃事態等並びに甲が対策を必要と認める事象（以

下「災害時等」という。）において、船舶による消火活動並びに海上における人員及び物

資の輸送等を確保するために、甲が乙に対して災害時等の業務に関し、協力を求めると

きの必要な事項を定めるものとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害時等が発生し、次条に掲げる業務を遂行するため乙の協力を得る必要

があるときは、乙に対し協力を要請することができる。ただし、乙は特別な事情により

直ちに要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに甲に連絡するものとする。 

２ 要請により出動した乙の船舶の指揮は、甲が執るものとする。 

３ 第１項の規定による要請は、様式第１号により業務の内容、期間等を指定して文書で

行う。ただし、文書で要請するいとまがないときは、電話又は口頭で要請し、その後速

やかに文書を送付するものとする。 

 

（業務の内容） 

第３条 本協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務（以下「協力業務」という。）は、

次のとおりとする。 

 ⑴ 船舶の出動が必要な消火業務 

 ⑵ 船舶の出動が必要な油漏れ等の災害対策業務 

 ⑶ 船舶の出動が必要な水難救助業務 

 ⑷ 被災者（滞留者を含む。）の輸送業務 

 ⑸ 災害等救助に必要な食料品、生活必需品等の輸送業務 

 ⑹ 災害等応急対策に必要な要員、資機材等の輸送業務 

 ⑺ 前各号に関して甲が実施する訓練業務 

 ⑻ その他甲が必要とする船舶による応急対策業務 

 

（業務報告） 

第４条 乙は、協力業務を実施したときは、当該業務の終了後速やかに、様式第２号によ

りその状況を甲に報告する。ただし、文書で報告するいとまがないときは、電話又は口

頭で報告し、その後速やかに文書を送付するものとする。 
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（費用の負担） 

第５条 第２条第１項の規定により乙が実施した協力業務に要した費用のうち、甲が負担

する経費については、甲乙協議して決定するものとする。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第６条 乙は、協力業務の終了後、当該業務に要した前条の費用について、甲に請求する

ものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認し、速やかに費用を支払うものとする。 

 

（賠償） 

第７条 甲及び乙は、この業務の履行に関して、自己の責に帰すべき事由により甲、乙又

は第３者に損害を与えた場合は、自己の責任と負担において処理するものとする。ただ

し、天災又は不可抗力により生じた損害の取り扱いについては、甲乙間で別途協議する

ものとする。 

 

（守秘義務） 

第８条 乙は、協力業務上知り得た秘密を外部に漏らし又は他の目的に利用してはならな

い。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度

甲乙協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 10 条 この協定は、平成 19 年 12 月 27 日からその効力を有するものとし、甲、乙が文

書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続する。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有す

る。 

平成 19年 12月 27日 

 

甲 三重県鳥羽市鳥羽三丁目１番１号 

鳥羽市 

鳥羽市長 木田 久主一 

 

乙 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 25番地９号 

伊勢湾防災株式会社 

専務執行役員 中尾 勝 
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様式第１号 

年   月   日 

伊勢湾防災株式会社       様 

 

要請者 鳥羽市長         

 

船舶による災害時等の協力に関する要請書 

 

平成１９年１２月２７日に締結した「船舶による災害時等の協力に関する協定」第２条

に基づき、下記のとおり協力を要請します。 

 

記 

 

１ 要請期間 

年   月   日 ～    年   月   日 

 

２ 要請事項 

要請内容 要請先 備考 

   

   

 

３ 連絡先 
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様式第２号 

年   月   日 

鳥羽市長       様 

 

報告者 伊勢湾防災株式会社         

 

船舶による災害時等の協力に関する業務報告書 

 

平成１９年１２月２７日に締結した「船舶による災害時等の協力に関する協定」第４条

に基づき、下記のとおり協力業務を実施しましたので報告します。 

 

記 

 

１ 業務期間 

年   月   日 ～    年   月   日 

 

２ 業務事項 

業務内容 業務先 備考 

   

   

 

３ 連絡先 
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15-19 災害時における覚書 

 

鳥羽市（以下「甲」という。）と三重県立鳥羽高等学校（以下「乙」という。）とは、災

害発生時に、甲が一時立ち退き場所及び避難所（以下「避難所等」という。）として乙の施

設を使用することについて、必要な事項を定めるため、次のとおり覚書を締結する。 

 

（避難所等） 

第１条 甲は、鳥羽市内に地震、津波、豪雨、洪水等の災害が発生し、住民の避難 

 が必要と判断される場合、乙が管理する次の施設を避難所等として使用すること 

 ができる。 

 ⑴地震、津波時の一時立ち退き場所  三重県立鳥羽高等学校 校庭 

⑵地震、津波時の避難所       三重県立鳥羽高等学校 体育館 

 ⑶暴風、豪雨、洪水等の避難所    三重県立鳥羽高等学校 体育館 

 

 （避難所等の開設） 

第２条 甲は第１条の定める施設を避難所等として使用するときは、事前に文書又 

 は口頭により乙に報告しなければならない。 

 

 （避難所等の管理） 

第３条 避難所等の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２ 甲は、避難所等を開設したときは、現場における管理運営責任者を定め、乙に報告し

なければならない。 

 

 （避難所等解消の努力） 

第４条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、避難所等の早期

解消に努めるものとする。 

 

 （避難所等としての使用の終了） 

第５条 甲は、第１条に定めた施設について避難所等としての使用を終了する際に 

は、文書又は口頭で通知するとともに、その施設を原状回復し、乙の確認を受けなけれ

ばならない。 

 

（非常用通信の確保・管理） 

第６条 甲は、避難所等に非常用の通信を確保するものとする。 

２ 前項の通信手段は、鳥羽市防災行政無線（陸上移動局）とし、乙の管理とする。 
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 （覚書の期間） 

第７条 この覚書の期間は平成２０年４月１日から１年間とする。 

  ただし、期間満了の１カ月前までに甲、乙いずれからも文書による申し立てがない 

場合は、さらに１年間延長するものとし、以後これに準じて延長するものとする。 

 

 （協議） 

第８条 この覚書に定めのない事項及び覚書に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、 

決定するものとする。 

 

甲と乙は、この覚書を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、 

各１通を保有する。 

 

 平成２０年 ４月 １日 

 

 

甲 鳥羽市鳥羽三丁目１番１号 

                     鳥羽市長  木 田 久 主 一 

 

 

乙 鳥羽市安楽島町１４５９ 

                     三重県立鳥羽高等学校 

                      校 長  辻 村 大 智 
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15-20 災害時における災害復旧用オープンスペースに関する協定書 
 

鳥羽市（以下「甲」という。）と鳥羽志勢広域連合（以下「乙」という。）、中部電力株式

会社（以下「丙」という。）及び西日本電信電話株式会社三重支店（以下「丁」という。）

は、地震等大規模災害の発生時における災害復旧活動の用地等の確保と使用に関し、次の

とおり協定する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、災害復旧に資するため、乙が所有し管理する用地等を、丙又は丁の

災害復旧用オープンスペース（工事用資機材の設置を含む。）として甲の責務におい

て確保し、電気、通信等の迅速かつ的確な復旧対策を構築することを目的とする。 

 

（災害復旧用オープンスペース） 

第２条 災害復旧用オープンスペースとして使用する用地は、別表に掲げるとおりとする。 

 

（使用要請） 

第３条 丙又は丁が災害復旧用オープンスペースを使用する場合は、甲に対して、あらか

じめ定められた様式の書面により使用要請を行うものとする。 

ただし、書面による使用要請ができない場合は、口頭等で要請した後、すみやか

に定められた様式の書面を提出するものとする。 

２ 乙は、甲より前項の規定による使用要請があった場合には、特別の事由がない限

り、使用を認めるものとする。 

 

（使用方法） 

第４条 丙及び丁は、前条においてそれぞれ認められた同一の災害復旧用オープンスペー

スを同時期に使用する場合は、丙、丁協議してそれぞれの使用範囲、方法等を定め

るものとする。 

２ 丙又は丁は、災害復旧用オープンスペース内の施設（以下「施設」という。）の使

用を必要とする場合には、甲乙と協議して使用内容、期間等を定めるものとする。 

３ 丙又は丁は、災害復旧用オープンスペース又は施設内に災害復旧活動のための 

設備を設置する場合には、甲乙と協議のうえ、それぞれが自己の責任と負担におい

て設置できるものとする。 

 

（無償使用） 

第５条 乙は、災害復旧用オープンスペース及び施設を、丙及び丁に無償で使用させるも

のとする。 
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（原状回復） 

第６条 丙又は丁は、災害復旧用オープンスペース又は施設を返還する場合は、それぞれ

自己の責任と負担において原状回復を行うものとし、第４条第３項により設置した

設備は、自己の責任と負担において速やかに撤去するものとする。 

 

（損害賠償） 

第７条 丙又は丁は、災害復旧用オープンスペース又は施設の使用に際し、自己の責めに

帰すべき事由により、他の当事者または第三者に損害を及ぼしたときは、自己の責

任と負担において解決するものとする。 

 

（協議事項） 

第８条 この協定に定めない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、

甲、乙、丙及び丁が協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定は、平成２０年８月２６日から、その効力を有するものとし、甲、乙、

丙又は丁が書面をもって協定の終了を他の当事者に通知しない限り、その効力を  

持続するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書４通を作成し、甲、乙、丙、丁記名押印のうえ、各

自その１通を保有する。 

 

平成２０年８月２６日 

 

鳥羽市鳥羽３丁目１－１ 

甲    鳥羽市長        木 田 久 主 一 

 

志摩市磯部町迫間２２番地 

乙    鳥羽志勢広域連合長   竹 内 千 尋 

 

津市丸之内２番２１号 

丙    中部電力株式会社 

執行役員三重支店長   川 瀬 富 治 

 

津市桜橋二丁目１４９番地 

丁    西日本電信電話株式会社 

三重支店長       手 島 幸 哉 
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別表 

災害復旧用オープンスペース一覧表              平成２０年８月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名  称 所 在 地 番 面 積 
所有・ 

管理者 
備 考 

鳥羽志勢クリーンセンタ

ー芝生公園 

鳥羽市白木町 

２４７－１０及び 

２４７－７９ 

２，１００

㎡ 

鳥羽志勢広

域連合長 
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様 式 

 

                               年  月  日 

鳥羽市長    様 

 

                要請者 

住所   

 

氏名                 印  

 

災害時における災害復旧用オープンスペース使用要請書 

 

平成２０年８月２６日に締結した「災害時における災害復旧用オープンスペースに関す

る協定書」に基づき、下記のとおり使用を要請します。 

 

記 

 

１ 使用期間 

         年   月   日 ～      年   月   日 

 

２ 要請地及び施設名称 

名   称 所 在 地 番 面 積 所有者・管理者 備考 

鳥羽志勢クリーンセンター

芝生公園 

鳥羽市白木町 

２４７－１０及び 

２４７－７９ 

２，１００

㎡ 

鳥羽志勢広域

連合長 
 

    
 

    
 

※要請地及び施設名称を記載すること。 

 

３ 連絡先 

 
 

                                         

以上 
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15-21-(1) 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 
 

鳥羽市（以下「甲」という。）と三重県石油商業組合鳥羽支部（以下「乙」という。）と

は、地震災害時における帰宅困難者に対する支援に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、市内において東海地震、東南海・南海地震等大規模地震が発生し、

交通が途絶した場合において生じる帰宅困難者を支援するため、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（支援の内容） 

第２条 甲は、乙に対し、乙の組合員の給油所において、帰宅困難者に対する一時休憩所、

飲料水、トイレ等の提供及び地図等における道路の情報、ラジオ等で知り得た通行可能

な道路情報等の提供を要請することができる。 

２ 甲及び乙は、前項に定めない事項について、相互に協力を要請することができる。 

 

（支援の実施） 

第３条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な

範囲において、帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。ただし、前条第１項の

支援に関しては、通信途絶等により要請行為が行えないことが想定されることから、乙

は、積極的に帰宅困難者を支援するよう努めるものとする。 

 

（経費の負担） 

第４条 前条に規定する支援に要した経費は、当該支援を実施した者が負担するものとす

る。 

 

（情報の交換） 

第５条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交

換を行うものとする。 

 

（守秘義務） 

第６条 乙は、協定履行上知り得た秘密を外部に漏らし又は他の目的に利用してはならな

い。 

 

（協力組合員名簿の提出） 

第７条 乙は、所属する組合員のうち、この協定に基づく支援に協力できる者の名簿を毎

年１回提出するものとする。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度

甲乙協議して定めるものとする。 
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（有効期間） 

第９条 この協定は、平成２０年１０月 ９日からその効力を有するものとし、甲、乙が

文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続する。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

平成２０年１０月 ９日 

 

甲 三重県鳥羽市鳥羽３丁目１―１ 

鳥羽市長 木田 久主一 

 

乙 三重県鳥羽市鳥羽４丁目１４―７ 

三重県石油商業組合鳥羽支部 

支部長 柴山 純一 
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15-21-(2) 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書 

 

鳥羽市（以下「甲」という。）と三重県石油商業組合鳥羽支部（以下「乙」という。）と

は、災害時における石油類燃料の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年１１月１５日法律第２２３号）に定め

られた災害及び大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第２条第１３号

の規定による警戒宣言が発せられた場合（以下「災害時」という。）において、甲が必要

な石油類燃料を調達することができるようにするための事項を定めるものとする。 

 

（協力体制の確保） 

第２条 災害時に必要な石油類燃料の調達及び安定供給を行うため、甲は、乙に対して情

報の提供及び必要な要請を行い、乙は、それを受けて乙の組合員に対して必要な指導を

行うものとする。 

２ 乙は、災害時の石油類燃料の供給に関する協定を締結するにあたり、本協定に協力す

る組合員（以下「協力組合員」という。）の名簿を作成し、甲の要請に備えることとする。 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において石油類燃料を必要とするときは、乙に対して、石油類燃料

の供給及び石油類燃料の運搬について協力を要請することができる。 

 

（要請への協力） 

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲において、石油

類燃料の優先供給及び運搬について協力するとともに、協力組合員に必要な指示・指導

を行うものとする。 

 

（石油類燃料の供給） 

第５条 石油類燃料を優先供給する者は、協力組合員の中から乙が指定するものとする。 

 

（石油類燃料の運搬） 

第６条 石油類燃料を運搬する者は、協力組合員の中から乙が指定するものとする。 
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 ただし、乙が指定できない場合は、甲又は甲が指定する者が行うものとする。 

２ 石油類燃料の引渡しは、甲の指定する場所とし、甲は、当該引渡し場所に職員を派遣

し、納品を確認の上、引き取るものとする。 

 

（費用の負担） 

第７条 第４条の規定により乙が供給した石油類燃料の対価及び乙が行った運搬の費用に

ついては、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する対価及び費用は、乙が指定した協力組合員が提出する出荷確認書に基

づき、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

（補償） 

第８条 甲は、第６条の規定により、甲又は乙の指定により石油類燃料の運搬に従事した

者が、その責に帰することができない事由により、死亡し、負傷し、疾病にかかり、又

は障害の状態になったときは「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補

償に関する条例（昭和３７年１０月１３日三重県条例第４６号）の規定に準じて、その

損害を補償するものとする。 

 

（守秘義務） 

第９条 乙は、協定履行上知り得た秘密を外部に漏らし又は他の目的に利用してはならな

い。 

 
（価格高騰の防止） 

第１０条 乙は、災害時において石油類燃料価格の高騰の防止に努めるものとする。 

 

（防災意識の向上） 

第１１条 乙は、組合活動を通じて、日常的に石油類燃料の備蓄、緊急対応設備の整備等

組合員の防災意識の向上に努め、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。 

 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都

度甲乙協議して定めるものとする。 
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（有効期間） 

第１３条 この協定は、平成２０年１０月 ９日からその効力を有するものとし、甲、乙

が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続する。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有

する。 

 

平成２０年１０月 ９日 

 

甲 三重県鳥羽市鳥羽３丁目１―１ 

鳥羽市長 木田 久主一 

 

乙 三重県鳥羽市鳥羽４丁目１４―７ 

三重県石油商業組合鳥羽支部 

支部長 柴山 純一 
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15-22-(1) 災害時における物資提供に関する協定 

 

鳥羽市（以下「甲」という。）とコカ・コーラ セントラル ジャパン 株式会社（以下

「乙」という。）とは、災害時における物資提供について次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時における飲料水(以下「物資」という。) の提供に関する

乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の内容） 

第２条 鳥羽市内に震度５弱の地震又はこれと同等以上の災害が発生し、又は発生する

恐れがある場合において、甲の災害対策本部が設置され、当該災害対策本部から物資

の提供について要請があった時、乙はこの協定の内容により協力するものとする。 

２ 乙は、第 1項の要請があった時は、鳥羽市内に設置した地域貢献型自動販売機（メ

ッセージボード搭載型）の機内在庫の製品を甲に無償で提供するものとする。 

また、機内在庫以外に乙は、物資を甲の指定する施設へ無償で提供するものとする。

無償提供する物資の数量は、甲、乙の協議により決定するものとする。 

３ 乙は、速やかに協力体制を整えるなど万全を期すものとする。ただし、道路不通及

び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を練るものとする。 

 

（申請の手続） 

第３条 甲は、この協定による要請を行う時は、救援物資（飲料水）提供要請書（様式

１）をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等により要

請することができるものとする。この場合、後日速やかに援助物資（飲料水）提供要

請書を提出するものとする。 

 

（有効期間） 

第４条 この協定の有効期間は、平成２０年１０月９日から平成２３年３月３１日まで

とする。 

ただし、有効期間満了の１カ月までに甲乙のいずれからもこの協定の解除の申出が

ない限り、更に１年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。 

 

（協議） 

第５条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関して必要な事項その他この協

定に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。 
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この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各１

通を保有する。 

 

 

平成２０年１０月９日 

 

甲   三重県鳥羽市鳥羽三丁目 1―1                       

鳥羽市役所 

鳥羽市長 

               （印） 

 

 

乙    名古屋市東区砂田橋四丁目 1番 47号 

    コカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社 

    常務執行役員 

営業副本部長                  

                (印） 
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様式１（第３条関係） 

 

救援物資（飲料水）提供申請書 

 

  年  月  日 

コカ･コーラ セントラル ジャパン株式会社 

代表取締役社長 髙橋 顕三様 

鳥羽市長      

 

災害時における救援物資（飲料水）の提供に関する協定第２条第２項の規定

により、次のとおり要請します。 

 

飲料水の種類及び数量 

 

物資搬入希望日時  

物資搬入場所  

災害対策本部設置日  

電話要請日時  

電話要請者（鳥羽市） 

応答者（ｺｶ･ｺｰﾗｾﾝﾄﾗﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会

社） 

要請者：     応対者： 

物資搬入等における鳥羽市担当者 
鳥羽市(               ) 

氏名          電話 

その他 
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15-22-(2) 地域貢献型自動販売機の設置に関する覚書 

 

鳥羽市（以下「甲」という。）とコカ･コーラ セントラル ジャパン株式会社（以下「乙」

という。）とは、災害時における物資提供に関する協定を補完するため、必要な事項につい

て、乙が所有する地域貢献型自動販売機（メッセージボード搭載型）（以下「自販機」とい

う。）の設置に関し、次のとおり覚書を締結する。 

 

(自販機等設置施設等) 

第１条 甲は、乙が自販機を甲の管理する施設に設置し、乙の商品を販売することを承諾

する。 

自販機設置先については、別途作成する鳥羽市地域貢献型自販機設置一覧表(以下｢設置一

覧表｣という。) のとおりとする。 

２ 設置する自販機の機種名、管理番号は設置一覧表に記載のとおりとし、自販機の移動・増

減の管理は今後、この設置一覧表にて管理するものとする。 

 

(商品販売価格) 

第２条 自販機による商品の売価設定は次のとおりとする。 

商品形態 単位 売価（税込） 

缶・ペット １本 １２０円～１５０円 

 

（行政財産目的外使用料） 

第３条 甲は、第１条で定める自販機に係る行政財産目的外使用料については、「災害時の

物資提供に関する協定」の趣旨・目的に鑑み免除するものとする。 

 

 

（電気代相当額） 

第４条 乙は、自販機稼動に伴う電気代相当額として１台につき月額２，７５０円（税込）

を年１回甲が送付する納付書にもとづき、その指定する期日までに、その指定する銀行

口座へ振込みにより支払うものとし、その振込みに係る手数料は乙の負担とする。 

 

（有効期間） 

第５条 本覚書の有効期間は平成２０年１０月９日から平成２３年３月３１日とし、期間

満了の１か月前までに甲又は乙より異議申し立てがないときは自動的に１年間延長する

ものとし、以後も同様とする。 
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（商品補充等の維持管理） 

第６条 甲は、乙の従業員又は乙の指定する業者が、商品補充・代金の回収・自販機の保

全修理のために設置先へ立ち入ることを許可する。 

 

（自販機の保全協力） 

第７条 甲は、努めて自販機の保全に協力するとともに、故障発生時には可能なかぎり乙

へ連絡するものとする。 

 

（自販機の設置費用等） 

第８条 自販機の設置、交換、移動、撤去は乙の費用と責任にて行うものとする。なお、

甲・乙双方の承諾なしに、自販機を移動、撤去できないものとする。 

 

（故障時等の措置） 

第９条 乙は、自販機の点検に努め、万一故障又は損傷が生じた場合は、速やかに必要な

措置をとるものとする。なお、修理に要した費用は、甲の責に帰すべきものを除きすべ

て乙が負担するものとする。 

 

（覚書の解約） 

第１０条 自販機設置箇所が甲において公用に供する必要が生じた場合等や、販売数量が

著しく減少する等、本覚書の継続が困難な場合は、甲・乙協議の上、本覚書を解約する

ことができるものとする。 

 

（覚書の解除） 

第１１条 甲・乙に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、通知・催告を要せず直

ちに、本覚書を解除することができる。 

⑴ 本覚書の各条項に違反し、催告されても１ヶ月以内に履行されないとき 

⑵ その他、前各号に類する事態が生じ、乙・甲双方に対する信用不安が生じたとき 

 

（解約後の自販機の撤去） 

第１２条 有効期間満了等により、本覚書を解約した場合、乙は自販機を直ちに撤去す

る。 

 

（秘密保持） 

第１３条 甲及び乙は、本覚書の内容およびこれに付随する一切の事項ならびに甲・乙双

方から知りえた秘密事項及び個人情報等を本契約期間中は勿論、本覚書終了後といえど

も利用してはならず、また、相手方の事前の承諾がない限り第三者に許可なく開示又は

漏洩してはならない。 
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(自販機における売価変更) 

第１４条 新商品の発売及び売価変更等により、第２条に定める売価以外の商品を自販機

で販売する場合は、相互が保管する本覚書の特記欄に変更額を記載することに同意す

る。 

 

（その他） 

第１５条 本覚書に定めのない事項については、甲・乙が信義・誠実の原則に基づき協議

し、円満に解決するものとする。 

 

    平成２０年１０月９日 

 

（甲）住  所 三重県鳥羽市鳥羽市三丁目１－１ 

鳥羽市役所 

鳥羽市長  木田 久主一  

 

      

（乙） 住  所 名古屋市東区砂田橋四丁目 1番 47号 

        コカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社 

        法人営業統括部 

 法人第一営業部長 菊池 健三  
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15-23 災害時における協定 
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15-24 地震・津波・風水害等の災害応急工事に関する協定書 

 

 鳥羽市（以下「甲」という。）と鳥羽商工会議所（以下「乙」という。）は、

地震・津波・風水害等の災害（以下「災害」という。）が発生した場合の被災状

況等の調査及び災害応急工事の施工に関して次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の管理する道路、河川、漁港等の公共土木施設（以下

「公共施設」という。）に災害が発生した際に、甲、乙が協力し連絡調整を図

り、速やかに調査及び災害応急工事を実施し、機能の確保及び回復を図るこ

とを目的とする。 

  また、大規模地震等に際しては甲の管理する道路以外の主要道路について

も２者が協力し、緊急輸送に必要な道路の確保のための状況調査を行うもの

とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「調査」とは、公共施設と緊急輸送に必要な道路等

の被災状況把握及び災害応急工事の計画・施工に関する調査とする。 

２ 「災害応急工事」とは、２次災害の発生・誘発の恐れがある場合及び緊急

物資や復旧作業に係る人員輸送ルートの確保等、緊急に対策が必要な場合に

おける仮復旧工事及び仮設工事等とする。 

３ 「会員」とは、乙が組織する建設運輸部会会員のうち本業務に従事するも

のとする。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、調査及び災害応急工事を実施する必要がある際は、乙に別紙要

請書により協力を要請する。 

２ 乙は、前項の要請があった際は、速やかに会員に連絡し、調査及び災害応

急工事の実施について甲に協力するものとする。 

 

（緊急連絡応援体制ネットワーク） 

第４条 甲及び乙は、協力要請や情報共有のため、緊急連絡応援体制ネットワ

ークを確立するものとする。 

 

（調査及び災害応急工事の実施） 

第５条 会員は、甲の指示に従い調査及び災害応急工事を実施するものとする。
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但し、緊急を要する場合で連絡が不可能である場合は、会員の判断により被

災状況等の調査及び災害応急工事を実施するものとする。 

２ 前項の緊急を要する場合で連絡が不可能である場合に実施された調査及び

災害応急工事については被災後３日以内に着手前の状況、施工数量等を写真

及び計算書等で甲に報告し、甲は直ちに乙と協議を実施し要請書を作成する

ものとする。 

３ 甲の要請する災害応急工事及び前項で会員が実施する災害応急工事の内容

については、次のとおりとする。 

・ 公共施設及び緊急輸送ルートの状況の調査 

・ 崩土、倒木等の交通障害物の除去 

・ 増破防止措置 

・ 仮復旧及び仮設工事 

・ 構造物等の安定計算及び設計 

・ 避難所及び収容施設の応急補修 

・ 応急建築資材の収集 

・ その他必要な措置 

４ 前項の内容のほか、船舶による海上輸送等の災害応急対策の実施のために 

必要な資機材等の輸送及び災害救助に必要な生活必需品等の輸送業務につい 

ても協力体制を図るものとする。 

 

（応急建築資材の収集等） 

第６条 会員は、災害時に甲が実施する災害対策に必要な資機材使用の要請が 

あった場合は、可能な範囲で提供するものとする。また、甲は会員の保有備 

蓄資機材に関して把握することができるものとする。 

 

（費用の精算） 

第７条 甲は、第３条の協力要請に要した費用について、第５条において実施

された内容を確認し、災害発生時の甲の採用する積算基準等により精算を行

う。 

 

（従事者の災害補償） 

第８条 第５条の規定において会員の業務従事者が、その責に帰することがで

きない事由により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の損害

補償は、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）により行うものと

する。ただし、労働者災害補償保険法が適用されない場合は鳥羽市消防団員

等公務災害補償条例（昭和 41 年条例第 16 号）の例により、甲が補償するも
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のとする。 

２ 乙又は乙の会員は、前項の事実の発生後速やかに、その状況を書面により

甲に報告し、その処置について甲と、乙又は乙の会員は協議して定めるもの

とする。 

 

（協定の有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。但

し、期間満了の日から３０日前までに、甲、乙がこの協定を終了させる意思

表示がない場合は、期間満了の翌日から起算して１年間この協定を更新する

ものとする。 

 

（協議事項） 

第１０条 この協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じたときは、そ

の都度双方で協議して定めるものとする。 

 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙押印のうえ各１通を保有

するものとする。 

 

 

平成２２年６月４日 

 

   

               鳥羽市鳥羽三丁目１番１号 

甲  鳥羽市 

               鳥羽市長  木田 久主一 

 

 

 

   

 

 

 鳥羽市大明東町１番７号 

乙  鳥羽商工会議所 

   会頭  吉田 謙一 
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15-25-(1) 災害時の医療救護活動に関する協定書 

 

鳥羽市（以下「甲」という。）と社団法人志摩医師会（以下「乙」という。）とは、災

害時における医療救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（総則） 

第１条 本協定は、鳥羽市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が

行う災害時における医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 
 

（災害医療救護活動計画） 

第２条 乙は、災害時における医療救護活動の円滑な実施を図るため、災害医療救護活

動計画を策定し、甲に提出するものとする。 

２ 乙は、災害医療救護活動計画の内容を変更したときは、変更事項を速やかに甲に提

出するものとする。 
 

（医療救護班の派遣） 

第３条 甲は、防災計画に基づき、医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に

医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項に規定する要請を受けたときは、医師及び看護師等で構成する医療救護

班を第 5 条に規定する救護所に派遣するものとする。 

３ 甲は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請する場合は、次の事項を示した文書又は

電話等により行うものとする。 

(1) 災害発生の日時及び場所 

(2) 災害の発生原因及び状況 

(3) 出動に要する人員数、医薬品及び資器材等の種類 

(4) その他必要と認められるもの 

４ 乙は、甲の要請を受ける前に緊急やむを得ない事情により医療救護班を派遣した場

合には、その旨を速やかに甲に報告するとともに、甲の承認を受けるものとする。 
 

（医療救護班の輸送） 

第４条 医療救護班は、原則として、タクシー等の交通機関又は班員の所有する車両等

により、次条に規定する救護所に直行するものとする。ただし、災害の状況等により

前段の車両等の利用が困難であるときは、甲の調達する車両等を活用するものとする。 

２ 傷病者の収容医療機関への輸送は、乙の指示に基づき甲が行うものとする。 
 

（救護所） 

第５条 甲は、災害の状況等により、必要に応じて現地に救護所を設置するものとする。 

２ 甲は、前項に定めるもののほか、災害の状況等により必要があると認めるときは、

被災地周辺の収容医療機関内に、乙及び乙の会員の協力のもと救護所を設置すること
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ができる。 
 

（医療救護班の業務） 

第６条 医療救護班は、甲が設置する救護所及びその他指示する場所において医療救護

活動を行うものとする。 

２ 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

(1) 被災者の状態判定 

(2) 後方支援医療機関への搬送の要否及び優先順位の判定 

(3) 傷病者に対する応急処置及び必要な医療行為 

(4) 死亡の確認 

(5) その他状況に応じた処置 
 

（医療救護班に対する指揮） 

第７条 医療救護班に係る指揮命令は、乙の災害医療救護活動計画に基づき、乙が行う

ものとする。 
 

（連絡調整） 

第８条 医療救護班の医療救護活動に係る連絡調整は、甲及び乙の指定する者が協議し

て行うものとする。 
 

（医薬品等の調達） 

第９条 医療救護班が使用する医薬品等は、原則として当該医療救護班が携行するもの

のほか、乙から要請があった場合は、甲が調達するものとする。 

２ 救護所等において必要となる物資は、甲が調達するものとする。 
 

（医療費の取扱い） 

第 10 条 第 5 条に規定する甲が設置する救護所等における傷病者の医療費は、原則と

して無料とする。 

２ 災害拠点病院等の後方支援医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 
 

（費用弁償） 

第 11 条 甲の要請により乙が医療救護活動を実施した場合に要する次に掲げる費用は、

甲の負担とする。 

(1) 医療救護班の派遣に要する経費 

(2) 医療救護班が携行した医薬品等のうち、実際に使用したものの実費弁償 

(3) 医療救護班が携行した医薬材料等を滅失損傷した場合の実費弁償 

(4) 医療救護班が公共交通機関等を利用した場合の実費弁償 

２ 第５条第２項の規定により収容医療機関に救護所を設置した場合において、乙の医

療救護活動に起因する収容医療機関の施設に損傷が生じたときの修繕費、前項第１号

及び第２号に掲げる経費及び光熱水等の実費弁償 
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（災害補償） 

第 12 条 甲の要請に基づき医療救護活動に参加している間、及び救護所との往復の途

上において負傷し、疾病に罹り又は死亡した場合の災害補償は、「鳥羽市消防団員等

公務災害補償条例（昭和 41 年鳥羽市条例第 16 号）」の規定を準用するものとする。 
 

（医事紛争の処理） 

第 13 条 この協定に基づき実施した医療救護活動において患者との間に医事紛争が発

生したときは、甲の責任において処理するものとし、乙又は従事医師に求償しないも

のとする。 
 

（災害救助法との関係） 

第 14 条 当該災害が災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）による指定を受けた場合

は、本協定はその指定を受けた日から災害救助法の定めるところによる。 
 

（委任） 

第 15 条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。 
 

（協議） 

第 16 条 この協定に定めのない事項及び実施にあたって疑義を生じた場合は、甲、乙

協議のうえ定めるものとする。 
 

（協定の期間） 

第 14 条 この協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、協定締結の日から平成

23 年 3 月 31 日までとする。ただし、協定期間の満了する１月前までに、甲又は乙か

ら協定を更新しない旨の意思表示がない場合は、協定期間満了の日の翌日から更に１

年間更新するものとし、以後においても同様とする。 
 

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各１通を保有

するものとする。 
 
 

 平成 22 年 10 月１日 
 
 

甲 鳥羽市鳥羽三丁目 1 番 1 号 

  鳥羽市 

   鳥羽市長 木 田 久主一 

 

 

乙 志摩市阿児町鵜方 2548 番地 2 

  社団法人 志摩医師会 

   会 長  岡 宗 眞一郎 
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15-25-(2) 災害時の医療救護活動に関する協定書実施細目 

 

鳥羽市（以下「甲」という。）と社団法人志摩医師会（以下「乙」という。）とは、平

成 22 年 10 月１日付けをもって締結した「災害時の医療救護活動に関する協定書」（以

下「協定書」という。）第 15 条の規定に基づき、実施細目を次のとおり定める。 

 

（連絡調整責任者） 

第１条 協定書第８条に規定する連絡調整を行うにあたり、甲及び乙の指定する者は、

次のとおりとする。 

 甲の指定する者  鳥羽市健康福祉課長 

 乙の指定する者  救急災害医療担当理事 

 

（緊急連絡網の整備） 

第２条 甲及び乙は、協定書第３条に規定する医療救護活動の要請及び実施を迅速、か

つ、円滑に行うため緊急連絡網を整備し、相互に共有するものとする。 

 

（医療救護班の編成） 

第３条 医療救護班は、医師、看護師その他補助要員により構成する。 

２ 班長は、医師が行う。 

３ 班長は、必要に応じて甲の消防救急隊員及び保健師等の支援を求めることができる。 

 

（医療救護活動の実施場所） 

第４条 医療救護班は、協定書第５条に規定する救護所において、同第６条に規定する

業務にあたるものとする。ただし、必要があると認められる場合は、救護所以外の災

害現場において業務を行うものとする。 

 

（派遣を要する災害の程度） 

第５条 協定書第３条第１項に規定する「医療救護活動を実施する必要が生じた場合」

とは、集団的に多数の傷病者が発生している場合とする。 

 

（派遣要請の方法） 

第６条 協定書第３条第１項に規定する派遣要請は、鳥羽市長から社団法人志摩医師会

長に対して行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断されるときは、甲の指定する連

絡調整責任者から乙の指定する連絡調整責任者に直接派遣要請をすることができる

ものとする。 



 

158 

 

３ 乙は、甲の派遣要請を受ける前に緊急やむを得ない事情により独自の判断で医療救

護班を派遣した場合には、その旨を速やかに甲に報告するとともに、甲の承認を受け

るものとする。 

 

（連絡調整事項） 

第７条 協定書第８条に規定する連絡調整事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 医療救護班の編成に関すること 

(2) 医療救護班の移動に関すること 

(3) 救護所の設置に関すること 

(4) 死亡者に関すること 

(5) 後方支援医療機関に関すること 

(6) 医薬品及び医療材料に関すること 

(7) その他医療救護活動に関すること 

 

（医療救護活動従事者の費用弁償） 

第８条 協定書第 11 条第１項に規定する医療救護活動に従事する者に対する費用弁償

の額は、鳥羽市休日・夜間応急診療所の従事者に支給する報償金の額を準用する。 

 

（費用弁償等の請求） 

第９条 協定書第 11 条に規定する費用弁償等の請求の手続きは、次の各号の定めると

ころによる。 

(1) 第１号の場合 

医療救護班派遣費用弁償請求書（様式第 1 号）に、各医療救護班ごとの医療救

護活動報告書（様式第１－1 号）を添付して請求する。 

(2) 第２号の場合 

医療救護活動実費弁償請求書（様式第 2 号）に、医薬品、医療材料等使用報告

書（様式第 2－1 号）を添付して請求する。 

(3) 第３号の場合 

医療救護活動実費弁償請求書（様式第 2 号）に、物品等損害報告書（様式第 2

－2 号）を添えて請求する。 

(4) 第４号の場合 

交通機関等利用実費弁償請求書（様式第 3 号）により請求する。 

(5) 第２項の場合 

医療施設等に損傷が生じたときの修繕費は、医療救護活動実費弁償請求書（様

式第 2 号）に物品等損害報告書（様式第 2－2 号）及び関係業者の見積書を添え

て請求するものとし、その他については、前各号の規定を準用する。 
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２ 乙は、医療救護活動を実施したときは、活動終了後、速やかに前項に規定する書類

を取りまとめ、甲に請求するものとする。 

３ 甲は、乙から請求を受理したときは、速やかに支払うものとする。 

 

（事故報告） 

第 10 条 協定書第 12 条の規定に該当する事故が発生した場合は、乙は、速やかに事

故報告書（様式第４号）に、事故傷病（死亡）者概要（様式第５号）を添えて甲に提

出するものとする。 

 

（通信施設の整備） 

第 11 条 甲は、乙との連絡体制を迅速、かつ、円滑に実施するため、救護所に消防無

線の移動局を配備するよう努めるものとする。 

 

この実施細目の締結を証するため本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各 1 通

を保有するものとする。 

 

 

平成 22 年 10 月１日 

 

 

甲 鳥羽市鳥羽三丁目 1 番 1 号 

  鳥羽市 

   鳥羽市長 木 田 久主一 

 

 

乙 志摩市阿児町鵜方 2548 番地 2 

  社団法人 志摩医師会 

   会 長  岡 宗 眞一郎 
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15-26 災害時の情報交換に関する協定 
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15-27(33,35,37)  災害時相互応援協定書 

※ 同一内容で長野県大町市(No.33)、同県飯島町(No.35)、兵庫県三田市(No.37) 

 

 鳥羽市（以下「甲」という。）及び美濃市（以下「乙」という。）は、相互扶助の精神に基

づき、災害（災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号。以下「法」という。）第２条第１号

に規定する災害をいう。以下同じ。）の発生時において相互に応援をすることについて次の

ように協定を締結する。 

 

 （相互に行う応援） 

第１条 甲及び乙は、そのいずれかの区域において災害が発生した場合に、当該その区域に

おいて災害が発生した市（以下「被災市」という。）に対し、もう一方の市が被災市の行

う災害応急対策に関し応援を実施する。 

２ 前項の規定により行う応援は、応援を行う市（以下「応援市」という。）の長において

過剰な負担とならないと認められる範囲において、実施するものとする。 

 （応援の内容） 

第２条 前条の規定により行う応援の内容は次の各号に規定するものとする。 

(1) 次の事項を行うために必要な物資、機材又は車両の譲与又は貸付け 

ア 被災者の救難、救護その他保護の実施 

イ 医療 

ウ 防疫 

エ 災害の拡大を防止するために必要な応急措置の実施 

オ 被災市の公用又は公共用施設の応急的な復旧 

カ 食料、飲用水その他生活必需品又は応急措置に必要な物資の運搬 

(2) 前号カに規定する物の譲与 

(3) その他被災市から応援市に対し要請のあった事項 

(4) 職員を被災地において前各号に規定する応援の内容に従事させること。 

 （応援の要求の手続） 

第３条 被災市は、前２条の規定による応援を受けようとするときは、法第 67条第１項の

規定により応援市に応援を求めるものとする。 

２ 前項の規定により応援を求める方法は、次に掲げる事項について、状況に応じ可能な範

囲内において明らかにして電話その他の早期に情報の伝達が可能な方法により連絡する

ことによるものとする。なお、口頭により応援を要請した場合は、後日、速やかに書面で

送付するものとする。 

(1) 災害による被害の状況 

(2) 譲与又は貸付けを受けたい物資、機材又は車両の品目、規格及び数量 

(3) 前条第４号の規定により応援に従事する職員（以下「応援従事職員」という。）の職
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種及び人数 

(4) 応援を受けたい期間 

(5) 応援の実施に係る場所 

(6) その他応援を受けるに当たり必要な事項 

３ 前項の規定によるもののほか、被災市が応援を求めるに際しては、甲乙が別に定めると

ころにより、災害の種類、その発生日時その他の必要事項を記載した書面を応援市に送付

するものとする。 

 （応援の実施等） 

第４条 応援市は、前条の規定による応援の求め（以下「応援の要求」という。）を受けた

ときは直ちに可能な範囲内において応援を実施するものとする。 

２ 応援市は、応援の要求がない場合において、被災市に対し応援を行うべきと認めたとき

は、必要と認めた範囲において応援を実施するものとする。 

３ 応援の要求を受けた市が応援を実施できない場合は、速やかに被災市にその旨を通知し

なければならない。 

 （指揮権） 

第５条 応援従事職員は、法第 67条第２項により被災市の長の指揮の下に行動するものと

する。 

 （応援経費の負担） 

第６条 応援に要する経費は、法令に定めがあるものを除くほか、法第 92条の規定により

被災市が負担することを原則とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第４条第２項の規定による応援の要求がない場合の応援に要

する経費は、法令に定めがあるものを除くほか、応援市が負担するものとする。 

３ 応援従事職員に支払われるべき給料、手当及び旅費は、法令に定めのあるものを除くほ

か、応援市が負担するものとする。 

４ 応援に要する経費について前３項の規定によりがたいときは、その都度甲乙が協議して

定める。 

（災害補償等） 

第７条 応援従事職員がその職務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は当該

負傷若しくは疾病の治癒後において障害を有するに至った場合における補償は、法令の規

定によるもののほか応援市の負担により行うものとする。 

２ 応援従事職員がその職務上第三者に損害を与えた場合は、その損害の原因となった事由

が応援市と被災市の往復の途上において発生したものであるときを除き、被災市が賠償の

責務を負うものとする。 

３ 前項の規定により被災市が賠償の責務を負う場合において第三者から応援市に損害賠

償の請求があり、応援市が損害賠償を行ったときは、被災市は当該行われた損害賠償の額

に相当する額を応援市に支払うものとする。 
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４ 第２項の規定により応援市が賠償の責務を負う場合において第三者から被災市に損害

賠償の請求があり、被災市が損害賠償を行ったときは、応援市は当該行われた損害賠償の

額に相当する額を被災市に支払うものとする。 

 （連絡窓口） 

第８条 甲及び乙は、必要な情報を相互に交換し、応援を円滑に行うことができるようあら

かじめこの協定の 

実施に関する連絡を担当する部署を定めるものとする。 

（立会い） 

第９条 この協定は、鳥羽市議会議長及び美濃市議会議長を立会人とし、その立会いのもと

で締結するものとする。 

２ 立会人は、前項の規定による立会いをすることによって、この協定書に定められた事項

について何ら責任を負うものではない。 

（補則） 

第 10条 この協定に定められた事項の実施に関し、この協定書に定めのない事項又は疑義

が生じた事項については、甲乙が協議して定める。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を作成し、甲、乙及び立会人それぞれ署名押印の

上、各１通を保有する。 

 

 平成２３年１０月１７日 

 

甲   鳥羽市 

鳥羽市長 木田 久主一 

 

乙   美濃市 

美濃市長 石川 道政 

 

立会人 

鳥羽市議会 

議長   坂倉 紀男 

 

立会人 

美濃市議会 

議長   山口 育男 
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15-28 災害時の葬祭業務に関する協定 

 

鳥羽市（以下「甲」という。）と三重県葬祭業協同組合（以下「乙」という。）  

とは、鳥羽市内に地震、風水害、その他の災害（以下「災害」という。）が発生し、 

多数の死者が集中的に発生した場合における葬祭用品の供給等の協力に関し、 

次のとおり協定を締結する。 

 

(総則) 

第１条 この協定は、災害により多数の死者が集中的に発生した場合における葬祭用品の供 

  給等に係る甲及び乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

 

(協力要請) 

第２条 甲は、災害時の葬祭用品の供給等を必要とするときは、乙に対し葬祭用品の供給等 

  の協力を要請することができることとし、乙は、次の各号に掲げる葬祭用品の供給等の 

  協力を甲にするものとする。 

  ① 棺(棺用マット、棺布団、棺覆、仏衣、ドライアイスを含む)の供給 

  ② 骨壷、骨箱(骨箱覆、骨上げ箸を含む)の供給 

  ③ 埋葬又は火葬に至るまでの業務（納棺、運搬を含む)の供給 

  ④ その他甲が指定する業務 

２ 前項に規定する葬祭用品の仕様については、別表１のとおりとする。 

 

(要請の方法) 

第３条 甲は、前条に掲げる協力要請を乙に行う際には、甲が乙に別紙協力要請書(様式第 

  １号) により要請するものとする。 

２ 前項に規定する要請書による要請について、特に急を要する場合や書面による連絡が不 

 可能な場合などは、甲は口頭での要請も行えるものとするが、この場合でも遅滞なく乙に 

 対し書面による要請を行うものとする。 

 

(協力の実施) 

第４条 乙は、前条の要請を受けたときは、誠実に実施するものとする。 

 

(報告) 

第５条 乙は、前条の規定に基づき実施したときは、乙は甲に別紙業務実績報告書(様式  

第２号) により報告するものとする。 

 

(経費の負担) 

第６条 乙の協力に要した費用については、甲が負担するものとする。 
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(経費の請求) 

第７条 乙は、葬祭用品の供給等の実績を集計し、甲に請求するものとする。 

 

(経費の支払) 

第８条 甲は、前条の規定に基づき、乙から支払の請求があった場合には、速やかに支払う 

  ものとする。 

 

(価格の決定) 

第９条 甲が負担する経費の価格は、災害救助法施行細則（昭和 40年三重県規則第 11号）  

に定められた費用の限度額の範囲内で、甲、 乙協議し、決定するものとする。 

 

(協議) 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、 

   決定するものとする。 

 

(有効期限) 

第１１条 この協定の有効期限は、締結の日から平成 25年３月 31日までとする。ただし、

有効期間満了の日の１ヶ月前までに、甲乙双方から協定解除の申し出がないときは、協

定期間満了の翌日から起算して１年間延長するものとし、以後同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、この本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通 

を保有する。 

 

平成 24年 2月 16日 

 

甲 三重県鳥羽市鳥羽３丁目１番１号 

                   鳥羽市 

                     鳥羽市長 木田 久主一 

 

                乙 三重県津市桜橋３丁目２８６番地 

                   三重県葬祭業協同組合 

                     理事長  山本 善巳 
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様式第１号 

 

第     号 

年  月  日 

 

三重県葬祭業協同組合 理事長 様 

 

 

鳥羽市長     印 

 

 

協  力  要  請  書 

 

 

   災害時の葬祭業務に関する協定書第３条の規定に基づき、次のとおり協力を  

要請します。 

注：要請内容の欄には、棺及び葬祭用品の必要数を記載して下さい。 

 

 

要 請 担 当 者 

担 当 者 名          鳥羽市     課 

連絡先電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

口頭、電話等により 

連 絡 し た 日 時 
    年  月  日（ ）    時   分 

要 請 理 由  

要 請 内 容  

供 給 場 所  

履 行 期 間  

備   考  
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様式第２号 

 

第     号 

年  月  日 

 

鳥羽市長 様 

 

    三重県葬祭業協同組合     

 理事長         印 

 

 

業 務 実 績 報 告 書 

 

 

災害時の葬祭業務に関する協定書第５条の規定に基づき、次のとおり実績を  

報告します。 

 

 

 

要請依頼番号 

及び日時 

      年  月  日付 第     号 

供 給 内 容  
   

供 給 場 所   

履 行 期 間  年  月  日  ～  年  月  日 

連 絡 先 

( 担 当 者 ) 

 

備   考   
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別表１ 

 

品  目 仕       様 備  考 

寝   棺 
桐プリント平蓋 窓付 

長 1,800mm×幅 530mm×高 395mm 

 

大   棺 
桐プリントＲ蓋 窓付 

長 1,900mm×幅 560mm×高 420mm 

 

小   棺 
桐プリント平蓋 子供用２尺 

長 600mm×幅 297mm×高 230mm 

 

寝棺マット 吸水シート（ポリマー入）  

棺   覆 無地（窓付） 寝棺用 

棺 布 団 綿入三点セット（枕・敷布団・掛布団）  

仏   衣 無地（大・足袋付）  

骨   壷 
(大) 白 磁 ６号     (中) 白 磁 ５号 

(小) 白 磁 ４号 

 

骨  箱 
(大) 桐 箱 ７号     (中) 桐 箱 ６号 

(小) 桐 箱 ５号 

 

骨 箱 覆 
(大) 金・銀７号     (中) 金・銀６号 

(小) 金・銀５号 

 

骨 上 箸 袋入  

 

※ 協議のうえ変更する場合もある。 

 

 

 

 

 

※ 同内容で協定締結している組織 

  三重県鳥羽市鳥羽三丁目 15番 9号 光造花 

 



 

170 

 

15-29 災害時における宿泊施設等の使用に関する協定書 
 

 災害時に宿泊施設等を津波避難場所としての使用に関し、株式会社鳥羽国際ホテル

（以下「甲」という。）と 鳥羽市（以下「乙」という。）との間において，次のとおり

協定する。 
 

（目的） 

第１条 この協定は、鳥羽市内に地震、津波が発生し、または発生するおそれがある 

場合における津波避難場所（以下「津波避難場所」という。）として、甲の所有する

鳥羽国際ホテルを使用することについての必要な事項を定めることを目的とする。 
 

（使用用途） 

第２条 この協定による施設使用用途は、津波避難場所とする。 
 

（使用変更の報告） 

第３条 甲は、何らかの事情により津波避難場所としての使用が不可能となるときには、 

乙に連絡するものとする。 
 

（使用期間） 

第４条 使用施設の使用期間は、強い地震を感じたとき、弱い地震であっても長い時間 

ゆっくりとした揺れを感じたとき、または津波警報が発表されたときから、津波警報

の解除等により津波のおそれがなくなったときまでとする。 
 

（費用負担） 

第５条 施設の使用料は無料とする。 
 

（施設・備品の破損時等の対応） 

第６条 使用施設が津波避難場所として使用された場合の施設の破損については、 

乙が復旧に係る費用を負担するものとする。ただし、地震、津波等の災害により損傷

した箇所については、この限りではない。 
 

（避難時の事故等に係る責任） 

第７条 甲は、使用施設に地域住民等が避難した際に発生した事故等に対する責任を 

一切負わないものとする。 
 

（有効期間） 

第８条 この協定の締結期間は、協定の日から平成２４年４月１日から平成２５年３月 

３１日までとする。 
 

２ 前項の期間満了の日の１か月前までに、甲、乙いずれかから申し出がない場合は、 

この協定は期間満了の日の翌日から更に１年間更新されるものとし、以降も同様とする。 
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（協議事項） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その 

都度、甲、乙双方が協議して定めるものとする。 
 

(その他) 

第 10条 鳥羽市内において震度５強以上の地震が発生した場合、甲、乙双方の協議に

より避難所として使用できるものとする。 
 

 上記協定の証として、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 
 

 平成２４年２月２４日 
 
 

甲  三重県鳥羽市鳥羽１丁目２８３－１ 

    株式会社鳥羽国際ホテル 

 ㊞ 
 

乙  三重県鳥羽市鳥羽三丁目１－１ 

    鳥羽市 

                         ㊞ 

 

 

 

※1 同内容で協定締結している施設 

 ①扇芳閣、②鳥羽グランドホテル、③湯快リゾート鳥羽 彩朝楽、④ガーデンヒルズ利

平治、⑤サン浦島 悠季の里、⑥ホテル芭薪萃、⑦和風旅館 新八屋、⑧五感の宿 慶泉、

⑨リゾートヒルズ豊浜、⑩ホテルクローバ「風薫」、⑪別館すずき、⑫民宿旅館 山川、   

⑬御宿 瀬乃崎 

 

※2 第 10条を除く内容で協定締結している施設 

  ⑭天狗山、⑮与吉屋、⑯中山かき直売所、⑰陽光苑 
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15-30 災害時における物資供給に関する協定書 

 

鳥羽市（以下「甲」という。）とＮＰＯ法人コメリと災害対策センター（以下「乙」とい

う。）は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

（以下「災害時」という。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地

へ供給するために必要な事項を定めるものとする。 

（協定事項の発効） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、

乙に対して要請を行なったときをもって発動する。 

（供給等の協力要請） 

第 3 条 甲は、被災時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可

能な物資の供給を要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な

物資とする。 

（１） 別表に掲げる物資 

（２） その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第５条 第３条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもっ

て行なうものとする。ただし文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、

その後速やかに文書を交付するものとする。 

（物資の供給の協力） 

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるもの

とする。 

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書

により甲に報告するものとする。 

（引渡し等） 

第７条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として

乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める運送

手段により運送するものとする。 

２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮

するものとする。 
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（費用の負担） 

第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲

が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の

上速やかに決定する。 

 （費用の支払い） 

第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものと

する。 

 （情報交換） 

第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び、物資の供給等についての情報交換を

行い、災害時に備えるものとする。 

 （協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上定

するものとする。 

（有効期間） 

第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって

協定の終了をしない限り、その効力を有するものとする。 

  

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有す

る。 

 

 

 平成２４年 ３月 １日 

 

 

               三重県鳥羽市鳥羽三丁目１－１ 

           甲     

鳥羽市長 木 田 久主一 

 

 

 

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 

           乙   ＮＰＯ法人 コメリ災害対策センター 

                 理事長  捧  賢  一 
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別表 

   災害時における緊急対応可能な物資 

大分類 主な品種 

作業関係 

 

 

 

 

 

日用品等 

 

 

 

 

 

 

水関係 

 

冷暖房機器等 

 

電気用品等 

 

 

トイレ関係等 

作業シート、標識ロープ、 

ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、 

長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、 

雨具、土のう袋、ガラ袋、 

スコップ、ホースリール 

 

毛布、タオル、 

割箸、使い捨て食器、 

ポリ袋、ホイル、ラップ、 

ウェットティッシュ、マスク、 

バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾 

簡易ライター、使い捨てカイロ 

 

飲料水、水缶 

 

大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ 

 

投光器、懐中電灯、乾電池、 

カセットコンロ、カセットボンベ 

 

緊急ミニトイレ 
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15-31 災害時における協定書 

 

社会福祉法人あしたば福祉会(以下｢甲｣という。)と鳥羽市(以下｢乙｣という。)とは、災害発生

時等に、乙が津波避難場所及び風水害等避難所(以下｢避難所等｣という。)として甲の施設を使用

することについて、必要な事項を定めるため、次のとおり協定書を締結する。 

 

(避難所等) 

第１条  甲は、鳥羽市内に地震、津波、豪雨、洪水等の災害が発生及び発生する恐れがあり、

住民や帰宅困難者(以下｢住民等｣という。)の避難所が必要と判断される場合には、甲が

管理する下記の施設を避難所等として使用することができるものとする。                              

○所在地：鳥羽市鳥羽五丁目                        

○施設名：あしたば作業所 

(避難所等の開設) 

第２条  乙は、第１条の定める施設を避難所等として使用するときは、事前に甲に報告しなけ

ればならない。ただし、緊急を要する場合は開設後に報告するものとする。 

(避難所等の管理) 

第３条  避難所等の管理運営は乙の責任において行うものとする。 

(施設の使用料) 

第４条  施設の使用料は無料とする。ただし、避難所として長期使用する場合においては、甲・

乙別途協議することとする。 

(避難所等としての使用の終了) 

第５条  乙は、第１条に定めた施設について避難所等としての使用を終了する際には、甲に報

告するとともに、その施設を原状回復し、甲の確認を受けなければならない。 

(利用者責任) 

第６条  甲は、住民等が施設に避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないもの

とする。 

(有効期間) 

第７条  この協定の期間は平成２４年４月１７日から平成２５年３月３１日までの１年間と

する。ただし、期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからも申出がない場合はさらに

１年間延長するものとし、以後これに準じて延長するものとする 

(協議) 

第８条  協定書に定めのない事項及び協定書に疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上、決定・

解決を図るものとする。 

 

平成２４年４月１７日 

甲 鳥羽市鳥羽五丁目８－６２ 

                                            社会福祉法人 あしたば福祉会 

                      理事長 岩 井 吉 太 郎 

 

乙 鳥羽市鳥羽三丁目１－１ 

                                          鳥羽市長 木 田 久 主 一 
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15-32 災害時に備えた相互協力に関する申合せ 
 

鳥羽市（以下「甲」という。）と鳥羽警察署（以下「乙」という。）とは、災害時に備えた相互

協力に関し、次のとおり申し合わせる。 

 

第１ 趣旨 

  この申合せは、鳥羽市の区域内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、

災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置（以下「災害応急対策」という。）を円滑かつ

迅速に講ずることができるようにするため、甲乙の相互協力に関し、必要な事項を申し 合わ

せるものである。 

 

第２  申合せ内容 

  １ 情報の相互提供のための措置 

      甲及び乙は、災害時において、次に掲げる情報を相互に提供するため、甲乙協議の上、連

絡窓口の設定等必要な措置を講ずるものとする。 

    (1)  死者、行方不明者、負傷者等人的被害に関する情報 

    (2)  建物被害、交通網被害、ライフライン被害等物的被害に関する情報 

    (3)  被災者、避難者、災害時要援護者、帰宅困難者等支援を必要とする者に関する情報 

    (4)  その他災害応急対策に有用と認める情報 

 

 ２ 津波防災地域づくりの推進に関する措置 

      甲及び乙は、津波防災地域づくりに関する法律（平成 23年法律第 123号）第 10 条第１項

の規定に基づき、甲が作成する津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画に関し、

甲乙協議の上、その実効性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

 

 ３ 警戒区域設定に伴う措置 

      甲及び乙は、甲その他の者が災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 63 条第１項の

規定に基づく警戒区域を設定した場合の対応に関し、甲乙協議の上、その実効性を確保す

るために必要な措置を講ずるものとする。 

 

 ４ 遺体の取扱に関する措置 

     甲及び乙は、乙が行う検視並びに遺体の身元確認、安置及び引渡しに関し、甲乙協議の上、

遺体の取扱場所の確保等必要な措置を講ずるものとする。 

 

 ５ 拾得物等の取扱いに関する措置 

      甲及び乙は、拾得物等の取扱いに関し、甲乙協議の上、拾得物等の保管場所の確保等必要

な措置を講ずるものとする。 

 

第３ 了解事項 

 １ この申合せは、甲と乙との間に強制を課するものでなく、甲乙の相互協力によってその趣

旨を実現するものである。 

  

２ この申合せの内容に含まれない事項及びこの申合せの内容に疑義が生じた事項について
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は、甲乙協議の上、決するものとする。 

 

この申合せを証するため、本書２通を作成し、甲乙両者署名の上、各１通を保有する。 

 

   平成２４年４月２５日 

                      （甲） 鳥羽市鳥羽三丁目１番１号 

                 鳥羽市 

                                鳥羽市長 木田 久主一 

 

 

                           （乙） 鳥羽市松尾町７４番地４ 

                 鳥羽警察署 

                                  鳥羽警察署長 服部 孝彦 
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15-34 大規模災害発生時における相互協力に関する協定 
 

大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下｢災害時｣という。）において、

災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、鳥羽市長（以下「甲」という。）と鳥羽海上保

安部長（以下「乙」という。）との間で、次のとおり協定を締結する。 

 

第１ 鳥羽市の施設使用 

１ 甲は、災害時において、乙の庁舎が損壊、浸水、火災等の甚大な被害を受け、もしくは

受けるおそれがある場合、甲の指定する施設（以下「指定施設」という。）を、乙が海上

保安業務用施設として使用することを承諾するものとする。 

 

２ 乙は、災害時に指定施設を使用しようとする時は、あらかじめ別紙「行政財産使用許可

申請書」を甲に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭による申請を行い、

事後、速やかに申請書を提出するものとする。 

 

３ 甲は、指定施設について、災害応急対策に関し甲と乙の円滑な連携を図るため、鳥羽市

の対策本部に隣接するとともに、約９０平方メートル程度の広さを有する施設となるよう

配慮するものとする。 

 

４ 指定施設の使用期間は、大規模災害が発生した日を起算日として、同日から原則として

90 日以内とし、期間の延長については、必要により甲乙が協議してこれを定めるものと

する。 

  

５ 本協定に基づく指定施設の使用料は無償とする。ただし、指定施設の使用に係る光熱水

料については、乙は、甲に支払うものとする。支払額の決定方法等、支払の詳細について

は、甲乙双方が協議し定めるものとする。 

 

６ 乙は、当該使用が終了したときは、これを原状に復する責務を負う。 

 

７ 甲は、乙が指定施設を使用するに当たり発生した事故等に対する責任は、一切負わない

ものとする。 

 

８  災害時において、甲が指定施設の使用を承諾できない事態が生じた場合には、甲乙協議

の上、指定施設の変更、本協定の解約等について定めるものとする。      

 

第２ 災害時の情報の相互提供 

甲及び乙は、災害時において、海上並びに離島及び沿岸地域における次に掲げる情報を、

相互に提供するものとする。 

イ  負傷者、行方不明者、死者等の人的被害に関する情報 
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ロ 船舶の漂流、転覆、沈没、火災等の海難に関する情報 

ハ 灯台、航路標識、港湾、漁港等の物的被害に関する情報 

ニ 被災者、避難者、災害時要援護者等の支援を必要とする者に関する情報 

ホ その他災害応急対策に有用と認める情報 

 
第３ その他 

１ 本協定書に定めない事項及び本協定に関して疑義の生じた事項については、甲乙双方が

協議して解決するものとする。 

 

２ 本協定は、平成 24 年 7 月１２日から適用する。 

 
 

本協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

  平成２４年７月１２日 

 

     （甲）三重県鳥羽市鳥羽三丁目１番１号 

        鳥羽市長      木田 久主一 

 

 

（乙）三重県鳥羽市鳥羽一丁目２３８３番地２８ 

鳥羽海上保安部長  柳田 誠治 
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15-36  災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 

 

鳥羽市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本非常食推進機構（以下｢乙｣という。）との間

に、鳥羽市内において地震、風水害、その他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合に

おいて、災害救助に必要な物資の調達に関し、次の通り協定を締結する。 

 

（要 請） 

第１条 甲は、次の各号に掲げる場合において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に

対し、その保有する物資の供給を要請することができる。 

(１) 鳥羽市内において地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあると

き。 

(２) 鳥羽市以外の災害救助のため、国又は関係都道府県から、物資の調達の斡旋を要請さ

れたとき。 

 

（調達物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げる事項のうち、乙が保有する物資とする。 

(１) 白い小箱 （災害用非常食） 

(２) その他甲が指定する物資 

 

（要請の方法） 

第３条 第１条に定める要請は、｢緊急物資調達要請書｣（第１号様式）の発行をもって実施する

ものとする。ただし、当該要請書を提出できない事態の場合は、口頭にて調達要請を行い、そ

の後速やかに当該要請書を発行するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条による要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置を講ずると

ともに、その措置の状況を甲に報告するものとする。 

 

（費用負担） 

第５条 第２条の規程により調達物資（以下「白い小箱」をいう。）の対価及び運搬にかかる費

用については、乙が負担するものとする。但し、乙が、販売に保有している物資について、物

資を調達した場合については、甲の負担とする。 

 

（引渡し） 

第６条 物資の引渡し場所及び運搬方法は甲が指定するものとする。ただし、甲は必要に応じて

乙に運搬の協力を求めることができる。 

２ 甲は、引渡し場所に職員を派遣し、物資内容を確認のうえ引き取るものとする。 
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（連絡責任者） 

第７条 甲及び乙は、本協定締結後速やかに、本協定に係る連絡責任者を「連絡責任者届」（第

２号様式）により相手方に報告するものとする。また、連絡責任者に変更があった場合につい

ても同様とする。 

 

（保有数量の報告） 

第８条 乙は、この協定の成立の日及び毎年４月１日現在の物資保有数量を｢物資相違報告書｣

（第３号様式）により、甲に報告するものとする。 

 

（情報の交換） 

第９条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、定期的な情報交換に努める

ものとする。 

 

（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成２５年３月３１日までとする。ただ

し、期間満了の日の３０日前までに、甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示を

しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

（協 議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲及び乙が協議のうえ定めるもの

とする。 

 

この協定書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙押印のうえ各自１通を保有する 

 

平成 24年 12月 25 日 

 

       鳥羽市鳥羽三丁目１－１ 

   甲 

                鳥羽市長  木 田 久 主 一  ㊞ 

 
 

            三重県四日市市浮橋一丁目４番地３ 

         乙 

            一般社団法人日本非常食推進機構 

                代表理事  古 谷 賢 治  ㊞ 
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（第１号様式） 

 年 月 日 

緊急物資調達要請書 

 

一般社団法人日本非常食推進機構 

代表理事 古谷賢治 様                            県 

                  

 

市・町 

 

 

災害救助に必要な物資の調達要請について 

 

｢災害救助に必要な物資の調達に関する協定｣に基づき、下記のとおり要請します。 

なお、協定書第４条の規定により、本要請に対する貴社の措置状況を報告願います。 

 

記 

 

１．災害及び応援を必要とする状況 

 

２．応援を必要とする物資の内容 

要請期日 必要とする物資の内容 数量 物資の引渡場所 運搬方法 備考 

      

＊ 要請量は、１日当たりとする 

       問い合わせ先 

                               部      課 

                      

 

電話 

FAX 

担当 
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（第２号様式） 

連 絡 責 任 者 届 

 

【       県・市・町】 

１．連絡責任者 

役職・氏名  

T E L  

携  帯  

F A X  

 

 

２．時間外および休日の場合の連絡先 

項  目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

T E L    

携  帯   

F A X   

 

 

【一般社団法人連絡責任者】 

１．連絡責任者 

役職・氏名  

T E L  

携  帯  

F A X  

 

 

２．時間外および休日の場合の連絡先 

項  目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

T E L    

携  帯   

F A X   
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（第３号様式） 

 年 月 日 

物資相違報告書 

 

           様 

                  

             一般社団法人日本非常食推進機構 

                           代表理事  古 谷 賢 治 

 

 

「災害救助に必要な物資の調達に関する協定書」（第７条）に基づき、当社の（物資可能数量・

措置状況）を下記のとおり報告します。 

 

記 

１．調達可能数量 

注：協定書第７条による報告は、配布地区一覧を記入する。 

 

２．物資の搬入場所 （いずれかに○をつける） 

(ア)災害対策本部まで搬入する 

(イ)当社の指定場所で引渡し 

(ウ)その他（   県・職員が指定する場所で引渡し等） 

 

３．搬入方法（ 陸路 ・ 空路 ・ 海路 ） 

 

地   区 数量 地   区 数量 
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15-38  災害時におけるＬＰガス等の調達に関する協定書 
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15-39  防災拠点災害対応機器備蓄に関する覚書 
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15-40  災害時等における軽油燃料の供給協力に関する協定書 

 

鳥羽市（以下「甲」という。）と石川商工株式会社（以下「乙」という。）は、次のとおり

協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時等」という。）において、甲の行う応急措置業務等に必要な軽油燃料の供給協力に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲がこの協定による要請を行うときは、書面により行うものとする。但しその暇が

ないときは、口頭または通信手段を用いて行うことができるものとする。この場合は後

日速やかに提供要請を行った旨が記載された文書を提出する。 

 

（軽油燃料の供給） 

第３条 乙は、前条による甲の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り協力する

ものとする。 

２ 乙は、鳥羽市松尾町地内に保有する生コンクリートプラント施設内の自家用給油施設に

貯蔵している軽油燃料（最大１万リットル）を現地にて供給するものとする。 

 

（軽油燃料の返還） 

第４条 甲は、供給を受けた日から１箇月以内に、供給を受けた軽油燃料に相当する軽油燃

料を、前条第２項に規定する自家用給油施設に返還するものとする。ただし、災害時等

の影響で軽油燃料の輸送が困難な場合はこの限りではない。 

 

（協議） 

第５条 この協定に定めない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都

度甲乙協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第６条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を継続する。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１

通を保有する。 
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15-41  災害時等におけるボランティア活動に関する協定書 
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15-42  災害時における動物救護活動に関する協定書 
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15-43  L アラート(公共情報コモンズ)の運用に係る覚書 
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15-44  災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定 
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※ 同内容で協定締結している施設 

 ①リゾートヒルズ豊浜、②鳥羽グランドホテル、③扇芳閣、④鳥羽国際ホテル、 

 ⑤エクシブ鳥羽、⑥サン浦島、⑦鳥羽シーサイドホテル、⑧和光、⑨錦海桜、 

 ⑩ホテル芭薪萃、⑪胡蝶蘭、⑫花の小宿重兵衛 
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15-45 災害時における避難行動要支援者(聴覚障がい者)の支援に関する協定書 

 

三重県（以下、「甲」という。）と鳥羽市（以下、「乙」という。）とは、鳥羽市内に地震、

風水害その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）における、避難行動要支援

者（聴覚障がい者）の支援に関する事項について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は、災害時において、甲及び乙が協力して、支援を必要とする聴覚障が

い者への支援を行うために必要な事項を定めるものとする。 

2 この協定に係る活動及び報告は、三重県聴覚障害者支援センター（以下、「センター」

という。）が行う。 

 

（定義） 

第 2 条 この協定において、避難行動要支援者（聴覚障がい者）とは次に掲げる者をいう。 

(1) 聴覚 1 級から 3 級までの身体障害者手帳を交付されている者であって、災害時の支援を

受けるために自らの情報をセンターへ提供することに同意した者 

(2) 上記に掲げる者に準ずる状態にある者 

 

（避難行動要支援者（聴覚障がい者）の情報提供及び支援要請） 

第 3 条 乙は、センターに対し、平常時から前条第 1 項第 1 号に規定する避難行動要支援

者台帳の写し（以下、「台帳」という。）を提供する。 

2  支援の要請手続きは、原則として文書により行うものとする。ただし、緊急を要する

ときは、口頭又は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。 

3  センター及び乙は、避難行動要支援者（聴覚障がい者）の支援を円滑に実施するため、

連絡体制及び方法等について平常時から確認を行い、災害時に支障をきたさないよう備え

るものとする。 

  

（災害時の支援活動） 

第 4 条 センターは、乙から前条に規定する要請があったときは、乙の協力のもと、避難

情報等の伝達、安否確認、避難所における避難生活上の支援及び支援物資の配布等の支援

活動を行う。 

2  前項の規定にかかわらず、鳥羽市内で震度 5 強以上の地震が発生したとき又は乙が避

難準備情報、避難勧告若しくは避難指示を発令したときは、乙からの要請の有無にかかわ

らず、センターは、台帳を活用し、対象者の安否確認や支援を行うことができる。 
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（経費の負担） 

第 5 条 この協定に基づき、支援活動に要した経費は、乙が負担する。 

2  前項の経費は、甲及び乙が協議の上決定するものとする。 

 

（経費の支払い） 

第 6 条 支援活動に要した経費は、甲の請求により、乙が支払うものとする。 

2  乙は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を甲に支払うも

のとする。 

 

（災害時の活動報告） 

第 7 条 センターは、避難行動要支援者（聴覚障がい者）の支援活動に関し、人的被害や

物的被害を把握したときは、ただちに乙へ連絡するものとする。 

2 乙は、必要に応じて、センターに対し、避難行動要支援者（聴覚障がい者）の被害状況

等を問い合わせることができる。 

3 センターは、避難行動要支援者（聴覚障がい者）の支援活動を終了したときは、速やか

に乙へ支援活動報告書を提出するものとする。 

 

（事故） 

第 8 条 センターは、乙からの要請に基づく支援活動に際し、事故が発生したときは、乙

に対して速やかにその状況を報告するものとする。 

 

（第三者に対する責任） 

第 9 条 センターは、乙からの要請に基づく支援活動に際し、センターの責に帰する事由

により、第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。 

 

（災害補償） 

第 10 条 センターは、センターが派遣した者が、乙からの要請に基づく支援活動中に死亡

又は負傷する場合を考慮し、災害ボランティア保険への加入を義務付け、災害補償につい

て方策を講じるものとする。 

2 前項における災害ボランティア保険の加入経費は、センターが負担するものする。 

 

（台帳の管理） 

第 11 条 センターは、第 4 条に規定する支援活動及び支援活動を容易にするための日常生

活において行う声かけ、相談等以外の目的で台帳を利用してはならない。 

2 センターは、台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはな

らない。支援する役割から離れた後も同様とする。 
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3 センターは、台帳を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係し

ない者に知られないように適切に管理をしなければならない。 

4 センターは、センター職員及び聴覚障がい者災害支援サポーター以外に台帳を使用させ

てはならない。 

  

（平常時の協力体制） 

第 12 条 センターは、平常時からセンターの広報等で避難行動要支援者登録制度を広く周

知し、地域防災計画に基づく個別計画の作成時には、台帳を活用し、避難行動要支援者（聴

覚障がい者）の同意を得て、必要な協力を行う。 

 

（協議） 

第 13 条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲及び乙

が協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 14 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって

協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙署名押印の上、各自 1 通を保有

する。 

 

平成 27 年 12 月 22 日 

 

                 津市広明町 13 番地 

甲 三重県 

                 三重県知事  鈴 木 英 敬 

 

 

 

 

                 鳥羽市鳥羽三丁目 1 番 1 号 

乙 鳥羽市 

                 鳥羽市長  木 田 久 主 一 
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15-46  災害時における協力に関する協定書 

 

 鳥羽市（以下「甲」という。）と三重県行政書士会（以下「乙」という。）とは、災害が発

生し、被災者等の支援のために必要となる行政書士業務について、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（対象災害） 

第１条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第

２条第１号に定めるもの、及びそれと同程度の災害等で甲が乙の協力が必要であると認め

たものとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害の発生時等に、行政書士業務の必要性が生じたときは、第１号様式によ

り乙に対して協力を要請するものとする。 

  ただし、緊急を要するときには、口頭又は電話等をもって要請し、事後速やかに文書を

提出するものとする。 

 

（業務範囲） 

第３条 甲の要請により乙及び乙の会員が行う業務は、行政書士法（昭和２６年法律第４号）

第１条の２及び第１条の３に定める業務並びに法令等に基づき行政書士が行うことがで

きる業務と同業務を実施するために必要となる次に掲げる業務とする。 

（１）乙による被災者支援相談窓口の設置 

（２）甲への乙の会員派遣 

 （３）その他甲が必要と認める業務 

 

（対応体制の整備等） 

第４条 乙は、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合において、必要と

認めるときは、甲の要請に直ちに対応できる体制の確保に努めるものとする。 

２ 乙は、前項の体制の確保に資するため、平時から、連絡体制、連絡方法、連絡手段及び

業務責任者等を定め、業務に支障を来さないよう連絡調整に努めるものとする。 

３ 乙は、甲から要請を受けた場合おいて、乙のみにて対応困難なときは、甲乙協議のうえ、

乙の関係団体等に支援を求めることができるものとする。 

 

（訓練協力） 

第５条 乙が甲の実施する訓練に参加を要請された場合は、必要により協議のうえ、これに

協力するものとする。 

（費用負担） 

第６条 第３条（１）に基づく業務にかかる費用について、被災者支援相談窓口の設置（業

務場所）にかかる賃借料は、甲の負担とし、その他相談料、派遣費用等については乙の負

担とする。 
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２ 第３条（２）及び（３）に基づく業務にかかる費用については、原則として甲の負担と

し、災害発生時の直前における当該地域の適正価格を基準として、甲乙協議のうえ、定め

るものとする。 

 

（損害補償） 

第７条 第３条に基づき業務に従事した者が、当該業務により負傷し若しくは疾病にかかり

又は死亡した場合の損害賠償は、「労働者災害補償保険法」（昭和２２年法律第５０号）に

より行うものとする。ただし、労働者災害補償保険法が適用されない場合は、甲乙協議の

うえ、補償等の対応にあたるものとする。 

２ 乙又は乙の会員は、前項の事実が発生したときは、速やかに、その状況を書面により甲

に報告するものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２９年３月３１日までとする。ただ

し、協定期間満了日前１ケ月前までに、甲乙いずれからも協定解除又は変更等について申

し出がないときは、この協定は期間満了の翌日から起算して更に１年間延長するものとし、

以後同様とする。 

 

（甲の解除権） 

第９条 甲は、この協定が履行される見込みがないと認めるとき、又は乙に災害支援の協力

者としてふさわしくない非行があったと認めるときは、前条の有効期限にかかわらず、こ

の協定を解除することができる。 

 

（その他） 

第１０条 この協定に定めがない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、

甲乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ１通を

保管する。 

 

平成２８年２月１２日 

 

甲 三重県鳥羽市鳥羽三丁目１番１号 

     鳥羽市 

鳥羽市長  

 

 

 

乙 三重県津市広明町３２８番地 

            三重県行政書士会 
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（第１号様式） 

 

   年  月  日 

三重県行政書士会 御中 

 

鳥羽市長 

 

 災害協力要請書 

 

災害時における協力に関する協定書第２条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。 

 

要 請 担 当 者 

氏名・電話番号 

所  属  職  名  

氏  名  電話番号  

電話ＦＡＸ等 

による要請日時 
   年  月  日（ ） 午前・午後  時  分頃 

要 請 内 容  

場     所  

期     間    年  月  日 ～   年  月  日 

備     考  
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15-47-(1)  災害時における避難所等施設利用等に関する協定書 

 

 鳥羽市（以下「甲」という。）と三重交通株式会社（以下「乙」という。）と鳥羽シー

サイドホテル株式会社（以下「丙」という。）は、鳥羽市内に発生した地震その他による

災害（以下単に「災害」という。）時において、避難場所及び避難所（以下「避難所等」

という。）としての施設利用等に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨）                                     

第１条 この協定は、災害時において甲が乙の所有する施設の一部を、避難所等として利

用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（避難所等の定義） 

第２条 甲が定める避難所等とは、災害が発生した場合またその恐れのある場合に一時的な

避難を行う施設等であるとともに、災害により住家が全半壊、全半焼等した場合に、当

該避難者が一定期間避難生活を送るための施設をいう。 

２ 甲が定める避難所等は、市内の避難者のみを収容するものではなく、県内外の広域的

な避難者（観光客等の帰宅困難者を含む。）を収容するものでなければならない。 

３ その他、別表の基準を満たす施設でなければならない。 

 

（利用要請） 

第３条 甲は、災害時において次に掲げる施設を避難所等として利用する必要があると認め

るときは、乙及び丙に対して要請することができる。 

施設名称 鳥羽シーサイドホテル 

所在地 三重県鳥羽市安楽島町 1084 番地 

所有者 三重交通株式会社 

棟名等 望館 岬亭 汀館 

構造等 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

建築年 昭和 46 年、48 年 昭和 62 年 平成 8 年 

避難所等総床面積 10,659.18 ㎡ 6,828.50 ㎡ 19,763.24 ㎡ 

収容可能面積 
7,461.42 ㎡ 

（総床面積×0.7） 

4,779.95 ㎡ 

（総床面積×0.7） 

13,834.26 ㎡ 

（総床面積×0.7） 

収容人数 
3,730 人 

（2 ㎡／人） 

2,389 人 

（2 ㎡／人） 

6,917 人 

（2 ㎡／人） 

２ 前項の要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話

等により要請し、その後速やかに文書による手続きを行うものとする。 
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（要請への対応） 

第４条  乙及び丙は、前条の規定に基づき甲から要請を受けたときは、対応結果等を文書で

甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により報告し、その後速

やかに文書による手続きを行うものとする。 

 

（避難所等の開設、運営） 

第５条  乙及び丙は、緊急に避難する災害が発生した場合またその恐れのある場合は、甲の

要請を待たず、避難所等を開設することができる。 

２ 甲は、乙及び丙が前条により施設の利用について受理した場合は、直ちに避難所等を開

設する。 

３ 避難所等の運営については、丙の職員等が行うものとする。 

 

（収容期間） 

第６条 避難者の避難所等への収容期間は、災害発生後から、避難者の応急仮設住宅、自宅

その他の居住施設が確保されるまでの間で甲が指定した期間とし、３か月を限度とする。

ただし、必要に応じて、甲乙丙協議の上、３か月を限度に当該期間を延長できるものとす

る。 

 

（避難所等解消への努力） 

第７条 甲は、丙が通常の業務を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所等の早期解

消に努めるものとする。 

 

（費用負担） 

第８条  甲の要請に基づき、甲が避難所等として乙の所有する施設を利用した場合の利用料

は、甲乙丙協議して決定するものとする。 

 

（避難時の事故等にかかる責任） 

第９条 施設に避難者が避難した際に発生した事故等に対する責任については、原則、甲が

負うものとする。ただし、乙又は丙の責めに期すべき事由による事故等については、乙又

は丙が責任を負うものとする。 

 

（利用の終了） 

第 10 条 甲は、周囲の状況から避難所等の利用の必要がないと判断できたときには、速や

かに利用を終了するものとする。 

２ 甲は、避難所等の利用を終了する際は、乙及び丙に文書により報告するものとする。 
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（連絡体制の確立） 

第 11 条 協力要請の手続きを円滑に行うため、甲乙丙は事前に連絡責任者及び連絡担当者

（以下「連絡責任者等」という。）を定め、相互に文書で報告するものとする。 

２ 甲乙丙は、連絡責任者等に変更が生じた場合は、その都度、相互に文書で報告するもの

とする。 

３ 乙は、丙が使用する施設の増改築等により、当該施設の面積等に変更が生じる場合は、

甲に文書で報告するものとする。 

 

（避難所の機能向上への努力） 

第 12 条 乙及び丙は、施設の避難所としての機能が向上するよう、施設管理や職員指導等

に努めるものとする。 

 

（訓練等協力要請） 

第 13 条 甲は、乙又は丙に対して、防災訓練又は防災研修等への参加並びに防災意識啓発

活動への協力を要請することができる。 

２ 乙又は丙は、前項の規定による要請に対して可能な限り応じるものとする。 

 

（実施細目） 

第 14 条 この協定に係る様式及び実施に係る細目等は、実施細目として別に定めるものと

する。 

 

（有効期間） 

第 15 条 この協定の締結期間は、協定締結の日から起算して 10 年間とする。ただし、有効

期間満了の１月前までに、甲乙丙いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、

当該有効期間満了日の翌日から起算して１年間延長するものとし、以後もまた同様とす

る。 

 

（協議） 

第 16 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じたときは、その都度、

甲乙丙協議して決定するものとする。 

 

この協定は、平成 28 年５月１日から施行する。 

上記の協定の成立を証するため、この協定書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自１

通を保有する。 

 

 



 

207 

 

   平成 28 年 5 月 1 日 

 

 

甲 三重県鳥羽市鳥羽 3 丁目 1 番 1 号 

   鳥羽市   

   鳥羽市長  木田  久主一                      

 

 

 乙 三重県津市中央 1 番 1 号 

   三重交通株式会社 

   取締役社長  雲井 敬 

 

 

 丙 三重県鳥羽市安楽島町 1084 番地 

   鳥羽シーサイドホテル株式会社 

   取締役社長  伊比 昌弘 
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基本事項と指定基準 

１基本事項 

(1) 原則、学校・体育館等の大規模人員を収容できる施設とする。 

(2) 原則、配給物資を市が直接運搬する。 

(3) 市が開設するが、職員が派遣できない場合もある。 

(4) 近隣に指定避難所がない地域は、実情に応じ小規模であっても避難所として指定す

る。 

(5) 指定する際には施設の何階以上と位置を指定する。（例：○○小学校校舎2 階以上） 

(6) 自治会が主体で運営する。ただし、民間施設が避難所の場合は協定締結団体主体で運

営する。 

２指定基準 

(1) 耐震構造（新耐震設計または構造耐震指標が0.6 以上）の建築物とする。 

(2) 耐火・準耐火建築物とする。 

(3) 各種災害（地震、津波、洪水、土砂）に対して安全を確保できる施設とする。 

(4) 一定以上の避難者収容（収容人員が100 人以上（有効避難面積が250 ㎡以上））が可

能な施設とする。 

(5) 洪水浸水想定区域内においては、想定浸水深以上の高さへ避難できる施設とする。 

(6) 堤防決壊等の二次災害の危険性がある施設は、避難所に指定しない。 

(7) 洪水により避難所の周囲が浸水する施設は、2 階以上を指定し1 階は指定しない。 

(8) 津波浸水想定区域内においては、想定浸水深以上の高さへ避難できる施設とする。た

だし、津波浸水想定区域内にある学校の体育館は、津波避難場所（同一敷地内の校舎）

があることを前提に、指定避難所として指定する。 

(9) 人員・物資の輸送用車両の乗り入れ可能な道路（3.5ｍ以上）に面するとともに、幾

通りかのルートが確保できる施設が望ましい。 

(10) 平成27年度以降に民間施設を指定する場合は以下の基準をすべて満たす施設と

する。ただし、その孤立想定地域内※に避難所が確保できない場合は、以下の基準を

満たさない場合でも指定することができる。 

① 建築物の耐震改修の促進に関する法律の要緊急安全確認大規模建築物に該当する施

設であること 

② 市と協定を締結した施設であること 

③ 民間施設（協定締結団体）主体で避難所運営ができる施設であること 

④ 非常用電源設備を有する施設であること 

⑤ 複数の居室及びトイレ（災害時に使用できる可能性の高いもの）を避難者に提供できる施

設であること 

⑥ 貯水タンクを有する施設であること 

⑦ 避難者にテレビ・ラジオ等で情報提供ができる施設であること 

⑧ 10年以上避難所として活用できる施設であること 

※鳥羽市は大規模震災時に１７の地域に分断され孤立すると想定されている。孤立想定

地域とはその地域のことを言う。 
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15-47-(2) 災害時における避難所等施設利用等に関する協定書 

 

 

南勢町 

208-1 
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15-48  災害時における協定書 

松尾町内会（以下｢甲｣という。）と鳥羽市(以下｢乙｣という。)とは、災害発生時等に、

乙が風水害等避難所【土砂災害】（以下｢避難所等｣という。）として甲の施設を使用する

ことについて、必要な事項を定めるため、次のとおり協定書を締結する。 

 

(避難所等) 

第１条 乙は、鳥羽市内に台風や集中豪雨等による土砂災害が発生及び発生する恐れが

あり、住民や帰宅困難者（以下｢住民等｣という。）の避難所が必要と判断される

場合には、甲が管理する下記の施設を避難所等として使用することができるもの

とする。 

○所在地：鳥羽市松尾町６５１－２                        

○施設名：松尾町老人憩の家なごみ 

(避難所等の開設) 

第２条 乙は、第１条の定める施設を避難所等として使用するときは、事前に甲に報告

しなければならない。ただし、緊急を要する場合は開設後に報告するものとする。 

(避難所等の管理) 

第３条 避難所等の管理運営は乙の責任において行うものとする。 

(施設の使用料) 

第４条 施設の使用料は無料とする。ただし、避難所として長期使用する場合において

は、甲・乙別途協議することとする。 

(避難所等としての使用の終了) 

第５条 乙は、第１条に定めた施設について避難所等としての使用を終了する際には、

甲に報告するとともに、その施設を原状回復し、甲の確認を受けなければならな

い。 

(利用者責任) 

第６条 甲は、住民等が施設に避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わな

いものとする。 

(有効期間) 

第７条 この協定の期間は平成２８年 ７月 １日から１年間とする。 

ただし、期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからも申出がない場合はさら

に１年間延長するものとし、以後これに準じて延長するものとする 

(協議) 

第８条 協定書に定めのない事項及び協定書に疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上、

決定・解決を図るものとする。 

 

平成２８年 ７月 １日 

甲 鳥羽市松尾町６４４－３ 

                                            松尾町内会長 山本 隆 

 

乙 鳥羽市鳥羽三丁目１－１ 

                                          鳥羽市長 木 田 久 主 一 
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15-49  災害時における協定書 

鳥羽磯部漁業協同組合桃取町支所（以下｢甲｣という。）と鳥羽市(以下｢乙｣という。)

とは、災害発生時等に、乙が風水害等避難所【土砂災害】（以下｢避難所等｣という。）

として甲の施設を使用することについて、必要な事項を定めるため、次のとおり協定

書を締結する。 

 

(避難所等) 

第１条  乙は、鳥羽市内に台風や集中豪雨等による土砂災害が発生及び発生する恐れ

があり、住民や帰宅困難者（以下｢住民等｣という。）の避難所が必要と判断され

る場合には、甲が管理する下記の施設を避難所等として使用することができる

ものとする。                              

○所在地：鳥羽市桃取町９３－４                        

○施設名：桃取健康管理センター  

(避難所等の開設) 

第２条  乙は、第１条の定める施設を避難所等として使用するときは、事前に甲に報

告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は開設後に報告するものと

する。 

(避難所等の管理) 

第３条  避難所等の管理運営は乙の責任において行うものとする。  

(施設の使用料) 

第４条  施設の使用料は無料とする。ただし、避難所として長期使用する場合におい

ては、甲・乙別途協議することとする。  

(避難所等としての使用の終了) 

第５条  乙は、第１条に定めた施設について避難所等としての使用を終了する際には、

甲に報告するとともに、その施設を原状回復し、甲の確認を受けなければなら

ない。 

(利用者責任) 

第６条  甲は、住民等が施設に避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わ

ないものとする。  

(有効期間) 

第７条  この協定の期間は平成２８年 ７月 １日から１年間とする。  

ただし、期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからも申出がない場合はさ

らに１年間延長するものとし、以後これに準じて延長するものとする  

(協議) 

第８条  協定書に定めのない事項及び協定書に疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上、

決定・解決を図るものとする。  

 

平成２８年 ７月 １日 

甲 鳥羽市桃取町２６３  

                                            鳥羽磯部漁業協同組合  

                      桃取町支所長  山下 幸弘 

 

乙 鳥羽市鳥羽三丁目１－１  

                                          鳥羽市長 木 田 久 主 一 
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15-50 災害時の施設使用に関する覚書 
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15-51 災害時等におけるヘリコプター離発着場の使用に関する協定書  

  災害時等におけるヘリコプター離発着場の使用に関して、株式会社ホーペック（以下

「甲」という。）と鳥羽市（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定を締結

する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、鳥羽市内に災害等が発生した場合において、乙が、救助・捜索等の

救助活動を円滑に行うため、甲の所有する敷地の一部を防災ヘリコプター等の離発着場と

して使用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（離発着場） 

第２条 離発着場は、甲が所有する鳥羽市松尾町 1002-1 の一部とする。 

  ２ 乙に提供可能な離発着場は、甲が作成する図面により特定する。 

  ３ 乙が救助活動等において、甲の離発着場の使用するときは、電話等で通知し、甲

の許可を得るものとする。 

 

（離発着場の変更又は取消し） 

第３条 甲は、敷地内の施設の増改築等により、離発着場の面積等に変更が生じる場合、

または何らかの事情により離発着場としての使用が不可能となるときには、書面等

にて乙に連絡するものとする。 

 

（使用期間) 

第４条 離発着場の使用期間は、災害発生時等から乙の初動対応が収束する期間までとす

る。 

２ 乙は、その使用期間の延長を希望するときは、その延長期間について甲の許可を

得るものとする。 

 

（離発着場への立ち入るための解錠） 

第５条 離発着場への立ち入るための解錠は、甲の職員又は甲の指定する者（乙の関係者

を含む）が行うものとする。 
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（費用負担） 

第６条 離発着場の使用料は無償とする。 

 

（原状回復） 

第７条 乙が救助活動等のために離発着場を使用した際、乙の故意又は過失により施設・

備品等を破損した場合は、乙が原状に復する責を負うものとする。 

但し、地震等の災害により損傷した箇所については、この限りではない。 

 

（事故等に係る責任） 

第８条 甲は、甲の故意又は過失により甲が責任を負うべきことが明らかな場合を除き、

乙が救助活動等により離発着場を使用した際に発生した乙の事故等に対する責任を

一切負わないものとする。 

 

（有効期限） 

第９条 この協定書の締結期間は、合意の日から平成 30 年 3 月 31 日までとする。 

  ２ 前項の期間満了の日の１ヶ月前までに、甲、乙いずれかから申し出がない場合は、

この協定書は期間満了の日の翌日から更に１年間更新されるものとし、以降も同様

とする。 

 

（協議事項） 

第１０条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義の生じた事項について

は、必要に応じて甲・乙が協議のうえ定めることとする。 

 

この協定書の交換を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の 

    うえ各自その１通を保有するものとする。 

 

 

平成 29 年 3 月 21 日 

甲  鳥羽市松尾町１００２－１ 

   株式会社ホーペック 

                   代表取締役社長  濱 口  隼 人 

 

乙  鳥羽市鳥羽三丁目１番１号 

鳥羽市長   木 田 久 主 一 
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15-52 災害時における活動拠点提供の協力に関する協定書  
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15-53 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定  
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※ 同内容で協定締結している施設 三重福祉会陽光苑、恒心福祉会 あらしま苑  
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15-54 災害発生時における福祉避難所への介護用品等の確保に関する協定  
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15-55 災害時における緊急物資輸送等に関する協定  
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15-56 地域における協力に関する協定  
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15-57 太陽光発電蓄電池式 LED灯の設置に関する協定 
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15-58  災 害 時 に お け る 地 図 製 品 等 の 供 給 等 に 関 す る 協 定
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15-59 火災時における消防用水の確保に関する協定 
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15-60 災害時における救援物資等拠点の運営に関する協定 

 

スギハラプロテック株式会社（以下「甲」という。）と鳥羽市（以下「乙」という。）は、

乙の区域内において災害対策法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１号に定める災害が発

生し、又はそのおそれがある場合（以下「災害時」という。）における救援物資集積場所の

提供及び運営協力に関し、次のとおり協定を締結する。 
 

（目 的） 

第１条 この協定は、災害時において、乙が甲に対して行う救援物資集積場所の提供及び運

営協力要請に関し、その手続き等について定め、被災者に対して食料及び生活必需品等の

物資の安定供給を行うことにより、生活の安定を図ることを目的とする。 
 

（協力の内容） 

第２条 乙は甲に対し、次の各号に掲げる事項について協力を要請することができる。 

(1) 甲の所有又は管理する施設の使用 

(2) 救援物資運営に必要な資機材の提供及び協力 

(3) その他乙の要請により甲が応じられる事項 
 

（協力の要請） 

第３条 前条各号に掲げる事項（以下「協力業務」という。）の要請は、要請書（第 1号様

式）の提出をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で支援協力を要

請し、後日、要請書を提出できるものとする。 
 

（協力業務の方法） 

第４条 甲は前条の規定により要請を受けたときは、乙の指示に従い、可能な範囲で協力業

務を行うよう努めるものとする。 
 

（費用の負担）  

第５条 施設及び資機材の使用料は無償とする。 
 

（施設・資機材の破損時の対応） 

第６条 使用された施設・資機材が破損した場合については、乙が復旧に係る費用を負担す

るものとする。ただし、地震等の災害により損傷した箇所についてはこの限りではない。 
 

（損害補償） 

第７条 乙は、協力業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は

障害の状態となったときは、鳥羽市消防団員等公務災害補償条例（昭和 41 年条例第 16

号）の例により、これを補償するものとする。 
 

（連絡調整等） 

第８条 この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙にそれぞれ連絡責任者及び連絡先を別

途定めるとともに、平時より連絡調整を行うよう努めるものとする。 

２ 甲は、乙から要請があったときは、可能な範囲内で乙が実施する訓練に参加するものと

する。 
 

（災害時の情報提供） 

第９条 甲及び乙は、協力業務の実施にあたり、相互に災害情報の積極的な提供を行うもの

とする。 
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第１号様式（第３条関連） 

第     号   

年  月  日   

 

  

スギハラプロテック株式会社  様 

 

鳥羽市長         印 

        

 

 

要 請 書 

 

 災害時における救援物資集積場所の提供等協力業務について、次のとおり要請します。 

 

(1) 期  間     年  月  日（  ）～    年  月  日（  ） 

(2) 場  所 

 

(3) 協力業務 

の 内 容 

 

(4) そ の 他 

   必要事項 
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15-61 災害発生時における段ボール製品の調達に関する協定 
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15-62 災害時に係る情報発信等に関する協定 
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15-63 災害時における資器材のレンタルに関する協定 



 

210-37 

 



 

210-38 

 

15-64 地域ＢＷＡを利用した避難所Ｗｉ－Ｆｉに関する提供機器と回線提供 

について 



 

210-39 
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15-65 「鳥羽市ハザードマップ」協働発行に関する協定 



 

210-41 
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１６ 市内ヘリコプター離着陸場一覧表 

指定番号 名称 所在地 緯度経度 
着陸場連絡先 

電話番号 

面積 

(㎡) 

離着陸 

場規模 

避難場 

所指定 

土地 

表面 

散水の 

必要性 

211-01 鳥羽展望台 鳥羽市国崎町大岳 3-3 
N 34°25′40 

E136°54′53 

食国蔵王ヴィスタ・マーレ 

0599-33-6201 

38×21 

798 
Ｃ 無 舗装 無 

211-02 市民の森公園 鳥羽市大明東町 2090-12 
N 34°28′14 

E136°50′55 

鳥羽市役所建設課まちづくり整備室   

0599-25-1176 

170×63 

10710 
Ｂ 無 芝生 無 

211-03 桃取小学校グラウンド 鳥羽市桃取町 21 
N 34°30′42 

E136°51′01 

桃取小学校 

0599-37-3009 

80×48 

3840 
Ｃ 有 赤土 有 

211-04 答志小学校グラウンド 鳥羽市答志町 941-1 
N 34°31′30 

E136°53′59 

答志小学校 

0599-37-2032 

78×46 

3588 
Ｃ 有 赤土 有 

211-05 鳥羽高等学校グラウンド 鳥羽市安楽島町 1459 
N 34°27′56 

E136°50′49 

鳥羽高等学校 

0599-25-2935 

150×120 

18000 
Ｂ 無 砂質 有 

211-06 神島中学校グラウンド 鳥羽市神島町 505-2 
N 34°32′38 

E136°58′56 

神島中学校 

0599-38-2009 

89×64 

5696 
Ｃ 無 赤土 有 

211-07 欠番         

211-08 
旧坂手小学校グラウンド 鳥羽市坂手町 938 

N 34°29′08 

E136°51′40 

鳥羽市教育委員会 総務課 庶務係 

0599-25-1262 

51×36 

1836 
Ｃ 有 赤土 有 

211-09 旧鳥羽小学校グラウンド 鳥羽市鳥羽三丁目 1-16 
N 34°28′49 

E136°50′39 

鳥羽市教育委員会 総務課 庶務係 

0599-25-1262 

33×33 

1089 
Ｃ 有 砂質 有 

211-10 鏡浦小学校グラウンド 鳥羽市浦村町 1751-4 
N 34°26′51 

E136°54′01 

鏡浦小学校 

0599-32-5070 

109×50 

5450 
Ｃ 有 砂質 有 

211-11 弘道小学校グラウンド 鳥羽市相差町 1014 
N 34°23′20 

E136°54′07 

弘道小学校 

0599-33-6016 

56×53 

2968 
Ｃ 有 砂質 有 

211-12 鳥羽中央公園野球場 鳥羽市大明東町 3-2 
N 34°28′06 

E136°50′00 

鳥羽市武道振興会鳥羽市運動施設指定管理者         

0599-25-6215 

70×70 

4900 
Ｃ 無 

芝生 

赤土 
無 

211-13 菅島小学校グラウンド 鳥羽市菅島町 1-2 
N 34°29′54 

E136°53′57 

菅島小学校 

0599-34-2011 

69×29 

2001 
Ｃ 有 

砂質 

赤土 
有 

211-14 鳥羽中央公園多目的グラウンド  鳥羽市大明東町 4-8 
N 34°28′07 

E136°51′11 

鳥羽市武道振興会鳥羽市運動施設指定管理者         

0599-25-6215 

150×129 

19350 
Ｂ 無 

芝生 

赤土 
無 

211-15 漁具保管修理施設用地（漁具干場） 鳥羽市神島町地先 
N 34°33′16 

E136°57′52 

鳥羽市神島連絡所 

0599-38-2004 

80×50 

4000 
Ｃ 無 

砂質 

赤土 
有 

211-16 池上公園 鳥羽市池上町 14-9 
N 34°28′54 

E136°49′40 

鳥羽市立あおぞら保育所 所長 

0599-25-6213 

45×50 

2250 
Ｃ 無 芝生 無 

211-17 株式会社 ホーペック 鳥羽市松尾町 1002-1 
N 34°25′26 

E136°50′58 

株式会社 ホーペック 

0596-37-7101 

70×80 

5,600 
Ｃ 無 

草地

土質 
有 

A：200×100m(20000 ㎡)以上…中型機 5 機(大型機 2 機) B：150× 70m(10500 ㎡)以上…中型機 3 機(大型機 1 機) 

C：B 未満…中型機 2 機以下の対応 

2
1
1
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１７ 災害通信一覧表 

 

１  移動系デジタル防災行政無線（移動系無線）   

局名称 局番号 設置場所 局名称 局番号 設置場所 

鳥羽市役所０１ 300 総務課 鳥羽市役所１７ 316 弘道小学校 

鳥羽市役所０２ 301 税務課 鳥羽市役所１８ 317 鏡浦小学校 

鳥羽市役所０３ 302 健康福祉課 鳥羽市役所１９ 318 菅島小学校 

鳥羽市役所０４ 303 定期船課 鳥羽市役所２０ 319 志摩医師会（中村クリニック）  

鳥羽市役所０５ 304 建設課 鳥羽市役所２１ 320 答志保育所 

鳥羽市役所０６ 305 建設課 鳥羽市役所２２ 321 鳥羽商船 

鳥羽市役所０７ 306 水道課 鳥羽市役所２３ 322 神島連絡所 

鳥羽市役所０８ 307 水道課 行政鳥羽市役所 100 総務課 

鳥羽市役所０９ 308 教育委員会 とば 400（半固定） 400 加茂連絡所 

鳥羽市役所１０ 309 消防本部 とば 401（半固定） 401 鏡浦連絡所 

鳥羽市役所１１ 310 旧小浜小学校 とば 402（半固定） 402 長岡連絡所 

鳥羽市役所１２ 311 あおぞら保育所 とば 403（半固定） 403 坂手連絡所 

鳥羽市役所１３ 312 安楽島小学校 とば 404（半固定） 404 答志連絡所 

鳥羽市役所１４ 313 鳥羽東中学校 とば 405（半固定） 405 桃取連絡所 

鳥羽市役所１５ 314 鳥羽高校 とば 40７（半固定） 40７ 神島連絡所 

鳥羽市役所１６ 315 加茂中学校    

２ 消防無線 

（1） 消防デジタル無線 

無線局種別 局名称 設置場所 備  考 

基地局 とばしょうぼう 市消防本部  

とばしょうぼうはこたやま    〃  

陸上移動局 とば １    〃 水槽付ポンプ車備付 

とば ２    〃 ポンプ車備付 

きゅうきゅうとば １    〃 救急車備付 

きゅうきゅうとば ２    〃    〃 

きゅうきゅうとば ３    〃    〃 

とば  ３１    〃 はしご車備付 

とば  ５１    〃 査察指導者備付 

とば  ５２ 〃 人員搬送車備付 

とば  ５３ 〃 資機材搬送車備付 

とば  ５４ 〃 指揮車備付 
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無線局種別 局名称 設置場所 備  考 

陸上移動局 とば  ７１ 市消防本部 化学車備付  

とば １０１ 〃 携帯型  

とば １０２ 〃   〃 

とば １０３ 〃   〃 

とば １０４ 〃   〃 

とば １０５ 〃   〃 

とば １０６ 〃   〃 

とば １０７ 〃   〃 

とば １０８ 〃   〃 

とば １０９ 〃   〃 

とば １１０ 〃   〃 

とば ２０１ 鳥羽市 坂手連絡所 可搬型 

とば ２０２ 鳥羽市 菅島連絡所   〃 

とば ２０３ 鳥羽市 答志連絡所   〃 

とば ２０４ 鳥羽市 桃取連絡所   〃 

とば ２０５ 鳥羽市 神島連絡所   〃 

とば ３０１ 消防団 鳥羽分団 携帯型  

とば ３０２ 〃   加茂分団   〃 

とば ３０３ 〃   長岡分団   〃 

とば ３０４ 〃   鏡浦分団   〃 

とば ３０５ 〃   答志分団   〃 

とば ３０６ 〃   桃取分団   〃 

とば ３０７ 〃   菅島分団   〃 

とば ３０８ 〃   神島分団   〃 

とば ３０９ 〃   坂手分団   〃 

とば ３１０ 〃   団本部 〃 

とば ３１１   〃 加茂分団 第１部 〃 

とば ３１２ 〃    〃   第２部 〃 

とば ３１３   〃    〃   第３部 〃 

とば ３１４ 〃    〃    第４部 〃 

とば ３１５ 〃    〃    第５部 〃 

とば ３１６ 〃    〃    第６部 〃 

とば ３１７ 〃  長岡分団 第１部 〃 

とば ３１８ 〃     〃    第２部 〃 
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無線局種別 局名称 設置場所 備  考 

陸上移動局 とば ３１９ 消防団長岡分団 第３部 携帯型  

とば ３２０ 〃    〃    第４部 〃 

とば ３２１ 〃     〃   第５部 〃 

とば ３２２ 〃 鏡浦分団  第１部 〃 

とば ３２３ 〃   〃    第２部 〃 

とば ３２４ 〃   〃    第３部 〃 

とば ３２５ 〃 答志分団 第４部 〃 

 

（2） 防災波無線 

無線局種別 局名称 設置場所 備  考 

陸上移動局 ぼうさいとば １０１ 鳥羽市消防本部 携帯型 （防災総合通信用） 

ぼうさいとば １０２    〃    〃 

ぼうさいとば １０３    〃    〃 

ぼうさいとば １０４    〃    〃 

ぼうさいとば １０５ 消防団 答志分団    〃 

ぼうさいとば １０６ 〃   桃取分団    〃 

ぼうさいとば １０７ 〃   菅島分団    〃 

ぼうさいとば １０８ 〃   神島分団    〃 

ぼうさいとば １０９ 〃   坂手分団    〃 

ぼうさいとば １１０ 〃 答志分団 第４部    〃 
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３ 衛星携帯電話 

  設 置 場 所 台数 電話番号 

1  総務課 1 ０８０－２６０１－７８５６ 

2  答志中学校 1 ０８０－２６０１－７８６２ 

3  桃取保育所 1 ０８０－２６０１－７８６３ 

4  菅島小学校（校長室） 1 ０８０－２６０１－７８６４ 

5  坂手診療所 1 ０８０－２６０１－７８６５ 

6  神島保育所 1 ０８０－２６０１－７８６６ 

7  消防本部 1 ８８１６－２２４－９５１６９ 

8  消防本部（現地指揮所） 1 ８８１６－２２４－９５１７０ 

合 計 8   
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１８ 防災関係機関電話番号一覧表 

名 称 電 話 ＦＡＸ 
衛星携帯電話 
（衛星系無線） 

イ ［市    関    係］ 

鳥羽市災害対策本部（総務課） 25-1111 25-1138 080-2601-7856 

〃      （建設課） 25-1171 25-5241  

〃    （健康福祉課） 25-1115 25-1154  

鳥羽市消防本部 25-2821 26-5024 
8816-224-95169 

8816-224-95170 

鳥羽市役所 加茂連絡所 25-2901 26-3356  

〃   鏡浦連絡所 32-5001 32-5753  

〃   長岡連絡所 33-6001 33-7364  

〃    坂手連絡所 25-3301 26-2493  

〃   神島連絡所 38-2004 38-2354  

〃   菅島連絡所 34-2004 34-2056  

〃    答志連絡所 37-2004 37-2879  

〃     桃取連絡所 37-3004 37-2878  

ロ ［県    関    係］ 

防災対策部 災害対策課 災害対策班 059-224-2189 059-224-2199 (101-8-2189) 

南勢志摩地域活性化局 地域・防災課  0596-27-5115 0596-27-5251 (126-8-5115) 

志摩建設事務所（総務課） 0599-43-5125 0599-43-1353  

県 立 志 摩 病 院 0599-43-0501 0599-43-2507  

県 立 鳥 羽 高 等 学 校 0599-25-2935 0599-25-2068  

ハ ［警 察   自 衛 隊］ 

鳥 羽 警 察 署 （ 警 備 課 ） 25-0110 25-0110 (切替)  

陸上自衛隊第３３普通科連隊第 3 科 059-255-3133 059-255-3133 (切替)  

陸上自衛隊航空学校企画室 0596-37-0111 0596-37-0111 (切替)  

ニ ［指 定 地 方 行 政 機 関］ 

鳥羽海上保安部（警備救難課） 25-0118 26-4998  

東 海 農 政 局 052-223-4609 052-223-4628  

中部地方整備局三重河川国道事務所 059-229-2223 059-229-2263  

津 地 方 気 象 台 059-228-2022 059-246-8484  

ホ ［指 定 公 共 機 関］ 

西日本電信電話株式会社三重支店 059-223-9330 059-227-6140  



 

217 

 

名 称 電 話 ＦＡＸ 衛星携帯電話 

ホ ［指 定 公 共 機 関］（続き） 

(株)ＮＴＴドコモ東海支社三重支店 059-229-2851 059-229-1013 090-3158-6542 

ＫＤＤＩ(株) 中部総支社 052-747-8071 052-747-8075  

ソ フ ト バ ン ク  (株 )  052-388-2420 052-388-2412  

日本赤十字社三重県支部 059-227-4145 059-227-6245  

日 本 放 送 協 会 津 放 送 局 059-229-3000 059-229-3029  

東海旅客鉄道（株）伊勢市駅 0596-28-3670 0596-25-9174  

中部電力株式会社伊勢営業所 0596-23-8580 0596-24-1479  

( 株 ) 鳥 羽 郵 便 局 25-4940 26-3925  

へ [指 定 地 方 公 共 機 関 ] 

三重県医師会 志摩医師会 0599-44-0176 0599-44-0178  

近畿日本鉄道株式会社鳥羽駅 25-2126 25-2127  

三重交通 (株 )伊勢営業所 0596-25-7131 0596-28-8772  

三 重 県 ト ラ ッ ク 協 会 059-227-6767 059-225-2095 870-772581054 

三重県ＬＰガス協会 

鳥羽協議会（アワヘイ） 

25-3198 25-3683  

（令和元年度末、任期終了のため確認が必要） 

ト ［そ の 他］ 

鳥 羽 商 工 会 議 所 25-2751 26-4988  

鳥羽志摩農業協同組合 鳥羽支店 25-2902 26-2811  

鳥羽磯部漁業協同組合  総務指導課 25-2328 25-9080  

鳥 羽 市 水 道 組 合 

（有限会社 大進ハウジング） 

26-3258 25-3503  

（令和２年度末、任期終了のため確認が必要） 

鳥 羽 市 観 光 協 会 25-3019 25-6358  

鳥 羽 市 社 会 福 祉 協 議 会 25-1188 25-1117  
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１９ 指定避難所等一覧表 

津波避難場所及び風水害等避難所との関係 津波避難場所 風水害等避難所 

番

号 
地区 場  所 

指定緊急避難場所 指 定 
避難所 津波(海抜 m) 洪水／高潮 土砂 

1 

小浜町 

鳥羽グランドホテル(駐車場) ○(20) ― ― ― 

2 湯快リゾート鳥羽彩朝楽(駐車場)  ○(23) ― ― ― 

3 ガーデンヒルズ利平治 (駐車場 ) ○(19) ― ― ― 

4 旧小浜小学校 ※３階(16) ○ ○２階以上 ○ 

5 

堅神地区 

池上地区 

屋内地区 

鳥羽小学校 ○グラウンド(9) ○ ○ ○ 

6 堅神公民館 ― ― ― ▲ 

7 鳥羽商船高専 第 2体育館 ○横広場(16) ○ ○ ○ 

8 あおぞら保育所 ○グラウンド(20) ○ ○ ○ 

9 裏萩山公園 ○(40) ― ― ― 

10  

 

 

 

鳥羽地区 

 

鳥羽一丁目 

鳥羽二丁目 

鳥羽三丁目 

鳥羽四丁目 

鳥羽五丁目 

美台集会所 ○第二公園(24) ○ ― ○ 

11 城山公園 ○(23) ― ― ― 

12 日和山山頂公園 ○(64) ― ― ― 

13 旧鳥羽小学校 ○グラウンド(３９) ― ― ― 

14 ミキモト鳥羽工場敷地 ○(30) ― ― ― 

15 奥谷公園 ○(15) ― ― ― 

16 あしたば作業所 ○(27) ○ ― ○ 

17 鳥羽国際ホテル(駐車場) ○(30) ― ― ― 

18 扇芳閣(駐車場) ○(36) ― ― ― 

19 鳥羽市民文化会館 ― ○ ○ ○ 

20 戸田家 ― ○ ○ ○ 

21 ＮＴＴ西日本鳥羽ビル ― ― ○ ○ 

22 JR東海鳥羽駅 ― ○ ― ― 

23 近畿日本鉄道 鳥羽駅 ― ○ ― ― 

24 若竹集会所 ― ○ ― ○ 

25  

 

安楽島地区 

 

安楽島町 

高丘町 

大明東町 

大明西町 

鳥羽高校 ○校庭(11) ○体育館 ○体育館 ○ 

26 鳥羽東中学校 ○グラウンド(36) ○ ○ ○ 

27 桜ヶ丘緑地 ○(27) ― ― ― 

28 第１安楽島苑公園 ○(46) ― ― ― 

29 安楽島小学校  ※３階(22) ○ ○ ○ 

30 かんぽの宿鳥羽 ○駐車場(44) ○ ○ ○ 

31 てんぐ山 ○(20) ― ― ― 

32 鳥羽市武道館 ― ○ ○ ○ 

33 鳥羽シーサイドホテル ― ○ ○ ○ 

34 安楽島公民館（２階） ― ○ ○ ○ 

35 安楽島保育所 ― ○ ○ ○ 

▲ 緊急的に避難するのは適していません。状況により、生活を送るための避難所として運用します。� 
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津波避難場所及び風水害等避難所との関係 津波避難場所 風水害等避難所 

番

号 
地区 場  所 

指定緊急避難場所 指 定 
避難所 津波(海抜 m) 洪水／高潮 土砂 

36  

 

 

加茂地区 

 

幸丘 

船津町 

若杉町 

岩倉町 

河内町 

松尾町 

白木町 

加茂小学校 ※３階(14) ○ ○ ○ 

37 加茂中学校 ※３階(22) ○ ○ ○ 

38 鳥羽陽光苑敷地 ○(27) ― ― ― 

39 船津保育所グラウンド ○(21) ― ― ― 

40 鳥羽市園芸センター敷地 ○(38) ― ― ― 

41 幸丘公園 ○(15) ― ― ― 

42 若杉町多目的広場 ○(16) ― ― ― 

43 隠殿岡第一公園 ○(33) ― ― ― 

44 船津コミュニティセンター ― ○ ○ ○ 

45 若杉公民館 ― ○ ○ ○ 

46 みどりが丘集会所 ― ○ ○ ○ 

47 河内公民館 ― ○ ○ ○ 

48 松尾公民館 ― ○ ― ○ 

49 なごみ ― ― ○ ○ 

50 白木公民館 ― ○ ― ○ 

51  

 

 

 

長岡地区 
 

相差町 

国崎町 

畔蛸町 

千賀町 

堅子町 

長岡中学校 ※屋上(19) ○ ○ ○ 

52 神明神社境内 ○(18) ― ― ― 

53 リゾートヒルズ豊浜(駐車場) ○(16) ― ― ― 

54 ホテルクローバー風薫(駐車場) ○(28) ― ― ― 

55 別館 すずき(駐車場) ○(32) ― ― ― 

56 民宿旅館 山川(駐車場) ○(26) ― ― ― 

57 相差保育所 ○グラウンド(33) ○ ○ ○ 

58 五感の宿 慶泉(駐車場) ○(40) ― ― ― 

59 国崎保育所跡地 ○(26) ― ― ― 

60 御宿 瀬乃崎(駐車場) ○(26) ― ― ― 

61 旭分校跡地 ○(28) ― ― ― 

62 弘道小学校 ― ○ ○ ○ 

63 千賀公民館２階 ― ○ ○ ○ 

64 旧堅子公民館２階 ― ○ ○ ○ 

65 
鳥羽磯部漁協相差支所 

女性等活動拠点施設 
― ○ ○ ○ 

66  

鏡浦地区 

 
石鏡町 
今浦 
本浦 

鏡浦小学校 ○グラウンド(12) ○ ○ ○ 

67 本浦老人憩の家前広場 ○(12) ― ― ― 

68 サン浦島 悠季の里(駐車場) ○(20) ― ― ― 

69 与吉屋(駐車場) ○(44) ― ― ― 

70 中山かき直売所(駐車場) ○(20) ― ― ― 

※は建物の最上階や屋上などで、逃げ遅れた場合や避難するのに時間がかかる避難行動要支援者などのため 

 の場所ですので、できる限りそれ以外の津波避難場所などの高台への避難をお勧めします。
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津波避難場所及び風水害等避難所との関係 津波避難場所 風水害等避難所 

番号 地区 場  所 
指定緊急避難場所 指 定 

避難所 津波(海抜 m) 洪水／高潮 土砂 

71  

 

鏡浦地区 

 

石鏡町 

今浦 

本浦 

今浦観音堂前広場 ○(11) ― ― ― 

72 石鏡公民館 ○(22) ○ ― ○ 

73 旧石鏡保育所グラウンド ○(25) ― ― ― 

74 ホテル芭新萃(駐車場) ○(43) ― ― ― 

75 和風旅館 新八屋(駐車場) ○(60) ― ― ― 

76 本浦公民館 ― ○ ○ ○ 

77 今浦老人憩の家 ― ○ ○ ○ 

78 

菅島町 

菅島小学校 ※屋上(20) ○ ○ ○ 

79 宮山 ○（30） ― ― ― 

80 菅島コミュニティアリーナ ― ○ ○ ○ 

81 

桃取町 

天神山ゲートボール場 ○(22) ― ― ― 

82 八幡神社境内 ○(12) ― ― ― 

83 旧桃取小学校 ― ○ 
○２階 
（保育所側） ○ 

84 桃取コミュニティセンター ― ○ ― ○ 

85 桃取健康管理センター ― ― ○ ○ 

86  

 

答志地区 

 

答志 

和具 

 

答志保育所 ○グラウンド(21) ○ ― ○ 

87 つばき公園 ○(18) ― ― ― 

88 答志中学校 ○校庭(15) ○ 
○２階 

（体育館側） 
○ 

89 首塚 ○(50) ― ― ― 

90 答志コミュニティセンター ― ○ ― ○ 

91 答志コミュニティアリーナ ― ○２階 ○２階 ○２階 

92 答志小学校 ― ○ ○ ○ 

93 答志和具コミュニティセンター ― ○ ―  ○ 

94 

神島町 

神島保育所グラウンド ○(36) ― ― ― 

95 八代神社境内 ○(67) ― ― ― 

96 神島開発総合センター 
― ○２階以

上 
○２階以上 

○２階以上 

97 

坂手町 

旧坂手小学校 ○グラウンド (26) ― ― ― 

98 林昌寺境内 ○(10) ― ― ― 

99 坂手公民館 ― ○ －  ○ 

100 坂手コミュニティアリーナ ― ○ ○ ○ 

101 坂手診療所（１階待合室） ― ○ ○ ― 

102 坂手連絡所 ― －  ○２階 ― 

合 計 65 51 42 52 

１ ※は建物の最上階や屋上などで、逃げ遅れた場合や避難するのに時間がかかる避難行動要支援者などの 

 ための場所ですので、できる限りそれ以外の津波避難場所などの高台への避難をお勧めします。 

２ 避難所生活が困難な方には、避難所内に「福祉スペース」等を設置して対応していただきます。ただ 

 し、やむを得ない事情等により、各避難所から要請がある場合、協定先施設が受入可能となり次第、 

 福祉避難所を開設します。 
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２０ 要配慮者施設等一覧表 

 

種別 施設名 住所 電話番号 
津 波 

浸水域 

洪 水 

浸水域 

土砂災害 
警戒区域等 備考 

幼稚園 かもめ幼稚園 
517-0023 

大明西町 4-12 
0599-25-2924 ● ● ― 

 

児

童

福

祉

施

設

 

エンゼル・クラブ 
517-0014 

堅神町 805-6 
0599-25-1661 ― ― 未調査  

安楽島保育所 
517-0021 

安楽島町 1459-１ 
0599-25-4013 ― ― ●  

鳥羽放課後児童クラブ 

（たんぽぽ） 

517-0021 

安楽島町 377 
0599-25-3075 ― ― ●  

船津保育所 
517-0045 

船津町 707-7 
0599-25-6998 ― ― ●  

桃取保育所 
517-0003 

桃取町 21-2 
0599-37-3055 ● ― ●  

かがみうら保育所 
517-0025 

浦村町 1348-2 
0599-32-5153 ● ― ●  

答志保育所 
517-0002 

答志町 494 
0599-37-2142 ― ― ●  

菅島保育所 
517-0004 

菅島町 3-1 
0599-34-2037 ● ― ●  

あおぞら保育所 
517-0012 

池上町 9-24 
0599-25-6213 ― ― 未調査  

相差保育所 
517-0031 

国崎町 140 
0599-33-6117 ― ― ●  

神島保育所 
517-0001 

神島町 272-1 
0599-38-2284 ― ― ●  

小
学
校 

鳥羽小学校 
517-0014 

堅神町 805-2 
0599-25-2120 ― ― 未調査  

答志小学校 
517-0002 

答志町 941-1 
0599-37-2032 ● ― ●  

神島小学校 
517-0001 

神島町 358-3 
0599-38-2013 ― ― ―  

菅島小学校 
517-0004 

菅島町 1-2 
0599-34-2011 ― ― ●  

加茂小学校 
517-0041 

岩倉町 27-1 
0599-25-2919 ― ● ―  

安楽島小学校 
517-0021 

安楽島町 377 
0599-25-2600 ― ― ―  

鏡浦小学校 
517-0025 

浦村町 1744-1 
0599- 

32-5070 
― ― ―  

弘道小学校 
517-0032 

相差町 1014 
0599- 

33-6016 
● ― ―  

中
学
校 

鳥羽東中学校 
517-0021 

安楽島町 1451-19 
0599-26-5001 ― ― ●  

答志中学校 
517-0002 

答志町 2220-5 
0599-37-2033 ― ― ●  

神島中学校 
517-0001 

神島町 358-3 
0599-38-2013 ― ― ―  

加茂中学校 
517-0041 

岩倉町 105 
0599-25-2904 ― ― ―  

長岡中学校 
517-0032 

相差町 1910 
0599-33-6024 ― ― ―  

該当：● 非該当：― 
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種別 施設名 住所 電話番号 
津 波 

浸水域 

洪 水 

浸水域 

土砂災害 
警戒区域等 備考 

高校・ 

高専 

鳥羽高校 
517-0021 

安楽島町 1459 
0599-25-2935 ― ― ●  

鳥羽商船高専 
517-8501 

池上町１－１ 
0599-25-8000 ● ― 未調査  

障
が
い
者
福
祉
施
設 

共同生活援助事業所あしたば 

茗荷ホーム 道芝ホーム 

517-0011 

鳥羽五丁目 5-1 0599-25-7670 ● ● 未調査  

共同生活援助事業所あしたば 

安久志ホーム 

517-0021 

安楽島町 1256-9 0599-37-7200 ― ― ●  

すろうらいふ海の子 
517-0023 

大明西町 18-19 
0599-26-3785 ● ● ―  

グループホーム有明の里 
517-0032 

相差町 1267-3 
0599-37-7222 ● ― ―  

鳥羽市社会福祉協議会生

活介護事業所ゆめぱーる 

517-0045 

船津町 1393-15 
0599-21-1655 ― ― ● 日中のみ 

コラボ 
517-0011 

鳥羽五丁目 10-1 
0599-37-7175 ● ● 未調査 日中のみ 

ファーム海女乃島 
517-0021 

安楽島町 1312-62 
0599-26-5063 ― ― ― 日中のみ 

鳥羽市社会福祉協議会就労 

継続支援（B型）事業所「海の子」  

517-0042 

松尾町 937-34 
0599-26-6878 ― ― ― 日中のみ 

鳥羽たいむ作業所 
517-0042 

松尾町 186-1 
0599-25-7678 ― ● ― 日中のみ 

有明の里 

おおさか作業所 

517-0032 

相差町 2120-67 
0599-33-6619 ― ― ● 日中のみ 

あしたば作業所 
517-0011 

鳥羽五丁目 8-62 
0599-25-2152 ― ― 未調査 日中のみ 

海の子作業所 
517-0023 

大明西町 18-4 
0599-37-7800 ● ● ― 日中のみ 

発達支援室クオール（QOL） 
517-0023 

大明西町 3-20 
0599-25-0906 ● ● ― 日中のみ 

老人福

祉施設 

特別養護老人ホーム  

鳥羽陽光苑 

517-0041 

岩倉町 609 
0599-25-7640 ― ― ●  

特別養護老人ホーム  

あらしま苑 

517-0021 

安楽島町字高山

1075-58 

0599-26-7000 ― ― ―  

介護老人保健施設   

鳥羽豊和苑 

517-0021 

安楽島町 1045-77 
0599-26-7711 ― ― ―  

介護付有料老人ホーム  

虹の夢とば 

517-0011 

鳥羽一丁目 20-1 
0599-25-2424 ● ― 未調査  

介護付有料老人ホーム 

さわやかシーサイド鳥羽 

517-0015 

小浜町字浜辺

300-73 

0599-25-0770 ● ― 未調査  

グループホームあらしま 
517-0021 

安楽島町 1075-29 
0599-26-7200 ― ― ―  

グループホームひまわり 
517-0021 

安楽島町 1439-4 
0599-25-7877 ― ― ―  

ラ・ケアくざき 
517-0031 

国崎町 140 
0599-33-1177 ― ― ●  

ラ・ケアとば 
517-0011 

鳥羽一丁目 2070 
0599-25-0277 ● ― 未調査 日中のみ 

デイサービスセンター 

あらしま 

517-0021 

安楽島町 1075-29 
0599-26-6677 ― ― ― 日中のみ 
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津波・洪水浸水域内、土砂災害警戒区域等内にある施設（●印）は、避難計画を作成しなければなりません。 

種別 施設名 住所 電話番号 
津 波 

浸水域 

洪 水 

浸水域 

土砂災害 
警戒区域等 備考 

老人福

祉施設 

デイサービスセンター 

有明の里 

517-0032 

相差町 1878-1 
0599-33-6669 ― ― ― 日中のみ 

デイサービスセンター 

答志島 

517-0002 

答志町 895 
0599-21-5700 ● ― ― 日中のみ 

鳥羽市社会福祉協議会 

通所介護事業所 

517-0022 

大明東町 2-5 
0599-25-1188 ● ― ― 日中のみ 

はごろもデイサービス 

センター 

517-0011 

鳥羽一丁目 186-1 
0599-21-2940 ● ― 未調査 日中のみ 

デイサービスはつしま 
517-0032 

相差町 1924 
0599-33-6972 ● ― ― 日中のみ 

デイサービスひまわり 
517-0011 

鳥羽三丁目 15-12 
0599-26-3374 ● ― 未調査 日中のみ 

鳥羽市介護予防施設 

しおさい 

517-0001 

神島町 113-2 
0599-38-2722 ● ― ● 日中のみ 

病

院

・

診

療

所

・

助

産

所 

市立長岡診療所 
517-0032 

相差町 1028-1 
0599-33-6006 ● ― ― 日中のみ 

市立鏡浦診療所 
517-0025 

浦村町 1373-4 
0599-32-5270 ● ― ● 日中のみ 

市立鏡浦診療所今浦分室 
517-0025 

浦村町 244-4 
0599-32-1025 ● ― ● 日中のみ 

市立鏡浦診療所石鏡分室 
517-0026 

石鏡町 341-6 
0599-32-5263 ● ― ● 日中のみ 

市立神島診療所 
517-0001 

神島町 85-2 
0599-38-2033 ● ― ● 日中のみ 

市立桃取診療所 
517-0003 

桃取町 219 
0599-37-3051 ● ― ― 日中のみ 

市立菅島診療所 
517-0004 

菅島町 46 
0599-34-2149 ● ― ● 日中のみ 

市立坂手診療所 
517-0005 

坂手町 178 
0599-26-3746 ― ― ● 日中のみ 

市立休日・夜間応急診療所 
517-0022 

大明東町 2-5 
0599-25-1119 ● ― ― 日中のみ 

赤坂クリニック 
517-0022 

大明東町 2090-305 
0599-21-0001 ● ● ― 日中のみ 

小林内科クリニック 

517-0023 

大明西町 1-1 

鳥羽ショッピング 

プラザハロー 2F 

0599-25-0020 ● ● ― 日中のみ 

近藤内科 
517-0021 

安楽島町 1325-15 
0599-26-3045 ● ― ● 日中のみ 

中村医院 
517-0002 

答志町 1138-1 
0599-37-2808 ● ― ― 日中のみ 

中村クリニック 
517-0011 

鳥羽四丁目 13-7 0599-21-0707 ● ― 未調査 日中のみ 

はね小児科医院 
517-0023 

大明西町 3-20 0599-25-1515 ● ● ― 日中のみ 

山崎整形外科 
517-0011 

鳥羽五丁目 7-1 0599-26-4131 ● ● 未調査 日中のみ 

吉田医院 
517-0024 

高丘町 6-43 0599-26-3531 ― ― ● 日中のみ 



 

 

２１ 備蓄品一覧表                              

       平成 31年 2月 26日現在 

 
施  設  名 

 非常食 仮設トイレ 

※１ 

携帯ﾄｲﾚ 
 

※２ 
毛布 哺乳瓶 

生理 
用品 

乳児用紙おむつ 

（大人用） 
発電機 

α米 おかゆ 
アレルギー
対応おかゆ  ビスケット 

ビスケット 
アレルギー対応 水 粉ミルク 

アレルギー対応 
粉ミルク  

1 旧小浜小学校 600 150 50 400 48 600 150 6 3 1,800 296 10 280 （90） 2 

2 鳥羽小学校 500 200 150 520 48 144 170 9 2 2,100 100 30 280 
168 

（86） 
5 

3 あおぞら保育所 700 200 150 400 96 600 170 9 2 2,100 300 20  
168 

（86） 
2 

4 鳥羽市役所 900 400 300 720 48 549 210 9 1 3,475 230 60  (64) 3 

5 マリンターミナル 300 100 100 480 48 360 90 6  1,200 10 10 4732 
1,440 

（1,314） 
1 

6 安楽島小学校 1,500 200 150 1,000 144 1,440 450 24 3 3,500 200 60 560 
168 

(140) 
1 

7 鳥羽高校 1,000 100 50 360 48 360 200 9 3 1,500 200 30 280 
168 

(156) 
 

8 鳥羽東中学校 1,500 200 150 1,000 144 3,600 450 24 3 5,000 200 60 560 
168 

(144) 
4 

9 加茂中学校 2,600 400 300 1,600 192 1,440 550 24 5 7,000 600 90 840 
168 

(186) 
2 

10 加茂小学校      24     250    2 

11 鏡浦小学校 900 100 100 480 48 720 70 6 3 1,500 100 20 364 
168 

(120) 
2 

12 今浦観音堂 200 50 50 120 48 120 40 3 1 600 50  56 （34） 1 

13 
相差保育所 

(旧国崎小学校) 
300 50 50 160 48 240 30 3 2 800 100 10 140 （54）  

14 弘道小学校 1,300 200 100 800 96 960 140 9 2 2,700 100 20 644 
168 

(144) 
3 

15 神明神社         1 700      

小 計 12,300 2,350 1,700 8,040 1,056 11,157 2,720 141 31 33,975 2,736 420 8,736 
2,784 

(2,618) 
28 

※１仮設トイレ：（5,500 回／個数） 

※２携帯トイレ：個数＝使用回

2
2

3
 



 

 

 
施  設  名 

 非常食 仮設トイレ 

※１ 

携帯ﾄｲﾚ 
 

※２ 
毛布 哺乳瓶 

生理 
用品 

乳児用紙おむつ 

（大人用） 
発電機 

α米 おかゆ 
アレルギー
対応おかゆ  ビスケット 

ビスケット 
アレルギー対応 水 粉ミルク 

アレルギー対応 
粉ミルク  

16 長岡中学校      24     150    2 

17 女性活動センター      24   1 100 50    1 

18 旧旭分校跡 100 50 50 80 48 120 60 3 1 300 40  56 (34)  

19 菅島小学校 500 100 50 320 48 240 150 6 2 1,300  5 532 
258 

(144) 
 

20 菅島コミュニティｱﾘｰﾅ         1 100 150    4 

21 旧桃取公民館 400 100 100 200 48 720   1 800 10 5 504 
438 

(180) 
 

22 桃取コミュニティｾﾝﾀｰ  100   120 48  90 6  600     1 

23 答志保育所 1,000 100 100 600 48 960 240 9  1,500  5 784 
258 

(234) 
2 

24 答志コニュニティーｾﾝﾀｰ           10    3 

25 答志中学校 400 100 100 240 48 480 90 6 2 1,200 80 5 252 
270 

(108) 
1 

26 神島保育所 300 100 50 200 48  120 6   50 5 140 
180 

(90) 
2 

27 神島職員住宅         2 900 50     

28 坂手コミュニティｱﾘｰﾅ 200 100 50 200 48 480 30 3 2 900 80 5 140 
168 

(54) 
1 

29 その他      1,152   7 2,700 1,730  616 
504 

(768) 
49 

合    計 15,300 3,000 2,200 10,000 1,440 15,357 3,500 180 50 44,375 5,136 450 11,760 
4,860 

(4,230) 
94 

※１仮設トイレ：（5,500 回／個数） 

※２携帯トイレ：個数＝使用回数

2
2
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２３ 防災拠点等一覧表 

施  設  名 管理者 所在地 

 
敷地総面積 

（㎡） 

災害時の主な活用用途 備  考 

活動拠点 搬送拠点 物資拠点 給水拠点 
災害廃棄物

仮置場 

仮設住宅建

設予定地 

指定緊急避

難場所/指定

避難所 

離着陸場 離着陸場規模 
その

他 

 旧小浜小学校 市 小浜町 97-1 7,310    ○  ○ ○    

鳥羽小学校 市 堅神町 805-3他 18,598 ○     ○ ○    

鳥羽商船第二体育館横 
鳥羽商船高等

専門学校 
池上町 1-1他 2,800 ○     ○ ○    

あおぞら保育所 市 池上町 9-24 2,090    ○   ○    

シンフォニアテクノロジー（株）

伊勢製作所 

モーションコントロール機器工場（鳥羽） 

シンフォニアテクノロジー㈱ 

伊勢製作所 
鳥羽一丁目 19-1 7,000 ○     

 
   

 

鳥羽市本庁舎 市 鳥羽三丁目 1-1 930 ○   ○       

鳥羽中央公園 

多目的グラウンド 
市 大明東町 3-2 98,578     ○   ○ 

70×70 

150×129 

 

鳥羽東中学校 市 安楽島町 1451-19 15,780 ○   ○  ○ ○    

松尾工業団地 開発公社 松尾町304-75ほか 13,000 ○     ○     

スギハラプロテック工場施設  ｽｷﾞﾊﾗﾌﾟﾛﾃｯｸ（株） 松尾町 304 800  ○ ○        

鳥羽市清掃センター 

東部地区跡地外 
市 松尾町 1240-9 25,000     ○      

相差保育所 市 国崎町 1302 5,850    ○   ○    

鳥羽展望台 （有）ノア 国崎町 3-3 18,000 ○       ○ 38×21  

鳥羽志摩ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ芝生公園 鳥羽志勢広域連合 白木町 247-10 2,100 ○          

旧坂手小学校 市 坂手町 938 7,289    ○  ○ ○ ○ 51×36  

菅島小学校 市 菅島町 1-2 5,838    ○  ○ ○ ○ 69×29  

答志保育所 市 答志町 494 806    ○   ○    

神島保育所 市 神島町 274 360    ○   ○    

 旧小浜小学校 市 小浜町 97-1 7,310    ○  ○ ○    
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